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序章 本研究の目的と視座  

 

第 1 節 研究の背景と目的 

日本は 1980 年代後半のバブル経済の時期に、労働力不足を補う目的でニューカマーと

呼ばれる外国人労働者を受け入れ始めた。彼らの中には滞在期間が過ぎても本国に帰国せ

ずに不法就労する者も多く存在し、その対策が課題となった。 

そのため、1990 年に、国は出入国管理及び難民認定法（入管法）を改正し、一方で外国

人の単純労働への就労を明確に禁止することによって、無制限な外国人労働者の流入を防

ぎながら、他方で外国人の在留資格を大幅に緩和した。特に、日系人については、2 世・3

世の日本国籍を持たない者、およびその配偶者に在留資格を与えることで、彼らが日本国

内で単純労働に従事することを可能にしたのである。これにより、母国の経済危機に直面

していた日系ブラジル人やペルー人の入国が急増するようになった。彼らは、就労開始初

期には単身で来日し、短期間の「出稼ぎ」を行う傾向が強かったが、2000 年頃から家族を

帯同するケースが増加した（宮島・太田 2005）。 

その結果、日本に在留する外国籍児の数が増加したため、学齢期以降の教育学的観点か

ら、日本語を話せない外国籍児への対応の必要性が叫ばれるようになった（江淵 1994）。

わが国においては、外国籍児の教育についての法的規定はなく、就学義務も課せられてい

ない。すなわち、外国人子女の義務教育諸学校への就学に関しては、1980 年代まで公立学

校に通う外国人の大半を占めた、在日韓国人に関する方針に基づいて定められており、1990

年代以降来日した外国人についてもこれによるものとなっている。つまり、具体的には文

部省が日韓基本条約の締結を受けて出した通達に基づいて運用されていたのである注1。

1979 年に、わが国が「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」注2を批准したこ

とで、同規約に基づき、わが国に在留する学齢相当の外国人子女の保護者が、当該児の義

務教育諸学校への入学を希望する場合は、日本人児童と同様の機会を無償で保障するとさ

れ、外国籍児にも教育における「機会の平等」が与えられることとなったのである。 

                                                   
1 永住を許可された者が、当該永住を許可された者を市町村の設置する小学校または中学校に入学

させることを希望する場合には、市町村の教育委員会はその入学を認めること。永住を許可され

た者およびそれ以外の朝鮮人教育については、日本人子弟と同様に取り扱うものとし、教育課程

の編成、実施については特別の取り扱いをすべきではないこと（1965 年 12 月 25 日付で文部財第

464 号、各都道府県教育委員会教育長、各都道府県知事あて文部事務次官通達）。 
2 本規約には、締約国は教育についてのすべての者の権利を認めるとしている。そしてその実現を

達成するために、初等教育は義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとすること、種々

の形態の中等教育は、すべての適当な方法により特に無償教育の斬新的な導入により、一般的に

利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとすると明記されている。 
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その一方で、教科学習はすべて日本語で行われているため、外国籍児が教育における「結

果の平等」を得るためには、日本語の習得が最低かつ最重要な要件となる。しかし、多く

の外国籍児は教科学習を行えるほどには日本語に習熟せず、授業について行けない状況も

発生しており、先行研究においても、不就学、学習権保障などさまざまな問題が取り上げ

られている。特に不就学は学びの機会そのものを欠き、学習機会が剥奪されているという

点で、教育問題の中で、最も深刻だとされている（佐久間 2006）。 

是川（2012）は、日本国内に在留する外国人は入管法改正以降、約 2.4 倍に増加し、他

の先進諸国と比較すると依然として低水準ではあるものの、外国人を取り巻く課題は山積

していると述べている。そして、外国人の不就学問題を含めた教育的課題への対応を検討

する中で、社会統合政策注3をはじめとしたより一層の政策的対応の必要性を訴えている。 

こうした不就学児の存在は、1998 年から 1999 年に実施された、愛知県豊橋市における

外国人登録者の日本の学校への就学状況調査により、実態として初めて知られることとな

った注4。その後、多くの外国人集住地域の自治体が、独自に不就学実態調査を実施してお

り、群馬県大泉町の教育委員会と国際交流課も、2002 年度、2003 年度に実数の割り出しを

試みている注5。しかし、当時の外国人登録制度においては、日本人の住民票のように転出・

転入届の提出が課せられておらず、居住地が不明となる児童が多数であったことから、そ

の実態は明らかになったとは言い難い。また、文部科学省も 2005 年、2006 年に外国人集

住地域の自治体に調査を委嘱した注6が、未だに全国的な調査は行われていない。なお、不

就学のまま義務教育年齢を超過した少年たちは、就労も難しく、その結果非行や犯罪に走

りやすいとも指摘されている注7。 

                                                   
3 菅井（2003）によると、OECD が外国人定住者を受入国社会の公的生活に参加させ、生活状況改善

を促すことを推奨する政策であり、具体的には「外国人労働者の雇用における機会均等、社会保

障、教育福祉など各種サービスに関する内外国人平等や、外国人居住者を不法行為から救済する

措置」を含む。 
4 宮島・太田（2005）によれば、外国人登録者のうち、小学校該当年齢で 25.0％、中学校該当年齢

で 45.5％が不就学であるとされる。 
5 「不就学児童生徒に関する実態調査」の結果、2002 年度の南米系外国人子女総数 446 人、町立小

中学校在校生 296 人・編入 24 人、ブラジル人学校在籍 31 人、ブラジル人塾 44 人、転出または帰

国 45 人、不明 58 人、不就学と確認できた子女 21 人であった。また 2003 年度は、南米系外国人

子女総数 620 人、町立小中学校在校生 296 人、ブラジル人学校在籍 84 人、ブラジル人塾 24 人、

転出または帰国 87 人、不明 113 人、不就学と確認できた子女 16 人であった（駒井 2004）。 
6 文部科学省は、ニューカマーが集住する自治体を中心に不就学の子どもの実態調査を委嘱し、12

の自治体（太田市、飯田市、美濃加茂市、掛川市、富士市、豊田市、岡崎市、四日市市、滋賀県、

豊中市、神戸市、姫路市）が戸別訪問及びアンケート調査により不就学児の実態を明らかにした。

その結果、外国人登録者 9,889 名のうち、不就学児は 122 名であったが、実態を確認できなかっ

た児童数は 1,732 名にも上り、不就学児の数はより大きいと推察される。 
7 読売新聞は、「治安の死角（2）第 4 部 外国人定住者の犯罪 日本語学べぬ日系の子」の中で、

不就学のまま義務教育年齢を超過した少年たちの非行や犯罪の実態について報じている。 
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以上のことから、外国籍児の不就学問題と言語コミュニケーションの問題は、密接に関

係していると考えられる。したがって、言語習得の臨界期とも言える幼児期における外国

籍児の保育実践において、いかに言語コミュニケーションが図られているのかは、重要な

検討対象と言えるのである。 

この点に関連して、幼児期の保育実践における多文化共生保育の重要性を最初に指摘し

たのは川村（1996）であるが、今試みに国立国会図書館のオンラインデータベースを用い

て「多文化」「教育」をキーワードとして文献検索すると 2,314 件が得られるのに比して、

「多文化」「保育」をキーワードとした文献検索では、わずか 119 件が得られたに過ぎない

（2016年 6月 13日調べ）。このことからも、学齢期における外国籍児の教育問題に比べて、

就学前児童の保育問題への関心は低いことが窺える。また林（2001）が行った外国籍保護

者へのインタビューの言語発達に関する回答から得られた、「まだ小さいから（あまり問題

にはならない）」「小さいうちから（慣らしておけば大丈夫）」といった言葉からも推察され

るように、教育が中心になると顕在化してくる問題を、生活が中心である幼児期には見え

ない、あるいはまだ小さいから見なくてもよいとする風潮が関心の低さにつながる要因で

あると考えられる。 

一方、法務省入国管理局の在留外国人統計（表１）によれば、在留外国籍児の 0-4 歳人

口と 5-9 歳人口を比較しても大きな差はなく、特に 2008 年以降は 0-4歳人口が 5-9 歳人口

を上回っていることがわかる。このように多くの幼児が日本に在住しているという実態か

らも、外国籍児の問題を捉えるとき、学校現場のみならず保育現場に目を向ける必要性が

窺えるのである。 

 

表 1 在留外国籍児人口（人）  （入国管理局在留外国人統計から筆者作成） 

 

男 女 計 男 女 計
2006 33,889 32,209 66,098 34,688 33,204 67,892
2007 34,483 32,654 67,137 35,041 33,581 68,622
2008 35,741 34,456 70,197 34,787 33,106 67,893
2009 34,612 33,219 67,831 32,977 31,096 64,073
2010 34,772 33,137 67,909 31,135 29,465 60,600
2011 33,644 31,672 65,316 29,796 28,597 58,393
2012 34,382 32,311 66,693 29,530 28,240 57,770
2013 35,400 32,954 68,354 30,231 29,094 59,325
2014 37,578 34,898 72,476 30,832 29,647 60,479
2015 39,669 36,892 76,561 32,167 30,740 62,907

年
０～４歳人口（人） ５～９歳人口（人）
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さて、1994 年の「特別なニーズ教育における原則、政策、実践」をうたった UNESCO の

サマランカ声明注8の基本であるインクルーシブな保育の流れの中で、保育園は多種多様な

子育て支援に応えるべく変化している。子育て支援は、地域の社会資源として日本人のみ

ならず外国人にとっても、子育て相談の場として大いに活用されることが期待されている

のである。   

2008 年に改訂された「保育所保育指針」注9において、第 1 章総則中の 4「保育園の社会

的責任」の中に、「保育園は、子どもの人権に十分配慮するとともに、子どもひとり一人の

人格を尊重して保育を行わなければならない。」と謳われている。また、第 3章の「保育の

内容」中の１「保育のねらい及び内容」の中に、「外国人など自分とは異なる文化を持った

人に親しみを持つ」という文言が追加され、第 3 章の「保育実施上の配慮事項」の中には、

改訂以前の保育所保育指針から継続して、「子どもの国籍や文化の違いを認め、互いに尊重

する心を育てるよう配慮すること」と明記されている。 

また、「保育所保育指針解説書（厚生労働省編）」には、「保育園は、子どもの人権に十

分配慮するとともに、子どもひとり一人の人格を尊重して保育を行わなければならない。」

に関して、次のような解説がなされている。 

 

保育士等は、保育という営みが、子どもの人権を守るために、法的・制度的に裏付け

られていることを認識し、「憲法」、「児童福祉法」、「児童憲章」、「児童の権利に関する

条約」などにおける子どもの人権等について理解することが必要です。 

また、子どもの発達や経験の個人差等にも留意し、国籍や文化の違いを認め合い、互

いに尊重する心を育て、子どもの人権に配慮した保育となっているか、常に職員全体

で確認することが必要です。体罰や言葉の暴力はもちろん日常の保育の中で、子ども

に身体的、精神的苦痛を与え、その人格を辱めることが決してないよう、子どもの人

格を尊重して保育に当たらなければなりません。 

 

 ここでは、人権への配慮として、国籍や文化の違いを認め合い、お互いに尊重すること

の必要性が示されている。また、「外国人など自分とは異なる文化を持った人に親しみを持

                                                   
8 1994 年サマランカ（スペイン）において UNESCO とスペイン政府によって開催された「特別ニーズ

教育世界会議：アクセスと質」において、6 月 10 日に採択された宣言である。「特別なニーズ教

育における原則、政策、実践に関する」声明であり、「万人のための学校」の必要性の認識を表明

している。 
9 昭和 40 年に保育園保育のガイドラインとして制定された保育所保育指針は、平成 20 年に 3 度目

の改訂が行われ、これまでの局長通知から厚生労働大臣による告示となった。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/1994%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%A9%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88%E6%95%99%E8%82%B2%E7%A7%91%E5%AD%A6%E6%96%87%E5%8C%96%E6%A9%9F%E9%96%A2


7 

 

つ」に関しては、以下の記述がある。 

 

異なる文化を持つ人々の存在は、近年、ますます身近になってきています。保育園に

おいても、多くの外国籍の子どもやさまざまな文化を持つ子どもたちが、一緒に生活

しています。保育士等は、ひとり一人の子どもの状態や家庭の状況などに十分配慮す

るするとともに、それぞれの文化を尊重しながら適切に援助することが求められます。

また、子どもひとり一人の違いを認めながら、共に過ごすことを楽しめるようにして

いきます。保育園の生活の中で、さまざまな国の遊びや歌などを取り入れたり、地球

儀や世界地図を置いたり、簡単な外国語の言葉を紹介していくことも、子どもがさま

ざまな文化に親しむ上で大切なことです。異なる文化を持つ人との関わりを深めてい

くことは、子どもだけでなく保育士等にとっても重要であり、多文化共生の保育を子

どもや保護者と共に実践していきたいものです。 

 

 ここでも、多様な文化を認め合い、保育園の生活の中で子どもがさまざまな文化に親し

むことの重要性が示されている。さらに、「子どもの国籍や文化の違いを認め、互いに尊重

する心を育てるよう配慮すること」については、以下のように解説されている。 

 

保育園では外国籍の子どもやさまざまな文化を持った子どもが共に生活しています。

保育士等は、それぞれの持つ文化の多様性を尊重し、多文化共生の保育を進めていく

ことが求められます。例えば外国籍の保護者に自国の文化に関する話をしてもらった

り、遊びや料理を紹介してもらったりするなど、子どもが異なる文化に触れる機会を

通して文化の多様性に気付き、興味や関心を高めていくことができるよう子ども同士

の関わりを見守りながら、適切に援助していきます。外国籍の子どもの文化を尊重す

ることだけでなく、宗教や生活習慣など、どの家庭にもあるそれぞれの文化を尊重し、

十分に認識することが必要です。保育士等は、自らの感性や価値観を振り返りながら、

子どもや家庭の多様性を積極的に認め、互いに尊重しあえる雰囲気を作り出すことに

努めましょう。 

 

 このように、「保育所保育指針」には、保育士等が文化の多様性を理解し、互いに尊重し

合える保育を行うことが示されている。しかしながら、実際には、これらの解説が表す「多

文化共生保育」が実践の現場で生かされているとは言い難い状況が存在しているのである。 
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それについて堀田（2009）は、国内私立大学で「多文化保育論」を履修登録した学生 72

名を対象に調査を行っている。その結果、「外国人など自分とは異なる文化を持った人に親

しみを持つ」という文言が保育所保育指針に明記されていること、またその内容について、

認知しているとの回答が、全体の約 23％のみであったことを報告している。また、「子ど

もの国籍や文化の違いを認め、互いに尊重する心を育てるよう配慮すること」の明記とそ

の内容については、全体の約 77％が認知していると回答するにとどまったと述べている。

これらのことから、「多文化保育論」を履修登録する多文化共生保育に比較的関心の高い大

学生においても、外国籍児への保育に関する意識は、外国籍児のニーズに十分対応できる

水準にないと考えられるのである。 

また、多文化共生保育に関する先行研究においては、言語コミュニケーションが円滑に

行われないことにより保育園において発生する問題が、多く取り上げられてきた。具体的

には、言葉が通じないことによる外国籍児の情緒不安定の問題（林 2001、日浦 2002）、食

習慣の問題（中川 2000、塩野谷 2004）、生活習慣の問題（新倉 2001）、地域との関わりの

問題（新倉 2001、山中 2005）等である。さらに、食習慣や生活習慣といった習慣の問題に

ついても、お互いの習慣を理解するためのツールである言語コミュニケーションの障害が

要因として存在する。また、地域と関わるために欠かせないものも、言語コミュニケーシ

ョンである。しかし、これらの先行研究はさまざまな問題の提起にとどまっており、具体

的な改善策が示されていないことから、問題は現在に至っても解決されてはおらず、言語

コミュニケーションの障害に代表される諸問題、および文化の違いから生じる食習慣や生

活習慣に関わる問題への対応は依然として大きな課題であると言えよう。 

一方、群馬県大泉町を研究フィールドとして取り上げた理由は、わずか 4 万人余という

町人口の 15％以上を外国人居住者が占めており、外国人人口比率が日本で最も高く（全国

平均外国人人口比率：約 1.6％）、子育てをする外国人家族と、この地域における保育実践

の実態を捉えるのに適した地域だからである。なお、同町には、外国籍保育士が勤務する

保育園が存在しており、その保育実践を捉えることが可能であることもその理由である。 

大泉町の多文化共生保育に関する研究は、第Ⅲ章で論ずる通り継続的に行われてきた。

そして先行研究から、同町の多文化共生保育は外国人であるがゆえの配慮をせず、日本人

と同じ保育実践いわゆる「日本人化」の保育を行っていたことが明らかにされている（小

内 2003）。こうした流れの中、2007 年 4 月には大泉町で育ったブラジル国籍をもつ保育士

が、2011 年 11 月にはペルー国籍の保育士が、さらに 2013 年 4月にはブラジル国籍の保育

士が同町内の保育園に勤務し、多文化共生保育に関わる問題への対応に関わっている。彼
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らは 3名ともニューカマーの第 2 世代であり、幼少期に来日して日本で教育を受けて、保

育士資格を取得している。しかし、ニューカマーの第 2世代である外国籍保育士が保育の

現場で活動している例は管見の限り非常に少なく注10、また多文化共生保育におけるニュー

カマーの第 2 世代である外国籍保育士の保育実践に関する報告は、調査の限り存在しない。 

そこで本研究では、従来の研究における多文化共生保育の現状を整理することによって

その課題を明らかにし、課題解決の具体的方策を明確にする。そのために、群馬県大泉町

の保育園に勤務する当事者としての外国籍保育士の役割を解明する。さらに、それらの結

果をもとに、外国籍児の育ちを保障する多文化共生保育のあり方を提示することとしたい。 

なお、本研究の意義としては以下の 3点が考えられる。第１は、従来の研究から多文化

共生保育の問題点を整理し、その課題を明示することで、新たに具体的支援の方策を提起

することができる点である。第 2 は、次節で設定する「外国籍保育士がホストとゲスト間

における言語と文化の媒介者となることで、互いの文化を尊重した多文化共生保育を実践

できる」という仮説を検証することで、多文化共生の当事者である外国籍保育士の役割を

明らかにできる点である。そして、外国籍保育士の役割モデルを提示することで、外国籍

児が日本で保育士資格を取得して、多文化共生保育の現場で活躍するための道標となり得

ることである。第 3 は、それらの結果を基に、外国籍児の育ちを保障する多文化共生保育

のあり方を提示できる点である。なお、本研究による成果が、多文化共生保育における課

題解決に僅かでも貢献できれば幸いである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
10 社会福祉法人日本保育協会登録事務処理センターによれば、外国籍を持つ保育士登録の状況は確

認されていない。また、ニューカマーの外国人登録者数の多い自治体を対象に研究している研究

者との情報交換から、それらの自治体で働く外国籍保育士は、本論執筆時点では、神奈川県横浜

市と大泉町の保育園に勤務する外国籍保育士を除いて存在していないと思われる。 
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第 2 節 本研究における仮説とリサーチクエスチョン 

本章第 1 節で述べたように、多文化共生保育におけるニューカマー出身の外国籍保育士

は稀有であり、また外国籍保育士に関する研究論文や研究発表は調査の限り見当たらない。

したがって外国籍保育士の役割を解明することは、多文化共生保育における問題を解決す

る一つの方策として有益であると考えられる。 

本研究で外国籍保育士の役割について検討を加えるのに際しては、彼らの「媒介」機能

に着目したい。現代のソーシャルワークにおけるワーカーの役割に「媒介」という機能が

ある（木原 1998）。木原は、この機能を J.アダムズの援助思想であるとし、特に移民への

援助としての媒介者の役割を、移民とアメリカ社会を結びつけ移民の声なき声を代弁する

ことにあるとしている。また、落合（2007）は、多文化共生の現場で発揮される「媒介力」

を「ニューカマーとホスト社会の双方の視点の理解と一方の視点を他方にわかりやすく提

示し、両者が視点を共有できるようなチャンネルを開く力」と定義している。 

外国籍保育士はニューカマー出身の当事者として、幼少期を日本の中で育った経験を持

っている。現在日本で暮らす外国籍児と類似の経験をした当事者であるがゆえに、外国籍

児やその保護者が置かれている状況への共感的理解ができ得る存在であり、言語に関わる

課題を抱える子どもへの母語での対応など、共感的理解を踏まえた関わりができ得る存在

であると考えられる。さらに、在留外国人としてのアイデンティティ形成は、母国の文化

への適応でも、日本の文化への適応でもなく、どちらでもない在留外国人としてのアイデ

ンティティの創造に近い。在留外国人としてのアイデンティティ形成をしてきた外国籍保

育士が、過去の自分と重ね合わせることができる外国籍児に出会うとき、J.アダムズの援

助思想である「媒介者の役割」、落合（2007）のいう「媒介力」が発揮されると考えられる。 

こうした「媒介」機能の視点から、外国籍保育士は、ニューカマー出身の媒介者として、

外国籍児およびその保護者との間に信頼関係を形成し、さまざまな問題にかかわるニュー

カマーの声を引き出し、ニューカマー側の視点を共有できる存在になり得ると考えられる。

したがって、本研究においては、「外国籍保育士がホストとゲスト間における言語と文化の

媒介者となることで、互いの文化を尊重した多文化共生保育を実践できる」という仮説を

設定したい。 

そして、多文化共生保育の現状を整理することによってその課題を明らかにし、課題解

決における具体的方策としての外国籍保育士の役割の解明による仮説の検証、および外国

籍児の育ちを保障する多文化共生保育のあり方を提示するため、リサーチクエスチョンと

して、「①多文化共生の理念と歴史とはいかなるものか」・「②多文化共生保育の現状と課題
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とはいかなるものか」・「③群馬県大泉町における多文化共生保育の現状と課題とはいかな

るものか」・「④当事者としての外国籍保育士の役割とはいかなるものか」という 4 つを設

定することとする。これらの 4つのリサーチクエスチョン解明を足掛かりとして、以下に

おいて多文化共生保育の問題解決と、調査からみた「外国籍児の育ちを保障する多文化共

生保育のあり方」を検討していきたい。 

なお、論文中における対応箇所を明示したものが表 2 である。 

 

表 2 研究のリサーチクエスチョン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リサーチクエスチョン 論文中での対応箇所

①多文化共生の理念と歴史とはいかなるものか 第Ⅰ章

②多文化共生保育の現状と課題とはいかなるものか 第Ⅱ章

③群馬県大泉町の多文化共生保育の現状と課題とはいかなるものか 第Ⅲ章

④当事者としての外国籍保育士の役割とはいかなるものか 第Ⅳ章
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第 3 節 使用する用語の定義 

 本論で使用する用語について、以下のように定義しておきたい。なお、「多文化共生」の

理念および定義については、第Ⅰ章第１節において検討することとする。 

「多文化共生保育」とは、多文化共生を保育の場で行うことである。萩原（2008）は、

「保育者が保育の過程において、平等と共生さらに人間としての尊厳のもとに、人種、民

法、社会、経済階層、ジェンダー、障害等の差別にかかわる社会問題に取り組み、生涯に

わたる学習の初期段階として、幼児に対し、地球市民としての資質、すなわち民主的な判

断力を育成する保育実践」と定義している。また、谷口（2004）は、「さまざまな違いを認

めあい、すべての子どもが自分らしく生きるために必要な力を身につける保育」と定義し

ている。さらに、山岡（2007）は、「この多文化という言葉には、文化的・言語的背景が異

なることから生じる違いからジェンダーやイデオロギーの相違までも含めて、お互いの人

権を認め合い、差別や偏見をなくして、文化的な多様性を包み込んでいる」と述べている。

この三者の見解は、「同化」という保育ではなく、違いを認め合い尊重する保育であるとい

う点で一致している。 

Cronin, S.（2003）は、外国で育つ子どもたちが直面する問題を、自分の言語や文化が

劣っているというメッセージを内面化してしまうと同時に、自分の言語や文化との結びつ

きを失ってしまうことであると主張した。特にこの問題は幼児期において深刻であるとい

う。大人の場合は新たな文化に入っても自分の主言語、主文化を失うことなく第 2 の言語

や文化を学ぶこと（acculturation）ができる。しかし、十分に自文化を身に付けていない

幼児が異なる文化に入るということは、新たな言語や文化を吸収し、自分の言語や文化を

失ってしまうというのである。したがって、幼児期の子どもには自分の言語や文化との深

い結びつきを持つための援助が必要なのである。また真に多様性を尊重する社会を創って

いくためには、すべての子どもが母語とそれ以外の言語を学び、自分の文化とそれ以外の

文化に精通するよう支援する（bicultural・bilingual）教育を推進しなければならないと

述べている。 

しかし、これまでの日本における外国籍児への保育は、外国籍児の母語や母国の文化に

合わせることなく日本語による日本流の保育、いわゆる「日本人化」の保育実践が行われ

てきた。小内（2003）は「日本人化」を保育者が日本での生活や就学のために、外国籍児

が日本語能力を身に付けた方がよいとの判断から行っている保育であるとしている。さら

に保育者は「『日本人化』の持つ問題性に気付くことなく、外国籍児にとって望ましいこと

だとして『日本人化』につながる保育を日々行っている」という。 
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しかしながら、外国籍児を保育する上で、重要なことは「日本人化」の実践ではなく、

外国籍児が彼らの言語や文化に誇りを持ち、自律的な主体形成をできるよう支援すること

だと考えられる。したがって、「多文化共生保育」を「子どもたちが、日常の生活や遊びの

中で異なる言語や文化と交流し、多様な背景を持つ人々とお互いに尊重しながら共存する

能力を育てる保育、すなわち外国籍児が母語や母国の文化に自信をもつための支援、日本

人児童が日本文化と同様に外国語や外国文化にも親しみ尊重できる支援を行う保育」と定

義する。そこには、保護者への子育て支援や相談も含まれている。 

ここで、本論で使用する「保育士」と「保育者」という用語について確認したい。「保

育士」とは、保育士資格を持ち、保育園で児童の保育に従事する者を指す。一方「保育者」

とは、保育士資格や幼稚園教諭免許、あるいはその両方を持つ者を含め、保育園および幼

稚園等において児童の保育に従事する者を指す。 

 「外国籍保育士」とは、外国にルーツを持ち、幼少期に来日して日本語を勉強し、保育

士資格を取得して保育士として日本の保育園に勤務している保育士を指す。なお、日本語

と母語によるコミュニケーションが可能な保育士である。 

 「外国籍児」とは、多文化共生保育において当事者である子どもを指し、先行研究にお

いての呼称は研究者によって以下のようにさまざまである。言語に着目した場合、「日本語

を母語としない子ども」（廿日出 1999）、「日本語を母語としない保護者を持った子ども」（堀

田ら 2010）、文化に着目した呼称としては「多文化な子ども」（山岡 2007）、「異文化で暮ら

す幼児」（植田 1996）、より広く「外国人の子ども」（大場ら 1998）などである。しかし、

本調査では国籍に着目した呼称である「外国籍児」（爾 1999）を用い、その中には「日本

国籍を持っているものの、外国にルーツがある子どもおよび日本語を母語としない子ども」

も含めることとした。 

 「母語」とは、人が初めて身に付けた言語すなわち第一言語を指す。一方「母国語」と

は、話者が国籍を持つ国で、公用語とされている言語である。そのため両者は異なる場合

もあるが、本研究における調査対象者は母語と母国語が同一であったため、本論では、そ

の両者を区別せず「母語」と表すこととする。 

 最後に、ニューカマーという用語について確認しておきたい。ニューカマーは、オール

ドカマーに対比して使われる言葉である。第一次世界大戦を経て、植民地主義を始めた日

本が、1910 年に朝鮮を併合し、多くの朝鮮人が日本で抑圧的な同化政策にさらされた。彼

らの子孫である「在日韓国朝鮮人」あるいは「在日コリアン」と、華僑や在日中国人を合

わせてオールドカマーと呼んでいる。それに対し、1970 年代以降、ブラジル・ペルーなど



14 

 

から来日する外国人の数が急増し、特に 1990 年の入管法改正により、3世までの日系人が

日本で就業できるようになったことを受けて急増した、ブラジル人をはじめとする日系人

たちを総称してニューカマーと呼ぶ（志水 2009）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

第 4 節 論文構成 

 論文の構成は以下の通りである。 

 序章では、第Ⅰ章以降で論じる研究内容への導入として、研究の背景・目的・意義、研

究の仮説とリサーチクエスチョン、用語の定義および、論文構成を明示する。 

第Ⅰ章「多文化共生の理念と歴史」では、多文化共生の理念、近・現代史の中で多様な

民族がさまざまな文化を持って集住した代表的国家であるアメリカ合衆国の多文化共生、

わが国の多文化共生、および在留外国人の歴史について先行研究から検討し、考察する。 

第Ⅱ章「多文化共生保育における現状と課題」では、多文化共生保育に求められる実践

方法を検討するとともに、先行研究から多文化共生保育の現状と課題を明確にする。さら

に、幼児期の言語習得における課題を明確にし、考察する。加えて、多文化先進国であり、

就学前教育改革を積極的に行っているドイツの多文化共生保育における調査結果について

検証する。 

第Ⅲ章「群馬県大泉町の多文化共生」では、群馬県大泉町における多文化共生の歴史、

多文化共生の現状と遊び広場の活動に関する考察、ならびに同町の多文化共生保育の現状

と大泉町多文化保育研究会の活動について考察する。 

第Ⅳ章「群馬県大泉町で働く外国籍保育士の存在意義」では、群馬県大泉町の保育園を

対象に、当事者としての外国籍保育士の支援が外国籍児の保育園適応に及ぼす心理的効果

について、参与観察により調査し、考察する。また、多文化共生保育に関わる外国籍保育

士の保育実践により、保育現場がどのように変容するのかを外国籍保育士、日本人保育士

および外国籍保護者へのインタビューにより調査し、考察する。さらに、外国籍保育士の

当事者性獲得のプロセスと、それが保育実践に与えた影響について捉える。 

第Ⅴ章「結論」では、第Ⅰ章から第Ⅳ章までの内容を、序章で提示したリサーチクエス

チョンに応えるかたちで検討した後、まとめとして、外国籍児の育ちを保障する多文化共

生保育の理想的なあり方について示したい。 
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第Ⅰ章 多文化共生の理念と歴史 

 

第1節 多文化共生の理念 

１．多文化共生の定義 

「多文化共生」は、「多文化主義」（multiculturalism）の日本版ともいえる概念である

（加藤 2008、上野ら 2008）。梶田（1996）によれば、「多文化主義」とは、1 つの社会の内

部において複数の文化の共存を是とし、文化がもたらすプラス面を積極的に評価しようと

する主張ないしは運動を指す。また、関根（2000）は、文化的背景の異なる人々が多数存

在する中で、同化主義によらず文化的多様性を尊重し、共存・共生するための前提として

その文化を守ることを多文化主義としている。つまり、日本で生活する外国人が日本に同

化した社会を形成するのではなく、日本人とニューカマーを含む在留外国人における複数

の文化が共存・共生した状況を指す用語である。 

この共存・共生、つまり「共に生きていくこと」という価値観に関しては、そもそも長

谷川良信がその大切さを説いている。長谷川は「共生」を、大乗仏教の教えを背景とした

「Not for him, but together with him」という言葉で表し、共に生き、共に生かし合う、

自利利他の精神であり、今日の「共生」の思想としている。そして、長谷川良信によって

実施された社会事業は、大乗仏教の菩薩道の理念を背景とした福祉実践であるとされ（清

水 2003）、救済するもの、されるものが対等であり、平等性が絶対的な基調となっていた

のである。この理念は現代においても脈々と生き続ける「共生」思想の先駆をなすものと

理解されている（長谷川 1966）。 

また、インド思想と仏教学の世界的権威である中村元は、民族や文化の違いを超えた人

類の融和と相互理解の精神を普遍思想という概念で包括している（中村 1999）。そして、

普遍思想の視点から仏教文化と福祉を説いた三友（2011）は、「我々が相互に平等の人間と

して『他者を思いやる福祉』へと展開してゆくところに、これからの福祉の目指す道標が

あろう。」とし、相互理解の重要性を示唆している。 

このように多文化共生社会とは、異なる文化的背景を有する人々がただ単に共にあるだ

けではなく、それぞれが平等と相互理解の精神をもち、作り上げていく社会であるといえ

るのである。 

わが国における「多文化共生」の語源は、1980年代に在日コリアンが多く住む、神奈川

県川崎市の在日コリアン運動の中で使われていた「共に生きる」という言葉であるとされ
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ている（田村・北村・高柳2007）。その後、1993年に川崎市は町づくりの理念として「多文

化共生」を掲げた政策を展開していった。先駆的な事例として川崎市の「川崎市多文化共

生社会推進指針－共に生きる地域社会をめざして－」を取り上げると、その基本的な考え

方は以下の通りである。 

 

基本目標：多文化共生社会の実現 

国籍や民族、文化の違いを豊かさとして生かし、すべての人が互いに認め合い、人権

が尊重され、自立した市民として共に暮らすことができる「多文化共生社会」の実現

を目指します。 

  基本理念 

① 人権の尊重 

人権に関する国際原則等を踏まえ、異なる文化的背景をもつ市民が差別や人権侵害を

受けることがないよう、外国人市民に関わる施策等の推進に努めます。 

② 社会参加の促進 

外国人市民が、個人として本来持っている豊かな能力を発揮して、市民としてさまざ

まな活動に主体的に参加し、共にまちづくりを担うことができるよう、地域社会への

参加の促進に努めます。 

③ 自立に向けた支援 

日本語の理解力や文化の違いなどにより生活に支障をきたしている外国人市民が、文

化的アイデンティティを保持しながら主体的に地域社会に関わることができるよう、

自立に向けた支援に努めます。 

  

 このように、川崎市は多文化共生社会実現のための目標として、外国人が差別や不利益

を被ることなく、地域社会の一員として活動するとともに、自立した生活を送ることを掲

げると同時に、文化的アイデンティティの保持も目標の一つであるとしたのである。 

次いで、「多文化共生」という言葉が広く用いられるようになったのは、1995 年 1 月の

阪神淡路大震災の発生に際して、外国人への支援を行った「多文化共生センター」の活動

が注目されたことによると考えられる。この震災の中心的被災地である神戸市は外国人の

集住地域の一つとして知られており、外国人への支援には必然性があったと思われる。 

なお、本センターの設立趣意書には以下のようにセンター設立の目的が明記されている。 
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 国籍、文化、言語などの違いを越え、互いを尊重する「多文化共生」の理念に基づき、

在日外国人と日本人の双方へ向けて「多文化共生」のための事業を創造し、実践する

ことを目的とする。 

 

 ここで着目すべきは、この設立趣意書に示されている、「在日外国人と日本人の双方に向

けて」という文言である。これは、日本人が支援者として外国人に対して事業を行うので

はなく、外国人・日本人が対等であるという多文化共生の理念に基づく取り組みであると

言えよう。 

こうした多文化共生センター設立をはじめとする日本の多文化共生のための事業は、地

域住民や NPO による取り組みから始まった。その取り組みの一つとして、2002 年に「外国

人との共生に関する基本法制研究会」が設立されており翌 2003 年には、「多文化共生社会

形成の推進に関する基本理念」を定め、国、地方自治体および市民の責務を明らかにし、

施策の基本となる事項である、「多文化共生社会基本法の提言」がまとめられている。その

中で、「多文化共生社会」は、以下のように定義されている。 

 

 多文化共生社会とは、国籍や民族などの異なる人びとが互いの文化的違いを認め、対

等な関係を築こうとしながら、共に生きていく社会をいう。すなわち、多様性にもと

づく社会の構築という観点に立ち、外国人および民族的少数者が、不当な社会的不利

益を被ることなく、また、それぞれの文化的アイデンティティを否定されることなく、

社会に参加することを通じて実現される、豊かで活力のある社会である。 

 

この定義には、「外国人が不当な社会的不利益を被ること」、「文化的アイデンティティ

を否定されること」があってはならないと明記されている。 

これを受けて、総務省は 2006 年 3 月に「多文化共生の推進に関する研究報告書」を発

表した。その中では、「多文化共生」を「国籍や民族などの異なる人々が互いの文化的違い

を認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくこ

と」と定義しているのである。 

 このように、当初、川崎市など外国人施策の先進地で使われるにすぎなかったこの「多

文化共生」という用語は、2000 年代には総務省による「多文化共生推進プラン」や「多文

化共生プログラム」の中で示されたように、国家レベルの政策でも使用されるようになっ

たのである（加藤 2008）。 
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２．多文化共生における課題 

前項で示した「多文化共生」の定義は、「多文化共生」の理念を規定したものと言える

が、その理念の実現化に際しては課題や異論も存在している。例えば、「経済的停滞が続く

先進国において、多文化主義政策にかかる多言語文書の印刷や、多言語教育の高コストへ

の不満」（関根 1996）の存在や、移民に対しては同化モデルが依然として有効であるとい

う考え方の存在があげられる。さらに、マジョリティとマイノリティの間に不信・不満が

蓄積されると、「多文化主義」は自文化中心主義の寄り集まりのようになってしまうという

懸念もある（関根 2000）。また、井沢（2013）は、多文化共生政策と実状との間に生じる

齟齬は、ホストである日本人側とゲストである外国人側の多文化に対する認識のギャップ

により生じており、その原因は、日本における多文化共生の議論に、「当事者の声」が反映

されていないからであると述べ、当事者の意見反映を課題として示している。 

さらに中島（2009）は、外国人集住地域で、ニューカマーの児童生徒を対象に、放課後

学習支援活動を行っている NPO の活動に、ニューカマーの保護者がほとんど関与していな

い状況に触れている。そして、「『あなた（ニューカマーの保護者）が必要なことは日本人

の我々が提供してあげましょう』という視点からの取り組みは、中西・上野（2003）が批

判するようなパターナリズムであり、『支援』という言葉の裏にマジョリティの権力性を隠

ぺいしたものになるのである。ニューカマーの保護者との依存関係は、パターナリズムに

自らが陥っていることに気づかないまま、保護者を『可哀相な他者』（山之内 1993）とし

て位置づけ、『代行者』として活動した結果であると言えるだろう。」としている。中島が

指摘したように、ニューカマーの教育に当事者が関与していないという状況は、教育現場

のみならず、保育現場でも起こっているのである。 

ハタノ（2011）は、「日本人の『他文化』『異文化』への関心は 3つの F (Food, Festival, 

Fashion)を中心に進んできたといえるが、共に社会を築く仲間として受け入れているとい

うには程遠い」としている。つまり、文化を表す象徴として Food（食べ物）、Festival（祭

事）および Fashion（流行）をあげ、それらが異質であることを奇異とする風潮を捉えた

ものだと考えられる。これは、日本人が「自文化」のみを尊重し、「他文化」「異文化」を

異質なものとして差別し、排外してきたことが原因であると言えよう。 

このように、「多文化共生」の理念実現化を妨げ、その達成を阻む要因には、高コスト、

同化、差別、偏見、自文化中心主義等があると考えられる。そして、多文化共生社会を実

現していくためには、これらの諸課題を乗り越えていく必要があるが、中でもその第一歩
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は、意思疎通を図り、お互いを理解するためのツールとしての言語コミュニケーションを

構築することであると考えられる。なぜなら、文化のバックボーンとしての役目を果たす

のが言語であり、それぞれの文化を表現するためのツールである言語に言及することなし

に、「多文化共生」の実現化はできないからである。 

 

３．多文化共生のモデル 

ハタノ（2011）は、前述の 3 つの F (Food, Festival, Fashion)に関わる「他文化」「異

文化」を異質なものとして差別し、排外してきたことに対し、互いに尊重し合う関係を築

いていく場合に新たな 4 つの F (Fact, Fear, Frustration, Fairness)の視点を提案して

いる。「過去をしっかりと学び（Fact）、マイノリティの孤独を理解し（Fear）、マイノリテ

ィの不満を解消し（Frustration）、公正さを築いていく（Fairness）視点」である。 

これらの視点を踏まえ、多文化共生の理想的な姿を定義したのが、異文化心理学者の

John W. Berry である。Berry（2011）は多文化社会のモデルとして、人種のるつぼモデル

（Melting Pot Model）と多文化共生モデル（Cultural Pluralism Model）を図 1 のように

示した。 

 

           図 1 2 種類の多文化社会モデル注11  

 

 人種のるつぼというのは Israel Zangwill の戯曲（メルティングポット＝人種のる 

                                                   

11 J. W. Berry（2011 p2.4） 
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つぼ）から、使われ始めた言葉である注12。 

人種のるつぼモデル（左図）は、さまざまな文化を持ったマイノリティのグループを排

除するということではなく、主流の社会（Mainstream Society）へと飲み込んで同化して

いくことを示している。そしてそれは、人種のるつぼの姿（Melting Pot Model）であり、

同化のモデルであると定義している。 

一方、多分化共生モデル（右図）では、各エスニックグループが独自の文化を維持しつ

つ、法律、教育、経済などの社会の枠組み（Large Society）は、すべてのマイノリティ文

化とマジョリティ文化によって分かちあっているとしている。そして、それが理想的な多

文化共生の姿（Cultural Pluralism Model）であると定義している。 

さらに Berry は、より具体的な多文化間の関係を表すモデルとして、2 つの軸に沿って

4 種類の心理的な異文化適応の形態を示した。Berry の異文化適応の形態図を翻訳したのが

図 2 である。 

 

       図 2 異文化適応と多文化社会モデル注13  

 

左図は民族グループの方針（Strategy of Ethnological group）についての 4 つの形態

を示したものである。さらにそれを発展させて右図の主要社会の方針（Strategy of Large 

society）を作成し、4 種類の多文化社会の形態を明らかにしている。横軸はマイノリティ

文化やアイデンティティの保持（Maintenance of Heritage cultural and Identity）を表

                                                   
12 イギリスの作家 Israel Zangwill がるつぼを意味するメルティングポットを戯曲名にし、異民族が混

在したアメリカ社会を「人種のるつぼ」と形容したことから、広く用いられるようになった。 
13 J. W. Berry（2011 p2.5）の図より筆者作成 
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している。縦軸はグループ間に求める関係性（Relationships Sought among Groups）を表

す。 

左図は民族グループの方針（Strategy of Ethnological group）にとっての 4 つの形態

をそれぞれ、統合（Integration）、同化（Assimilation）、分離（Separation）、排外

（Marginalization）と定義した。つまり、マイノリティの文化やアイデンティティが保持

され（＋）、グループの関係性が良い（＋）場合、それは民族グループにとって統合

（Integration）である。しかし、関係性が良くても（＋）文化やアイデンティティが保持

されなければ（－）それは同化（Assimilation）である。逆に文化やアイデンティティが

保持されていても（＋）関係性が悪ければ（－）それは分離（Separation）である。そし

て文化やアイデンティティが保持されず（－）関係性も悪ければ（－）それは排外

Marginalization）となるのである。 

右図は主流の社会（Strategy of Large society）にとっての 4 つの形態をそれぞれ多

文化共生（Multiculturalism）、人種のるつぼ（Melting Pot）、差別（Segregation）、排除

（Exclusion）、と定義した。つまり、マイノリティの文化やアイデンティティが保持され

（＋）、グループの関係性が良い（＋）場合、それは主流社会にとって多文化共生

（Multiculturalism）である。しかし、関係性が良くても（＋）文化やアイデンティティ

が保持されなければ（－）それは人種のるつぼ（Melting Pot）である。逆に文化やアイデ

ンティティが保持されていても（＋）関係性が悪ければ（－）それは差別（Segregation）

である。そして文化やアイデンティティが保持されず（－）関係性も悪ければそれは排除

（Exclusion）となるのである。 

これらのことから、多文化共生の理想的な形態とは、マイノリティの文化やアイデンテ

ィティが保持され、グループの関係性が良い場合に形成される。それは、民族グループの

定義では統合（Integration）であり、主流社会の定義では多文化共生（Multiculturalism）

という言葉で表現されている。 

これを、日本における外国籍児の保育を例として考えると以下のように言えよう。日本

に在住する外国人の滞在長期化、定住化、家族単位での移住や国際結婚の増加といった傾

向による日本語を母語としない外国籍児の育ちを考慮すると、図 2 の「多文化共生・統合」

に位置づけられる保育実践が必要不可欠であると考える。そして、多文化共生保育を行う

保育園は、単に多言語、さまざまな文化の紹介にとどまらず、マジョリティ、マイノリテ

ィの両文化を尊重し、各文化の独自性を維持しつつも全体として、協調・協働の理念を分

かち合うものでなければならないのである。 



23 

 

第2節 多文化共生の歴史 

１．アメリカ合衆国における多文化共生の歴史 

 わが国の多文化共生の実状を論じるにあたり、近・現代史の中で多様な民族がさまざま

な文化を持って集住した代表的国家であるアメリカ合衆国の多文化主義の歴史について、

先行研究より考えたい注14。 

アメリカ合衆国は、1776 年にイギリス連邦から独立するとともに、フランスから移住し

た Crevecoeur 注15らによって移民の概念が議論されるようになった。しかし、当時の議論

においては、先住民や黒人といった有色人種は排外されていた。そうした排外主義を批判

し、有色人種も含めて移民に対する概念の転換が始まったのは、19世紀に入ってからであ

る。 

近代アメリカ史における多文化共生を振り返るために、1830 年代にアメリカに入植し、

最も古い歴史を持つとされているポーランド移民について以下に論じることとする注16。 

ポーランドでは、1830 年 11 月に首都ワルシャワにおいて、独立革命による反乱が勃発

した。その革命政権は長くは続かず、独立革命に参加した民族主義者たちには投獄や死刑

が待ち受けており、彼らはそれを逃れるために亡命者として国外への逃亡を選択した。母

国で悲惨な運命をたどるよりも、新しい人生の場をアメリカ大陸に求めた人々が亡命者と

して入植したことにより、初めてアメリカの中に Polish community と名付けられる集落が

できあがったのである。 

1863 年にポーランドで再び反乱が起きると、多数の農民を中心としたポーランド人が、

動乱を続ける母国を離れてアメリカに移民として渡った。この時から始まったポーランド

人のアメリカへの入植は 1930 年代にピークを迎え、推計 300 万人のポーランド人がアメリ

カに渡ったことになる。ポーランド移民は、家族や村落共同体が集団となってアメリカに

入植したため、彼らにとってはアメリカでの生活はポーランドでの生活の延長であり、母

国と全く同じ生活環境がアメリカでも成立した。東ヨーロッパからの移民集団の中で、ポ

ーランド移民だけが Polish community と呼ばれる集落を各地で作り上げたのである。そし

                                                   
14 明石・飯野 2011、有賀・油井 2002、一瀬 2000 
15 Crevecoeurは 1765年にアメリカに定住してニューヨーク東南部に 120エーカーの土地を購入して農民

となった。農民としては成功したが、独立革命の中で孤立し、ニューヨークを去る。王党派から植民

地スパイの嫌疑をかけられ投獄されたが、1780 年に英国に脱出し、1782 年に『アメリカ農夫の手紙』

をロンドンで出版した。その中に「ここではあらゆる国から来た個人が溶け合い１つの新しい人種と

なっているのです。」とある。いわゆるメルティングポットの考え方である。 
16 Osada1905、Thomas,W.and Znaniecki1928 
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て、彼らは Polish community の中に、ポーランド語でカトリックの儀式を行う教会を作っ

た。このように、アメリカにおける Polish community は、マジョリティがマイノリティを

同化しようとすることに対するポーランド文化の抵抗の拠点であり、宗教、言語、生活様

式も母国で生活していた時と同じ文化を持ち続けていたのである。 

ポーランド移民がアメリカに入植した当初、手に入れることのできた職業は、肉体労働

を中心とするものに限られていた。彼らの多くは青年期以降に移住したということに加え、

Polish community の中で生活し得たことから、必ずしも英語を必要としなかった。ポーラ

ンド人同士の関係の中、あるいは親子の世代間の中で、彼らは母国の言語や文化を持ち続

けることが可能な条件をもっていたのである。 

現代のアメリカにおいて、ポーランド移民は依然として Polish community という地域

的集団を維持し続けており、ポーランドの言語文化も未だ健在である。Polish community

に見られるような民族的連帯感は、ポーランドという国が過去におかれていた国際関係上

の地位に基づくとされている。彼らは、母国ポーランドがロシアからの圧力によって崩壊

した結果としての移民であり、彼らにとってポーランドという国家の実在性が不確実であ

ったため、Polish community という疑似国家を作ることによって、民族の文化と伝統を保

存しつづけてきたのである。 

アメリカの移民の中でポーランド移民のように、母国で悲惨な経験を共有した被圧迫集

団は、アメリカ社会への同化を容易に受け付けないという現象がある。それに対して、イ

ギリス、フランス、ドイツ、およびスカンジナビア諸国からの移民のように、母国が健全

で安定しているときにアメリカに渡った人々の歴史からは、アメリカ社会への同化が速く

進むという現象が見てとれる。 

 ヨーロッパ系移民における諸集団のアメリカ社会への同化は、社会的地位の上昇によっ

て促されてきたとされている。田口（1996）は、「アメリカ社会はエスニックな起源を異に

する諸移民集団が、地球科学のいうプレート（岩板）のように、その社会の最下層につぎ

つぎに潜り込み、次の移民集団がそのまた下に潜り込むことによって、社会的地位を上昇

させていった多重的で動態的な移民社会である」と述べている。そして、そのプレートの

上昇とともに、同化が進んできたのである。 

 エスニック集団に生じてくる同化への移行については、アメリカに移住したユダヤ系移

民の例で述べたい。アメリカに入植したばかりのユダヤ系移民は「東欧ユダヤ人」であり、

行動様式も思考も、服装もユダヤ人であった。しかし、彼らはアメリカ社会に適応しなが

ら、3 世・4 世になって「東欧系ユダヤ移民」から「ユダヤ系アメリカ人」へと変化してき
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た。彼らはアメリカ人となったのである。そしてこのことはヨーロッパ系の他の諸集団に

ついてもあてはまることである。Alba（1995）は、ヨーロッパ系白人エスニシティのアメ

リカ化をエスニシティの黄昏（twilight of ethnicity）という言葉で表現し、白人系エス

ニシティを太陽に例えると西の空に沈みかけ、夜が近づいているようだとしている。 

 ヨーロッパ系移民の場合、エスニック集団はアメリカで成長、衰退、消滅をしていく歴

史的存在であり、メルティングポットが働いているのだという結論を避けることはできな

い（Steinberg1981）。また、Libersonn と Waters（1988）は、統計的調査の結果、多様な

集団が徐々に同化するようになるのには、メルティングポットが働いているのかもしれな

いとしている。 

 1889 年にハル・ハウスを開設した J.アダムズは、その翌年ハル・ハウス内に労働博物館

（Labor Museum）を建設した。これは、当時の移民が自文化を保持するために自らの民族

の様式をそのまま再現して、文化交流の拠点とした施設であった。木原（1998）は、この

施設について、「移民排斥あるいは移民のアメリカ化が横行していた当時にあって、アダム

ズはアメリカ人自身が移民の言語、生活様式や文化を理解しなければならないとして、こ

の拠点を建てたのである。」と述べている。また、アダムズは移民のためのサロンをつくり、

そこで自国の言葉や文化に触れることができるようにした。これらは、アメリカが移民を

理解するためにその文化や伝統を学ぶという視点、移民が自国の文化を大切にするという

視点に立っており、当時のアメリカの同化政策とは異なった着想であったと言えよう。 

それでは、アジア系およびヒスパニック系移民の場合はどのような経過をたどったので

あろうか。以下に考察してみたい。 

1965 年の移民法施行により、移民受け入れの国別割当制が廃止され各国の年間移民枠が

2 万人となったことで、アジア、中南米からの移民が急増した。その結果多数のマイノリ

ティーグループが公民権運動に参加した。しかしながら、メルティングポット論はヨーロ

ッパから移住してきた白人の間では一定の効果が得られたが、有色人種の間においては差

別・隔離の現実が浮き彫りにされたに過ぎなかった。 

 その後、マイノリティーグループによる黒人差別撤廃を求める公民権運動は「ブラック・

イズ・ビューティフル（Black is Beautiful）」のスローガンを掲げ、人種や膚の色に関わ

らない人種間統合を求めた。この思想が「多文化主義」の始まりであると言われている。

この運動の中で移民たちは自身を「先住アメリカ人」「アフリカ系アメリカ人」「ヒスパニ

ック系アメリカ人」「アジア系アメリカ人」などと呼び、それぞれのアイデンティティを確

立してきたのである。 
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 1984 年に黒人である民主党の Jesse Louis Jackson が大統領予備選挙に出馬したことを

契機に多くのマイノリティーグループが集まり、7 色が一つの美しい色彩を放つ虹を人種

間統合になぞらえて、「虹の連合（Rainbow Coalition）」と名付けられた支援団体を結成し

た。また、多文化主義の説明において「サラダボール」という比喩が使用されるようにな

った。これは、多数の野菜がドレッシングによって溶け合うのではなく、各々の特徴を生

かすことによって、全体として美味しいハーモニーとなるサラダと、アメリカ合衆国を器

になぞらえて造られた言葉である。 

 そして、1990 年代に入ると人種・民族だけではなく、障がいの有無・性的マイノリティ・

ジェンダー・宗教などの違いも考慮した多様性（ダイバーシティー）の時代へと変容して

いった。アメリカ合衆国は、さまざまな違いを尊重して受け入れ、違いを積極的に学び・

活かす社会へと発展していると思われる。しかしながら、現代のアメリカ社会において、

上述のように、メルティングポット論すなわち同化概念が、多くの人々から否定的にとら

えられてきたにも関わらず、社会的地位、婚姻、言語などの客観的指標でみる限り、現実

には同化はかなりの程度達成されているのである（Alba 1995）。 

 多文化共生の先進国といわれているアメリカ合衆国においても、言語と文化の一体視に

ついては現在においても議論が多い。Wardhaugh, Ronald（2010）による Whorf の言語決定

説（言語が文化を規定する）注17という考え方にもあるように、言語と文化が強く関連しあ

うということに共通の理解がなされている。これは English Only の考え方、すなわちアメ

リカ文化を習得するにはアメリカ英語を習得するべきという理念である。つまり英語以外

の言語背景をもつ人々が、アメリカ文化を真に理解するには英語を習得することが絶対条

件であるということである。 

しかしこの考え方と相反して、母語を失うことで母国の文化まで失うことになるという

意識も存在するのである。そこで民族学校や土曜学校を設立して母語・母国文化を維持し

ようとする力が働いている。これが、英語だけでなく母語や多言語を尊重するという

English Plus の運動であり、多文化主義の主張の一つである。そしてこの考え方はバイリ

ンガル教育として今日も実践されている。 

 

                                                   
17 言語決定節は、言語は話者の世界の見方を完全に、あるいは大幅に決定するものであり、そこか

ら自由になることはできない、あるいは難しいとの主張である。 
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２．わが国における多文化共生の歴史 

 ここで、わが国における多文化共生の歴史について先行研究より考えたい注18。わが国の

多文化主義や多文化共生の歴史に、アメリカ合衆国の歴史をそのまま当てはめることはで

きない。なぜなら移民大国であるアメリカ合衆国に比較して、わが国は移民受け入れの経

験が少なく、長きにわたり島国で生活してきたからであり、また日本文化以外の文化を「異

質」ととらえ排除してきた背景があるからである。 

1世紀にもわたる歴史を持つ在日コリアンは、3 世・4 世になっても未だに「外国人」と

して暮らしている。その理由としては、朝鮮半島と日本の関係性から在日コリアンの人々

が、自らの民族性に固執しているからだという考え方も存在する。しかし、受け入れ側に

も問題の存在があるとも考えられる。なぜなら、朝鮮半島からアメリカ合衆国に移民とし

て渡った人々とその子孫は、「在米コリアン」ではなく「コリア系アメリカ人」と自らを呼

び、外国人として暮らしてはいないからである。 

このような相違を考察するためにわが国の外国人政策および動向を示すと表 3 の通りで

ある。 

 

表3 我が国の外国人政策および動向に関する年表注19 

 
                                                   

18 梶田 1996、小内 2003、駒井 2004、高 2010、安田 2010、藤巻 2012、竹中 2015 
19「外国人政策関係年表 1945.8－2007.9／資料・統計」（『人口減少社会の外国人問題総合調査』

www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/document/2008/20080129.pdf）より筆者作成 

年 外国人政策・多文化共生に関する動向
1951 サンフランシスコ平和条約の締結・入管例令の制定
1965 日韓国交正常化
1969 人種差別撤廃条約の批准
1972 日中国交正常化
1979 国際人権規約の批准

1980年代 中国帰国者の受け入れ・インドシナ難民受け入れ・外国人配偶者増加
1981 難民条約加入・入管法改定
1983 留学生受け入れ10万人計画
1984 就学ビザ手続き簡素化
1985 プラザ合意
1987 「地方公共団体における国際交流の在り方に関する指針」発表
1988 「国際交流のまち推進プロジェクト」発表
1989 入管法改定・「地域国政交流大綱の策定に関する指針」発表
1990 新入管法施行

1990年代 日系外国人来日の急増
1995 「国際協力大綱の指針」発表
2000 法務省「第２次入管基本計画」策定
2001 外国人集住都市会議発足・「浜松宣言」発表
2004 外国人集住都市会議において「豊田宣言」発表
2006 外国人集住都市会議において「よっかいち宣言」発表

http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/document/2008/20080129.pdf
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ここで、わが国の多文化共生施策がどのように展開してきたのかについて振り返りたい。 

戦後、日本国籍をはく奪された旧植民地出身者である韓国籍の人々が、永住資格を取得

したのは 1960 年代後半であった。これは、「日韓基本条約」および「日韓法的地位協定」

などの批准書交換式が日本と韓国の間で行われたことによるものである。そして 1970 年代

になると、在日コリアン定住化施策が求められるようになり、在日コリアン 2 世が中心と

なって差別に抗議するとともに、対等な扱いを求めた運動として権利保障を求める社会運

動が始まったのである。このような運動の背景には、「人種差別撤廃条約」や「国際人権規

約」の発効による人権意識の高まりがあったと考えらえる。1970 年に起こった日立裁判注20

はこうした運動に大きな影響を与えたといわれている。 

その後、1981 年の「難民の地位に関する条約（難民条約）」の加入にあたり、各種社会

保障における国籍条項が撤廃され、日本の社会保障制度の対象に、外国人も含まれること

となった。これが、わが国の多文化共生に向けての取り組みの始まりと言えよう。そして、

わが国が国際人権諸条約に次々と加盟したことで、外国人を日本社会の構成員として認め、

地域の国際化注21が進められたのである。 

1970年代以降、バブル景気に沸いたわが国は国際化戦略を推進し、群馬県大泉町を含め

た地方自治体もそれに続いた。そして、1987年に自治省が発出した「地方公共団体におけ

る国際交流の在り方に関する指針」により、地方自治体の国際交流施策の大枠が示された。

また、1988年には自治省によって「国際交流のまち推進プロジェクト」注22が発足し、1989

年には「地域国際交流大綱の策定に関する指針」注23を各都道府県と政令指定都市に通知し

た。本大綱の9 項目のうちの一つが、「外国人が活動しやすいまちづくり」であった。そ

の中には、以下のように「外国人の立場にたって」という言葉が用いられている。 

 

 地域社会において外国人の立場にたって、外国人にとっても暮らしやすく、活動しや

すく、親しみやすいまちづくりを進めることは、地域社会の開放性を高め、活性化し

                                                   
20 日立裁判とは日本の公立高等学校を卒業した朴鐘頷氏が日立製作所の採用試験の際の履歴書に通

名を記載していたことで採用の取り消しが行われたことに対し、告訴した裁判である。横浜地裁

は、1974 年に日立の主張を退け、原告の請求を認めた。 
21 諸外国との交流は従来の国家レベルのものから地域レベル、草の根レベルでの交流が重要になっ

てきた。そのため、異文化の相互理解を一層推進するとともに、自らの地域のアイデンティティ

を明確にし、魅力ある地域づくりのため、総務省が「地域の国際化」を推進している。 
22 「国際交流の町推進プロジェクト」の具体的事業として、公共サインの外国語表示、外国語表示

の地図の作成、外国語表示の生活情報の提供、在住外国人と地域住民の交流の場の設定などが例

示されている(落合 1992)。 
23 都道府県及び指定都市が地域の国際交流施策を総合的かつ計画的に推進していくための大綱の策

定指針である。 
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ていくことにつながる。具体的にはおおむね次のような施策が考えられるが、大綱に

おいてはその事業内容等を記述する。 

なお、これらの実施に当っては、国際交流のまち推進プロジェクトの活用を検討する

ことが適当である。 

（1）交流機会の提供 

外国人が地域住民の中にとけこみ、地域の文化、風俗等に対する理解を深める機会を

提供するため、地域の祭り、イベント等への在住外国人の招待、在住外国人との懇談

会、交流会の開催といった施策が必要である。 

（2）情報提供・相談機能の充実 

生活情報、緊急時の情報など在住外国人にとって最低限必要な情報は、インフォメー

ションセンターの設置や、外国語で表示された生活ガイドブック等の作成・配布によ

り提供するべきである。また、外国語表示された当該地域の地図も、外国人が活動す

る際には極めて重要なものである。 

（3）公共サインの外国語表示 

外国人が目的地に容易に到達することができるよう、標識や案内板等の外国語表示を

進めることが望ましい。その際、標識等の掲示場所と表示方法を十分検討し、わかり

やすい表示とすることが必要である。 

 

  このように、外国人の立場に立つことで、日本人と外国人の交流の場の必要性や、外国

人が必要としている情報提供の重要性、さらに公共サインを外国語表示にするなど、さま

ざまなサービスが必要であることが明示されたのである。 

なお、各都道府県、政令指定都市ごとに「中核的民間国際交流組織」を「地域国際化協

会」と認定し、地方財政上の支援を始めたことにより、地域に暮らす外国人と日本人の交

流のために、各地に国際交流協会と呼ばれる自治体出資の財団法人が設立された。自治省

は、「地域の活性化」をめざした国際交流の一環として、観光客や一時的滞在者を念頭に

外国人施策を進めることを指針として示したのである。しかし、この時点では、労働者や

生活者すなわち地域住民としての外国人という認識は弱かった。 

 その後、地域の国際化として、1981 年に神奈川県は「内なる国際外交」として在日コリ

アンなどに対して、外国籍県民施策を実施した。そして在日外国人の増加に伴って「内な
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る国際化」注24が提唱され、地域住民としての外国人施策という考え方が始まった。しかし、

そうした中で、各地で近隣アジアからの出稼ぎ労働者に対する賃金未払いなどの労働問題

や、差別問題が起こり注25、その結果、ニューカマーを支援する市民団体が、各地で発足し

たのである。 

 1990 年に入管法が改正されると、南米系日系人を中心にニューカマーと呼ばれる外国人

が多数来日した。その後、ニューカマーへの市民団体による支援とともに、自治体も外国

人施策に取り組み始めた。1995 年には「国際協力大綱の指針」を掲げ、自治体国際化の二

本柱として「国際交流」注26と「国際協力」注27を位置づけた。そして、1990 年代後半にな

ると「多文化共生」という言葉が使われるようになり、多くの市民団体がこの「多文化共

生」を掲げて活動するようになった。全国の外国人支援団体が集まった「移住労働者と連

帯する全国ネットワーク（移住連）」も 2002 年には移住連全国活動者会議において、「『多

民族・多文化社会』に向けて－包括的外国人政策の提言」を発表している。 

 こうした取り組みとともに 2001年には、ブラジル人労働者の多い 13都市注28によって「外

国人集住都市会議」が結成され、外国人住民に関する施策や活動状況などについて情報交

換および政策提言を行っている。同会議発足の背景には、国レベルの外国人受け入れ態勢

が実態に追い付かない中で、対応を迫られる自治体同士で意見交換を行い、国に要望を提

出する企図があった。同会議の設立趣旨は以下の通りである。 

 

 外国人集住都市会議は、ニューカマーと呼ばれる南米日系人を中心とする外国人

住民が多数居住する都市の行政並びに地域の国際交流協会等をもって構成し、外

国人住民に係わる施策や活動状況に関する情報交換を行うなかで、地域で顕在化

しつつあるさまざまな問題の解決に積極的に取り組んでいくことを目的として設

                                                   
24「内なる国際化」とは、日本国内において、日本人が外国人にどのように対応すべきか、日本社会

を外国人にどのように開放されるかという考えで、外国人を地域の住民として受け入れることを

指す（初瀬 1993）。 
25 香川県の事例では、外国人労働者を安価な作業員として使い、給与からさらに衣食住の費用を天

引きし、契約の半額以下しか支給していなかった事業所があった。また、これら労働者は社会的

地位が低い場合も多く、過酷で安全措置が不十分な職場環境にあるケースも見られ、さらに言葉

の問題から、安全教育が必ずしも充分とはいえないケースもある。これは氷山の一角で、同種の

例はたくさんある（中村ら 2009）。 
26「国際交流」とは、 自治体が外国の自治体や地域と恒常的もしくは単発的に、人的あるいは文化

的に交流することである（初瀬 1993）。 
27「国際協力」とは、 自治体が政府の ODA 政策に協力したり、独自に発展途上国やその人々を支援

して開発協力したり、また、地球環境の安全に関して世界の自治体間で協力し合うことと定義さ

れている。（初瀬 1993）。 
28 発足当初の外国人集住都市会議は、太田市、大泉町、飯田市、浜松市、磐田市、湖西市、豊橋市、

豊田市、四日市市、鈴鹿市、大垣市、美濃加茂市、可児市の 13 都市より構成された。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%95%99%E8%82%B2
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立するものである。また、外国人住民に係わる諸課題は広範かつ多岐にわたると

ともに、就労、教育、医療、社会保障など、法律や制度に起因するものも多いこ

とから、必要に応じて首長会議を開催し、国・県及び関係機関への提言や連携し

た取り組みを検討していく。こうした諸活動を通して、分権時代の新しい都市間

連携を構築し、今後の我が国の諸都市における国際化に必要不可欠な外国人住民

との地域共生の確立をめざしていく。 

 

これは外国人集住地域が「国際化に必要不可欠な外国人住民との地域共生の確立」とい

う趣旨を踏まえ、個々のコミュニティだけでは解決不可能な現実を受け、浜松市の提唱で

共通課題を明確化して対応を講じるべく集まったのである。そして、それは「浜松宣言」

として結実した。 

「浜松宣言」は、「日本人住民と外国人住民が、互いの文化や価値観に対する理解と尊

重を深めるなかで、健全な都市生活に欠かせない権利の尊重と義務の遂行を基本とした真

の共生社会の形成を、すべての住民の参加と協働により進めていく」と謳っている。特に

「教育」、「社会保障」、「外国人登録等諸手続き」の三つのテーマを取り上げ、中でも教育

が最重要課題であると位置づけた。そして、国・県・関係機関に日本語指導の強化、母語

の話せる専門カウンセラーの配置、財政的支援や人的支援のネットワークなどの必要性を

提言した。 

これに対して、国は依然として制度改革に消極的であったため、2004 年には豊田市での

外国人集住都市会議において、外国人住民とともにつくる活力ある地域社会をめざして「豊

田宣言」が提唱された。これは、「日本人住民と外国人住民が互いの文化や価値観に対する

理解と尊重を深めるなかで、健全な都市生活に欠かせない権利の尊重と義務の遂行を基本

とした真の共生社会の形成に向け、取り組んでいく」ことを宣言したものである。教育に

関しては、「外国人の子どもの教育を受ける権利が保障される教育体制の整備を進め、早

急に不就学の問題を解決していかなければならい」と提言している。 

その後、国は外国人の生活環境整備について、ようやく本格的な検討を始めたが、地域

住民としての外国人への対応策はほとんど進んでいなかった。一方子どもたちをめぐる問

題は日々深刻化しており、問題の先送りはできないことから、2006 年には外国人集住都市

東京会議において、「よっかいち宣言」が提唱された。これは、「未来を担うこどもたち

のため」にと題して、主に外国籍児の教育に焦点をあてて、提言を行ったものである。 

これらの働きかけが牽引となり、2001 年に「JSL カリキュラム 小学校編開発」、2005
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年には「外国人児童生徒のための就学ガイドブック」、2007 年には「JSL カリキュラム 中

学校編」等、現場からの要請に国も外国人児童の教育への対応を始めた。また 2003 年には

日本経済団体連合会が「外国人受け入れ問題に関する中間まとめ」を提出し、2004 年には

日本弁護士連合会が「多民族・多文化の共生する社会の構築と外国人・民族的少数者の人

権基本法の制定を定める宣言」を提出した。 

「よっかいち宣言」の中では、義務教育前児童への支援について、「幼稚園教諭並びに

保育者養成課程について多文化共生教育を取り入れる」と提言された。また、「外国人集

住地域の保育園や幼稚園において、日本と外国双方の文化的背景や教育制度を熟知した人

材の配置を支援する」ことが盛り込まれた。しかし、保育者養成課程への多文化共生教育

の導入および、保育園・幼稚園への人材配置という提案は、未だ実現されているとは言い

難い。 

以下は「よっかいち宣言」の原文である。 

 

南米日系人を中心に多数の外国人住民が暮らす地方自治体で組織する外国人集住都市

会議は、「浜松宣言」（2001 年）、「豊田宣言」（2004 年）などを通じ、外国人住

民の定住化により外国人受け入れの諸制度が実態からかい離している現状に対して、

国などに制度改革を提言するとともに、自らの取り組みを強化してきた。国は外国人

の生活環境整備について、今年になってようやく本格的な検討を始めたばかりであり、

生活者としての外国人への対応策はまだほとんど進んでいない。特に、子どもたちを

めぐる問題は日々深刻さを増してきており、子どもたちが将来に夢や希望を持って生

きていくための選択肢が狭められている。また、子どもたちは日々成長していくため、

問題の解決を先送りすることはできない。本格的な少子高齢化が進むなか、日本で育

つ外国籍児たちは将来の日本社会を支える重要な一員となっていく可能性が高い。し

たがって、外国籍児たちがどのような教育を受けて人格を形成し、地域社会に育まれ

ながらその能力と資質を開花させていくかは、日本の将来に大きな影響を及ぼすこと

になる。外国籍児たちをめぐる課題の解決は、日本に暮らすすべての子どもたちを大

切にし、すべての住民の人権を尊重することにつながっていく。このことを訴えつつ、

外国人集住都市会議は、日本人住民と外国人住民が、互いの文化や価値観に対する理

解と尊重を深めるなかで、健全な都市生活に欠かせない権利の尊重と義務の遂行を基

本とした多文化共生社会の形成に向け、以下の通り取り組んでいくことを宣言する。 

第１に、外国人集住都市会議は、本格化してきた国の外国人政策の立案や転換に向け
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た論議に積極的に参加し、「多文化共生社会」の制度的基盤づくりに尽力する。 

第２に、外国人集住都市会議は、「未来を担う子どもたち」を等しく受け入れ、とも

に育む地域社会をめざして、国、県、ＮＰＯや企業などと連携・協力して取り組みを

進めていく。 

第３に、外国人集住都市会議は、外国籍児たちや保護者が直面している教育を 始め

とする課題の解決に向けて、義務教育前の支援、公立学校の受け入れ体制整備、働き

ながら学び直す機会の確保、外国人学校への支援、保護者の就労環境の改善及び日本

語学習の促進などについて、各地域で取り組みを進めるともに、国や関連機関等に提

言していく。 

 

2017 年現在の外国人集住都市会議の会員都市は 22 を数え注29、開催地持ち回りで課題を

明確化し、提言を行っている。多文化共生の問題の深刻化に、国策を待つことなく地方自

治体とその住民が政府や他団体に働きかけたことが、実を結んだ結果といえるが、未だ多

くの課題が残されているのが現状である。 

このようにわが国の多文化共生施策は、国際交流のまちづくりを目指すことから始まり、

在日外国人数の多い自治体がさまざまな政策提言を行ってきた。しかし、外国籍児の教育

に関する問題に焦点があてられ、その対応に向けて動き始めたのは、1990 年代以降であり、

現在に至ってもなお多くの課題が存在するのである。 

 

３．在留外国人の歴史 

 財務省による在留外国人統計によると 2016年6月現在で日本国内に居住する外国籍保有

者は、約 238 万人である。国籍別に見ると、最もその数が多いのが中国の 748,290 人、次

いで韓国・朝鮮の 485,557 人、フィリピンの 243,662 人、ブラジルの 190,923 人、ベトナ

ム 199,990 人となっている。図 3 は入管法が改正された翌年から 2016 年末現在までの国

籍別在留外国人数の推移を表したものである。 

 わが国は、戦前においては人口の過密、急速な近代化による農村の疲弊と過剰労働力の

存在を背景に、大量の人口を移民として海外に送り出す政策をとった。しかし、その一方

                                                   
29 外国人集住都市会議は、太田市、大泉町、上田市、飯田市、美濃加茂市、浜松市、富士市、磐田

市、掛川市、袋井市、湖西市、菊川市、豊橋市、豊田市、小牧市、津市、四日市市、鈴鹿市、亀

山市、伊賀市、甲賀市、総社市の 22 都市によって構成されている。 
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で永住を目的とする移民と、移民に結びつく可能性のある外国人労働者の入国を厳しく制

限し、戦後も長年永住目的の外国人と外国人労働者を原則として認めない政策をとってい

た。 

 

 

図３ 在留外国人（登録外国人）数の推移注30 

 

1951 年に施行された入管法注31は、外国人の上陸手続きで永住者の在留資格を決定できる

規定を設けてはいたが、入国管理局が入国に際して永住者の在留資格を与えることはなか

った。外国人労働者については、1967 年の「雇用対策基本計画」の策定時に、その前提と

して「外国人労働者の受け入れは行わない」という雇用対策の基本方針が閣議決定され、

その方針は 1990 年まで続いた。 

1978 年に旧南ベトナムのサイゴンが陥落した際、ボートで逃れ、外国船舶に助けられて

                                                   
30 法務省「在留外国人統計」

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00065.html 
31 連合国軍の占領下「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件」に基づく政令として施行

され、「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基づく外務省関係諸命令の措置に関す

る法律」の規定により法律としての効力が付与され、今日に至っている。 



35 

 

日本に入国したベトナム人（いわゆる「ボートピープル」と呼ばれる）について、日本政

府は上陸を認めるようになったが、それは定住を防止するための一時的な上陸という観点

からであった。その後 1980 年代に入り、わが国もアメリカ、イギリス、フランスなどの主

要先進国首脳会議（サミット）構成国と並んで、定住支援を行う決定がなされたことで、

ベトナム、ラオス、カンボジアから一定数の定住難民を受け入れるようになり、最終的に

は、約 11,000 人のインドシナ難民を定住者として受け入れた。これは、わが国が定住外国

人を大量に受け入れた戦後初めてのケースである。また、このインドシナ難民の発生は、

「難民条約」の加盟国の増加にも影響し、わが国も 1981 年に同条約に加盟した。 

1982年に「難民条約」の批准に際して大幅に改正された入管法により在留資格が拡充さ

れ、非就労で短期滞在目的の外国人を幅広く受け入れるための「観光客」から「短期滞在

者」への在留資格改正と、外国人研修生を受け入れるための「研修生」、「日本人の配偶

者又は子」注32の在留資格が新たに設けられた。しかし、この入管法の下で問題となったの

が、不法就労の外国人、外国人研修生、中国人偽装難民などである。 

このころ、社会問題として取り上げられるようになったのが、観光ビザで入国して在留

期限が過ぎた後も国内に不法滞在して就労をつづけるフィリピンをはじめとした東南アジ

ア諸国の女性労働者たちであった。それは、当時のマルコス政府が1982年に「海外雇用庁」

および「海外労働福祉庁」といった専門の省庁を新設し、国民の海外への出稼ぎ政策をと

ったことが大きな要因である。これは国内の失業を減らすとともに、出稼ぎ者の本国への

送金によって膨大な累積債務の返済を図ったものであった。以降、わが国におけるフィリ

ピンからの不法就労者数は急増した。 

これらの問題に加えて、日本社会の国際化が急速に進んだことで、在留資格を持つ外国

人が可能な活動を明確に定め、在留資格の種類と在留資格に該当する活動範囲の抜本的な

見直しを行う必要があった。また、日本の好景気により製造業の生産拡大などが起こり、

求人が急増したこと、特に下請けである中小企業には従来から人が集まりにくく、それに

加えて 1988 年ごろから一部の親会社がトヨタに代表される「かんばん方式」注33を取り入

れたことで、下請企業は納品を細かく分けられ、納期が厳しく管理されこと、品質にも高

い要求がされたことにより仕事量が増大したのである。さらに、青年人口減少と若者のい

                                                   
32 ここでいう「日本人の子」は日本人の親が同伴し扶養する子に限られ、現行の入管法に定める「日

本人の子として出生した者」とは異なる。 
33 Just-in-time 方式ともいう。最終製品の需要量に無駄なく対応するため、トヨタ自動車が、下請

け部品メーカーから部品を納入させる際、在庫を持たずにその都度小口納入をさせたことからこ

の方法が多方面で利用されるようになった。 
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わゆる 3K労働離れにより、若手の労働者を獲得するのが困難になったことで、中小企業を

中心とした人手不足がさらに強まり、その労働力を外国人に求めたのである。 

そこで、1990年に入管法を改正し、既存の在留資格についても、それぞれの在留資格に

該当する活動範囲を広げ、外国人の受け入れ範囲の拡大を図った。また、法律上の在留資

格として、「日本人の配偶者」および「日本人の子として出生した者」を受け入れるため

の「日本人の配偶者等」の在留資格と、法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認める外

国人を受け入れるための「定住者」の在留資格を新設した。 

その結果、日系ブラジル人など日本人移民の子孫が「日本人の配偶者等」あるいは「定

住者」の在留資格を取得して、日本の土を踏むことができるようになったのである。 

さて、以下に第Ⅲ章で扱う群馬県大泉町に居住している日系ブラジル人に焦点をあて、

ブラジル移民の歴史と彼らの子孫がニューカマーとして来日した経緯について考察してい

く注34。 

1822 年、ポルトガルから独立を遂げたブラジルは、立憲君主制国家としてその近代化を

開始したが、広大な国土にわずかな人々しか居住しておらず、国土開発はおろか、国境線

の維持にも困難な状況があった。そこで、ブラジル帝国初代皇帝（ペドロ 1世）は、1824

年に帝国憲法を発布し、移民の宗教的制約を排除するとともに、移民に対して、渡航費用

援助や農地の確保、奴隷との共住禁止などの保護規制を盛り込み、外国からの積極的な移

民導入によって近代国家建設を成し遂げようとした。そして、奴隷が解放された 1888 年 5

月、コーヒー農場への労働力確保を目的として、ヨーロッパで移民誘致を始め、1892 年に

は日本人、中国人の移民も許可となった。 

それを受けて、1908 年に第 1 回契約移民 781 人（男 600 人、女 181 人）がブラジルへと

渡航した。1910 年には第 2回移民 906 人が送出された。これがブラジルにおける日系移民

の始まりである。 

日系移民がコーヒー農場に配耕されてから、3、4 年もすると移民たちの生活は次第に安

定してきた。コーヒー農場の労働からの収入が少ない場合でも、コーヒー樹の畝の間の間

作地やコーヒー農場以外の土地（外作地）で土曜日の午後と日曜日に作物（米、とうもろ

こし、豆、さとうきび、野菜）の栽培や家畜の世話をして、自家で消費する以外の作物を

販売することにより、副収入を得ることができた。 

移民のなかにはコーヒー農場で貯めた資金をもとにして、あるいはそれほど資金を貯蓄

                                                   
34 髙橋 2003、2008、丸山 2010、坂口 2011、国立国会図書館電子展示会

http://www.ndl.go.jp/brasil/index.html、ブラジル日本移民百年史等による。 
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していなくても、労働契約期間の満了後にコーヒー農場を出て、利益を地主と分け合った

り、土地を借りたり、あるいは分割払いで土地を購入したりして、自営で農場をはじめる

ものが出てきた。しかし、まだポルトガル語も不自由であり、文化や習慣の異なるブラジ

ル社会のなかで、日系移民は誘い合ってコーヒー農場を出て同じ土地に入り開拓をはじめ

た。やがて日本人のいる場所には、日本人が次々と入ってきて日本人集住地域（植民地）

が形成されていった。集住地域には親睦・互助のために日本人会が組織された。日本人会

では、日本に帰っても困らないようにと、移民の子弟を日本語で教育する学校（日本人学

校）をまず初めに設置した。ブラジルの日本語教育は、1908 年の移民開始による日系人子

弟への継承語教育（日本人学校で行われた日本語による教育）をその源流としている。 

日本語とポルトガル語両方の日常会話とある程度の読み書きができる層は、主としてブ

ラジル生まれの第１世代である 2 世、幼少期にブラジルに渡った移民である準 2世によっ

て構成される。この層は、主として 2世の親の世代（戦前移民）の手によって学校あるい

は家庭で、日本語とポルトガル語の学習機会が与えられたことにより、形成されてきたも

のである。 

 2 世の考え方は、自身の成長の過程でのブラジル社会との接触の度合いによって違って

いた。奥地の日本人集住地域で育った 2 世には、ブラジルの国土に愛着を持つ一方で、日

本語にも精通し、1 世の日本に対する愛国心を受け継いでいる者が存在した。これに対し

て都会でブラジル社会との接触が多かった者には、父母の国として日本を尊敬するが、ポ

ルトガル語にも精通し、自分たちはブラジル人であり、ブラジル人としてブラジルを愛す

ると考える者も存在した。二重国籍を持つ 2世の中には、日本で入営する者がいた一方で、

第二次世界大戦へのブラジル参戦後、ブラジル兵士としてイタリア戦線に出征する者も存

在した。 

 ブラジルに渡った日本人の総数は戦前には 19万人、戦後には 6万人の計 25万人である。

現在ではそのうちの 17 万人が物故者となっている。現在、日系ブラジル人のブラジルにお

ける地位と評価は、ドイツ移民やイタリア移民と並んで高くなっている。日系人における

ブラジルの経済発展に対する貢献は、特に農業の面での新作物や技術改良など目覚しいも

のがあり、日系人に対する雇用者側の評価も高い。 

ブラジルでは 1980 年代に年率 1000％を超えるハイパー・インフレのなかで国民の生活

が苦しくなり、イタリア、ポルトガル、北米などへ出稼ぎに行く者が出てきていた。一方、

先進国である日本の主として中小・零細企業の労働力不足の要因に加えて、日本の国民所

得とブラジルのそれとの格差は大きく、何倍、何十倍もの賃金を得ることができることか
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ら、日系ブラジル人の日本への出稼ぎは 1984 年頃から始まり、1986 年後半からブームに

なった。 

 日系 2 世には従来の入管法においても就労制限のない在留資格があったが、1990 年の入

管法の改正および定住者告示（定住者としての来日条件）により、日系 2 世の配偶者およ

び日系 3 世とその配偶者にも就労に関する制限のない資格が与えられた。これ以後、ブラ

ジル国内の経済雇用情勢、日本との間の賃金格差から、ブラジルからの出稼ぎ者が激増し

た。その結果、ブラジルにおいては、150 万人といわれる日系人、特に青壮年層が日本で

就労していることによる日系社会の空洞化が問題となっており、これはポロロッカ現象注35

とよばれている。 

 一方わが国においては、1990 年以降多くの企業が安価で融通の利く労働力を必要とした

ため、多くの日系ブラジル人を雇用した。人件費削減と労働力調整が容易に可能なことか

ら、日系ブラジル人を出稼ぎ者として雇用するシステムが構築されたといえる。そして、

群馬県太田・大泉地区や愛知県豊田市、静岡県浜松市、三重県鈴鹿市、岐阜県美濃加茂市

などには日系ブラジル人が多く居住し、エスニック・ビジネスやブラジル人学校などの教

育制度も整備され、生活の拠点としてブラジル人コミュニティが形成されている注36。こう

したブラジル人コミュニティは日本人と関わらなくても生活ができてしまうため、疎外感

を持つことも少なく、そのことが日本社会で適応するうえで必要な日本語習得を阻む要因

にもなっていると言えよう。 

しかし近年、日系人の雇用が飽和状態に達してきたことに加え、地域の中心産業である

自動車および家電製造業が不況のあおりを受けたことにより、日系人に対して時給の減額

や残業の減少、解雇する企業も出てきた。また、日系人を雇用する側の彼らへの住居費負

担も、家族連れよりも単身者の方が安く済むため、家族連れを受け入れない企業も急増し

た。そのため、家族連れの日系人は、職を求めて別の地域に広がっていった。これまで日

系人を受け入れたことのなかった地域が、日系人雇用センターや公共職業安定所などの行

政機関を通じて、彼らの受け入れを行うようになってきたことなどから、外国人の就労者

は日本全国に広がってきている。 

 こうした状況の中において、日本人が彼らと共生していくことは喫緊の課題として浮上

しているのである。 

                                                   
35 ポロロッカとは、アマゾン川で見られる河水が逆流する現象のことで、それになぞらえ日系人の

日本への U ターンつまり逆流のことを指す。 
36 2016 年 12 月 31 日現在のブラジル人人口は、群馬県 12,445 人、愛知県 51,171 人、静岡県 26,565

人、三重県 12,245 人、岐阜県 10,381 人である。 
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第Ⅱ章 多文化共生保育における課題 

 

第 1 節 保育現場における多文化共生の課題 

本節においては、第Ⅰ章で論じた多文化共生の理念と歴史を踏まえ、先行研究から、外

国籍児の保育の現状を整理し、考察したい。 

外国籍児を保育する現場に発生している問題は、大別すると以下の４項目であり、各項

目における事例と、それらに対して各園が独自に行っている対応について、それぞれ考察

する。 

まず外国籍児の保育に関して取り上げられている問題の一つは、地域との関わりに関す

るものである。外国籍保護者は地域との交流も少ないうえに、保育園に子どもを通わせて

いる日本人保護者との関わりも少ない場合が多い（新倉 2001）。一方でその支援として、

保護者会や保育園の行事を通して、日本人保護者との関わりを持てるきっかけづくりをし

たり、ボランティアによる子育てサークルなどが大きな役割を果たしている自治体もある。 

山中（2005）は愛知県豊中市で、保育園や幼稚園に通っていない外国籍児を対象とする

保育ボランティアの活動を報告している。その中では、図書館などのアクセスの良い場所

を利用し、行政と連携して広報活動を行い、家に閉じこもりがちな孤立した子育ての母を

地域全体でサポートしている実態が語られている。また、鈴木（2006）は、静岡県菊川市

で行われているブラジル人保護者のボランティアを核とした母親クラブの活動について報

告している。そこは、ブラジル人と日本人の母親が共に子育ての悩みを話す交流の場とな

っている。さらに伊藤（2010）は（財）埼玉県国際交流協会が運営する外国人を支援する

子育てサークルの活動について報告している。 

しかし、これらの活動の多くは、保育園独自で行っているものや、ボランティアに頼っ

た支援であり、国や地方自治体が支援する活動は行われておらず、地域間の格差も大きい。

一方、外国籍児が日本の社会、あるいは母国の社会で生きていく力を身に付けるためには、

保育園独自、あるいはボランティアに頼った支援だけでは限界があり、整備された環境の

下で保育や教育を受ける必要があるのである。 

二つ目の問題は、生活習慣に関するものである。日本の保育園でよく行われている薄着

保育に否定的な保護者が多く存在することや、ピアスをつけている子どもの存在などが、

事例としてあげられている。南米出身者の子どもは冬場には保護者に厚着をさせられて登

園する傾向が強い。したがって冬のあいだは着膨れして動きにくく、脱がせると保護者か

ら苦情がでることもある（塩野谷 2004）。子どもを非常にかわいがるといわれる南米の保
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護者にとっては、健康面の心配が大きいようである。ピアスの問題についても、南米では

ピアスには魔除けの意味があり（塩野谷 2004）、乳児の時からピアスを付けてくることが

ある。日本の保育園の立場からは、子ども自身が誤って飲み込む危険性などから、外すこ

とを望む傾向が強く、保護者との摩擦も発生する。また、新倉（2001）は、毎日入浴する

習慣がなく、身なりを清潔にできない外国籍児についての問題もあるとしている。さらに

南米出身者には、よくいえば時間におおらかな傾向が見られ、行事の際などにも遅刻をし

てくることが問題点として多く取り上げられている。 

薄着保育に関しては、外国籍保護者の目のない時間帯すなわち登園後には薄着にさせて、

お迎え前にはまた着せておくという対応をする園もあるという（塩野谷 2004）。また、薄

着保育の利点やピアス着用の危険性、時間を守ることの大切さ等を簡単な単語や絵などを

用いて説明している。このように、外国籍児を保育する現場では、生活習慣の違いから発

生する問題が多い。 

こうした問題への対応として、保育者が根気よく保護者に説明し、理解が得られるよう

働きかけているが、言語コミュニケーションがうまくいかず、説明をしても理解してもら

えない場合には、保護者の意向を容認せざるを得ないのが現状である。ここでも、お互い

の文化を説明するため、また理解するための言語コミュニケーションが重要となってくる。 

三つ目に取り上げられているのは、食習慣に関するものである。離乳の時期が違う、食

べ物の好みが違う（中川 2000）など、日本の食文化との違いが問題となっている。3、4

歳になってもおしゃぶりを口に入れてきたり、3 歳で母乳を飲んでいるという事例も多い。

また、朝食を食べないで登園するなど、日本の食育の考え方に戸惑う保護者の存在があげ

られている。来日して間もない子どもたちは味付けの違いから、日本の給食を食べられな

いことが多いようである。逆に小さいころから日本食に慣れると母国の食事を好まない子

どもも存在する。南米では一般に味付けが甘く、遠足の飲み物も甘いジュースを持ってき

たり、牛乳にも砂糖を入れなければ飲めない外国籍児も多い。     

これらに対する支援は、お弁当を持参することで対応したり、外国の食文化を取り入れ

る配慮をしている保育園もある（塩野谷 2004）。日浦（2002）は、園の味付けを「正しい

もの」として、家庭での味付けを矯正することは日本文化への同化を強いることにつなが

ると述べている。そして、「子どもが食事をすることが目的であるなら、給食の味付けに慣

れるまでの過程で、子どもが好んで食べるものを園に持参するよう依頼したり、子どもが

慣れ親しんでいる調味料を園に用意したりするなどさまざまな工夫をすることもできるだ

ろう」と提案している。 
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外国籍児の保育に関して取り上げられている問題の四つ目は、言語コミュニケーション

に関するものである。言葉が通じないことで、子どもの気持ちが読み取れないことや、保

護者との間で誤解が生じるという事例が多い。また、日本語と母語の間で戸惑う子どもと、

母語も日本語も両方を話せることを望む保護者との考え方の相違もあげられている。大場

ら（1998）は、日本語を話し、日本人児童とも遊んでいた外国籍児が、あるときとっさに

母語を話してしまい、それを「変な言葉」と他の子に囃し立てられた事例に触れている。

その後、この外国籍児は場面緘黙になり、結局卒園するまで保育園では一度も言葉を発す

ることはなかったと述べている。 

中川（2003）は多文化共生保育の困難さについて、言葉が通じなくて子どもの気持ちが

汲みとれないことや、園便りを書くことの大変さ、連絡が思うように伝わらないなどをあ

げている。久富（2004）は日常では登降園時にしか接触できないうえに、言葉も通じない

外国人の親との関係を築いていくことの難しさ、そこから生まれてくる子どもへの影響は

避けられないと述べている。 

言語コミュニケーションに関わる支援は、書類を外国語で用意したり、園便りや掲示物

などにひらがなやカタカナ、ローマ字でルビを振るなどしている保育園もある。また、身

振り手振りでなんとか意思の疎通を図る場合や、絵や実物を見せて、説明する場合もある。

さらに、通訳ボランティアの派遣や通訳の配置などで対応している保育園もある（中川

2005）。これらの対応の中でよく行われているのが、日本語がわかる同国の保護者に通訳を

依頼することである。しかし、保護者に通訳をしてもらうことは、単なる情報の伝達であ

ればよいが、プライバシーにかかわる問題であるならば、躊躇せざるを得ないのではない

かと考えられる。     

また、通訳の配置や派遣のない園では、保育者が外国語を覚え、意識的に外国語で話さ

ない限り、外国籍児は保育園において母語を話す機会がない。外国籍児は、その多くが長

時間保育であるため、日本語を話しやすくなり親と子のコミュニケーションに問題が生じ

る場合もある（中川 2003）。また、ほとんどの親は母語を習得・維持させたいと考えてい

るが、子どもが母語を忘れてしまう、母語に関心がないという悩みを持っており、次第に

親子のコミュニケーションが難しくなるという問題に発展することもある（武田 2007）。 

 言語コミュニケーションの問題は、多文化共生保育の現場に発生するすべての背景に関

わっていると考えられる。なぜなら、地域住民と関わるとき、生活習慣や食習慣の違いに

関してお互いの意見を交わすとき、言葉が重要な役割を持つからである。 

一方で久富（2004）は、言葉が通じなくても子どもが保育者に対して信頼を寄せていく
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ことで、コミュニケーションが生まれるとしている。また、新倉（2001）は、保育者が日

本で暮らす外国人をあるがままに受け入れる度量を持つことで、外国籍児と良好な関係を

築くことができると述べている。しかし、子どもが保育者に信頼を寄せていく過程には、

意思の疎通が必要であり、外国籍児をあるがままに受け入れるためは、外国籍児の意思を

理解することが必要である。したがって、多文化共生保育に関する問題を解決するための

第一歩は、言語コミュニケーションの障害を取り除くことにあるといっても過言ではない

のである。 

以上のことから、保育現場では文化的背景を異にする外国籍児が入園してきた場合、保

育者は当該児やその保護者との関わりにおいて、さまざまな困難に直面しながら保育を行

っていることが理解できるのである。一方、それらの問題への対応の多くは、外国籍児を

保育する現場の保育者に委ねられており、こうした多文化共生に関わる保育者の役割に焦

点を当てた研究も多く行われている。 

塩野谷（2004）は、身振りや絵を使って外国籍児やその保護者に情報の伝達を行う方法

について、表現能力に優れた保育者が得意とするところではないかと述べている。日浦

（2002）は、日本語で意思疎通が図れない子どもとの関わりには、言葉が未発達な乳児期

の子どもに接する時のように、言葉にならない思いを受け止める保育者の感性が求められ

るとしている。そして言葉でのコミュニケーションを補うさまざまな技法を用いながら、

園での子どもの心と身体のよりどころを保証することが第一だと述べている。また、久富

（2004）は、言葉で了解不可能なものを可能にしていく関係を作り上げるための共同生活

者としての保育者の役割は重要であるとしている。このように、外国籍児およびその保護

者のニーズに対応するためには、保育者の専門性の向上は不可欠であるが、保育現場にお

ける保育者の業務は膨大であり、限られたリソースの中で外国籍児への対応を行うことは

困難な状況である（堀田ら2010）ことも否めない。 

上述のように多文化共生に関わる保育者には、保育における専門性向上への取り組みに

加え、外国籍児およびその保護者のニーズに対応するための専門性が求められている。た

とえば、多文化共生保育に関わるさまざまな課題を保育実践に生かすために、保育者養成

の段階で、これらの課題に関する事項を意識的にカリキュラムに組み入れる必要（日浦2002）

や、今後の資格取得に向けた保育者養成過程において、多文化共生保育に関する具体的な

知識や技術を指導していく必要（堀田2009）があるとされている。 

以上のことから、保育者養成においては、保育者養成課程のカリキュラムに保育所保育

指針に明記されている多様性の受容等に関わる配慮事項を組み込みながら、学生たちにそ
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の意識を涵養していかなければならない。しかし一方で、先行研究におけるこれらの示唆

は、保育者の多文化共生保育に対する意識の向上にとどまっており、保育現場で取り上げ

られている問題への具体的な改善策にまで及んでいるとは言い難い。 
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第 2 節 多文化共生保育における言語コミュニケーションと母語の重要性 

第Ⅰ章第 2 節で述べたように、文化のバックボーンとも言うべき役目を果たすのが言語

であると考えられる。多文化主義を語る場合でも、それぞれの文化を表現するツールであ

る言語に言及することなしに、その内容に迫ることはできないのである。さらに、前節で

述べた通り、多文化共生保育において、言語コミュニケーションの問題が多く取り上げら

れていることから、本節では、先行研究から外国籍児の言語の獲得、および幼児期におけ

る母語の重要性について考察したい。 

山岡ら（2001）は、多文化子育ての実態を知るため、外国籍保護者を対象とした「第一

回多文化子育て実態調査」・「第二回多文化子育て実態調査」を行い（山岡ら 2011）、両調

査の結果を比較している。この調査は、関東および関西地区を中心とした全国各地の外国

人を対象に、保育園への入園、園での気がかり、子どもや保護者の社交外向性、子育ての

気がかり等について、11 言語を用いて行ったものである。なおこの調査は、任意郵送法で

行われており、有効標本数は 2000 年の調査が 2002 件、2011 年の調査は 2065 件であった。 

この調査における「子育て上の気がかり」についての結果は表 4 の通りである。 

 

表 4 子育て上の気がかり注37 

 

 

保護者にとっての子育ての一番の気がかりは、両調査ともに「母語の教育や文化を学ば

せること」であった。さらに、保護者の悩みとして 2000 年の調査よりも 2011 年の調査結

果で上昇していたのは「言葉の発達が遅れている」であった（10 位から 6 位）。この結果

                                                   
37 「多文化子育て報告書―多文化子育てネットワーク」 

www.tabunkakosodate.net/japanese/report.html より筆者作成 

順位 2000調査 2011年調査

1 母語の教育・文化 母語の教育・文化

2 小食・好き嫌い 小食・好き嫌い

3 病気やけが 病気やけが

4 友達とよく遊ぶ 教育費など

5 ほめ方・叱り方 ほめ方・叱り方

6 遊んだ後の片づけ 言葉の発達の遅れ

7 決まった時間の寝起き 友達とよく遊ぶ

8 まわりへのあいさつ 気になる癖

9 教育費など 決まった時間の寝起き

10 言葉の発達の遅れ アレルギー
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からも、言語コミュニケーションの問題についての対応は依然として進んでおらず、むし

ろ後退していることが推測できる。また、「教育費など」の項目も上昇（9 位から 4 位）し

ており、経済的な問題も大きくなっていることが窺えた。 

佐々木（2012）は、保育者が最も保育に困難を感じている要因が言語コミュニケーショ

ンに関わるものであるという調査結果から、多文化共生保育に関する核心的問題は、言葉

が通じないがゆえの保育困難であり、通じないがゆえの保護者や子どもたちとの摩擦であ

ることを指摘している。そして、子どもの問題行動や不適応も言語コミュニケーションに

関係していることを示唆している。 

先行研究において、保育園に通う外国籍児の多くは、家庭では母語、保育園では日本語

を習得し、一見すると母語と日本語のバイリンガル化が進んでいるように見えるというこ

とが示されている。これは大多数の保育園が、外国籍児であるがゆえの特別な配慮をせず、

日本語による日本流の保育、いわゆる「日本人化」（小内 2003）の保育を行っているから

とも言えよう。 

一方、多文化共生保育に対応し、言語コミュニケーションの問題を解決するために有効

な手段として、「通訳」の必要性が多くあげられている。通訳の形態も、子どもと関われる

通訳の存在が望ましい（中川 2000）。また、品川（2011）は、日常の保育においては、通

訳の存在は大変重要であり、通訳が勤務していることで子どもへのコミュニケーションも、

保護者へのコミュニケ―ションも飛躍的に進むと述べている。さらに、通訳が子どもの母

語や文化を保障する役割として機能しており、多文化共生保育の質の向上のためには、単

なる通訳者としてだけではなく、子どもの文化保障の役割としての通訳配置が重要な視点

となると示唆した。しかし、通訳が常在または、巡回している保育園は多くないのが現状

である注38。 

また、多くの保育園において、言語習得の臨界期である幼児期に、「日本人化」の保育

が行われており、その方法は Baker（1996）のバイリンガル教育形態によるところの、サ

ブマージョン教育（submersion）なのである。サブマージョン教育とは、「溺れる環境の中

で泳げるようにする」というアプローチであり、少数派言語の外国籍児を多数派言語の環

境の中に入れ、言語習得を促すものである。この方法の場合、少数派言語の児童が必然的

                                                   
38 中川（2003）の調査において、東海地方の都市で外国籍児在籍数の多い保育園 21 園中 2 園に通訳

の加配があることが報告されている。一方、群馬県大泉町には、通訳が加配されている保育園は

みられない。これらのことから、通訳の加配のある保育園の数はごくわずかであるということが

推察される。 
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に多数派言語へと移行、同化していくことを強いられるが、その結果として多数派言語を

身につけていく児童もあれば、脱落する児童も出てくるのである（Baker1996）。 

 サブマージョン教育に対して、多文化共生保育と対になって話題になる教育形態がバイ

リンガル教育（二か国語併用教育）である。バイリンガル教育は多文化環境の中で、複数

言語が日常的に話されている社会においては自然な教育形態であり、世界の多くの地域で

行われている教育的営みである。 

 アメリカ合衆国は、建国当初から複数言語を建前としており、英語を公用語としている

州はあっても、連邦としては公用語を定めていない。そのような中で英語を公用語とする

ことにより移民を同化させようという動きと、それぞれの民族言語や文化的ルーツに誇り

を持ちながらアメリカという国を創っていきたいという考えが対峙してきた。したがって、

バイリンガル教育は単に教育論争にとどまることなく、政治的、思想的なせめぎあいの中

で生み出されてきた教育方法であると言えよう。 

 ことに、1965 年の新移民法によって移民および難民が急増したことが、バイリンガル教

育の必要性を喚起したのである。自らの言語や文化に誇りを持つことができないまま、学

校をドロップアウトしてしまう子どもたちの急増という深刻な事態の中で、1968 年に、言

語マイノリティの子どもたちへの教育の機会均等を保証する「バイリンガル教育法」が制

定されたのである。しかし、この時点でのバイリンガル教育は、あくまでも過渡的適応プ

ログラムに限定されていた。 

 それに対して、サンフランシスコ公立小学校区で日系 3 世の両親が提起して実現させた

のが、「日英バイリンガル・教育プログラム」である。このプログラムは、既に英語を母語

とする 4 世の子どもたちへのバイリンガル教育ということで画期的な意味を持っていた。

「日系アメリカ人の子どもたちが日本語を話せないのは、歴史的差別の結果であり、彼ら

が失った民族的言語と文化的ルーツへの誇りは、公教育によってこそ補償されるべきであ

る」という教育プログラム設立運動の成果として、1973 年に全米で初めて公立小学校にお

ける日英バイリンガル・教育プログラムが開始されたのである注39。さらにこのプログラム

には日系 4 世だけでなく、日本からの新移民、その他のアメリカ人の子どもたちが多く参

加した。 

 これに前後してサンフランシスコの日系社会では、日英バイリンガル多文化保育園「日

                                                   
39 1973 年から 1974 年度の日英バイリンガル教育プログラムの生徒数は、日本語を母国語とする日

本人 17 人、英語を母国語とする日系アメリカ人 22 人、その他の人種 34 人、総計 73 人であった

（安藤 2003）。 

 



47 

 

本町リトルフレンズ」が創設された。これは私立の多文化共生保育園であるが、多くの保

護者、地域住民の支持を得て、その後大きく成長した。現在でも二か所のサイトを持ち、

小学生のためのアフタースクールも運営する多文化保育園として、サンフランシスコでも

モデル園の一つになっている。 

 このように日系アメリカ人が実現させた、保育園や公立学校におけるバイリンガル教育

の実践は、言語だけではなく文化的ルーツへの誇りとともに、アイデンティティの保持に

もつながったと考えられる。 

さて、バイリンガル教育においては、母語の獲得状況が第二言語の獲得に大きく影響す

ることが明らかとなっている。これについては、言語習得、特にバイリンガル教育と母語

の重要性についての論考から以下の 4点を考察したい。 

第一は、ダブルリミテッド・バイリンガル（Cummins1978）、すなわち「母語も第二言語

も年齢相応のレベルに達していないという状況」が原因となって学習に遅れが生るという

ことである。 

Cummins（1989）は、アメリカやカナダにおいてアイデンティティを奪われた移民の子

どもの学力不振の原因が、不適切な学校教育にあると分析されず、言語が不自由なことに

起因するとされてしまうことが多いと指摘している。つまり、学校で母語を保持する教育

を行わないことが原因であることを、教育現場は認識していないということである。また、

言語の相互依存説（interdependence principle）に基づくと、児童の学習面において母語

と第二言語の発達は相互依存し、母語による学力向上を行いながら、第二言語を習得する

ことは、学習者の言語能力全体を伸ばすことにつながるという。 

さらに Cummins（2000）は、学習に必要な言語能力を CALP（Cognitive Academic Language 

Proficiency）と呼び、日常会話などコミュニケーションを図るための言語能力を BICS

（Basic International Communication Skills）として区別した。話し言葉の能力を有す

ることと、第二言語で教科の学習ができることでは、異なる言語能力が必要とされる。CALP

には、授業がわかる、発言ができるという発話言語の能力のみではなく、読み書きや理解

のための言語能力が要求される。その能力を育成する上で、母語が助けになると考えられ

ているのである。 

太田（2000）は、「母語能力が確立されていない時期に、母語教育の機会が閉ざされた

状態で、第二言語のみによる学習を行うことは、基礎的な認知能力の発達に不可欠で重要

な言語システムを破壊し、表現と思考の道具としての母語も第二言語も用いることができ

ない状態に、子どもを陥れている」と述べている。これが、Cummins（1978）のいうダブル
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リミテッド・バイリンガルという状態である。 

T. Skutnabb-Kngas は、図 4 のように、母語と第二言語の関係を水蓮の花に例えて説明

している。 

 

 

図 4 母語と第二言語の関係注40 

 

A の母語が確立しているモノリンガルの場合、根と茎がしっかりして、水面に花が咲い

ている。Bは母語が確立しているバイリンガルを示している。根と茎がしっかりしており、

茎が枝分かれして水面に二つの花が咲いている。そして C は、母語の確立が不十分なバイ

リンガルを示したものである。水面に２つの花は咲いているが、第二言語に例えられてい

る花には茎はない。また母語に例えられている花の茎は途中で切断されている。 

すなわち、母語の確立と第二言語の発達には大きな関係があり、母語が確立されていな

い場合、両方の言語の発達が阻害され、ダブルリミテッド・バイリンガルに陥るという意

味である。言い換えれば、一見すると 2つの言語がしっかりと確立されたように見えても、

実際にはどちらの言語も年齢相応のレベルまで達してはいないという事である。 

第二は、バイリンガルには、加算的二言語併用と減算的二言語併用という考え方がある

ということである。 

子どもが第二言語を習得していく過程で母語を保持できるか否かは、要基礎水準の仮説

注41から見た年齢との関係や親の母語教育への態度のほかに、母語と第二言語の社会的関係

もあげられる。これが、加算的二言語併用と減算的二言語併用という考え方である。前者

                                                   
40 T.Skutnabb-Kangas(1981.p.53) 
41 第一言語、第二言語を併せて使っていく場合、二言語それぞれの言語能力が一定の基礎水準に達

していることが必要であるということを要基礎水準の仮説という（Cummins1978）。 
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においては、英語のように子どもの母語が多数派の言語や社会的地位の高い言語である場

合は母語の使用が保たれ、今まで持っていた言語能力にもう一つの別の有益な言語が追加

したかたちで習得されやすい。そして子どもたちはふたつの文化を尊重しながらも自己の

アイデンティティを失うことはない（Lambert 1977）。この場合、言語能力や知的能力にお

いても高いレベルに達する子どもたちがいる（Cummins & Swain 1986）。 

これに対し後者においては、子どもの母語が少数派の言語や社会的地位の低い言語であ

る場合、教育政策や社会的圧力によって母語の使用が次第に減少し、母語が主要言語であ

る第二言語に置き換えられることが多い。このような過程で子どもたちのアイデンティテ

ィは揺らぎ、社会的に優勢な文化に自己を融合しようとしたり、どちらの文化にも自己を

置くことが出来なかったりする（Lambert 1977）。この場合、言語能力や認知面でもマイナ

スの影響が出やすい（Cummins & Swain 1986）。ニューカマーの子どもたちの母語がこのケ

ースに当てはまると考えられる。 

第三は、母語を失うことが不安定な人間形成、貧困の再生産につながるということであ

る。 

飯高（2010）は母語を失うことは、親子の自然な言語交流ができなくなることを意味し、

青年期にさしかかる時、彼らは日本語習得の遅れた親を軽蔑し、相談をしなくなると述べ

ている。その結果、彼らのアイデンティティは、日本社会と母国社会のどちらにも属する

ことができず、不安定な人間形成になりがちだと示唆している。 

劉ら（2010）は、外国人労働者に関する調査において、貧困が子ども世代にも再生産さ

れるのは、子どもの日本語能力も十分でなく、帰国して教育を受けるための母語能力も十

分でないことからくることは明白であると述べている。 

第四は、言語習得には適した時期、すなわち臨界期があるということである。 

Pinker（1995)は、6 歳までは確実に言語を獲得できるが、それ以後は確実性が徐々に薄

れ、思春期を過ぎると完璧にマスターする例はごくまれになると述べ、幼児期の言語教育

の重要性を説いている。つまり、母語の形成に大切なのは、0～6 歳の乳幼児期なの

だということである。  

0～3 歳は「生活言語」としての母語の土台をつくる大事な時期であり、愛情をもってわ

らべ歌や童謡などを聞かせたり、手遊びをしたり、物語を語り聞かせたり、積極的に話し

かけたりするなど、大人の働きかけが非常に大切になる。また、3～6 歳は、「学習言語」

としての母語の基盤を構築する時期で、物語絵本の読み語りなどが大切である。この原理

原則に基づいた 0～6歳までの一貫した母語による教育プログラムこそが重要であり、それ
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ぞれの国の多様な文化・伝統・環境に基づいた母語教育が、子どもたちの能動的な学習を

支え、子どもたちを育んでいくのである 

以上のように、言語発達の臨界期である幼児期はその発達にとって重要な時期であり、

特に母語を確立、保持することが外国籍児の言語習得における課題となる。したがって、

多文化共生における言語コミュニケーションの障害を取り除くための研究の一環として外

国籍児を通りまく保育実践に目を向けることは非常に有益であると考えられるのである。 
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第 3 節 移民を多く受け入れているドイツの多文化共生保育 

多文化共生保育に関するさまざまな問題の具体的改善策を議論するにあたり、同様の課

題を試行錯誤してきた諸外国、特に多文化社会の中で就学前教育の改革を積極的に行って

きたドイツの保育実践について検証することとする。 

ドイツにおける就学前教育は、すでに日本においても注目され、多くの研究がなされて

いる。主なものとして、保育制度の枠組みやその拡充と展望について述べた齋藤(2011)、

ベルリン自由大学研究グループの成果を検討することから、ドイツの幼稚園における、「教

育の質」について検討した豊田(2011)、ドイツにおける就学前教育改革の中でも、言語教

育を中心に検討した中西(2015)、ドイツの「状況的アプローチ」注42における質と、その評

価方法に関する研究成果を明らかにした相賀(2015)などの研究があげられる。 

また、立花(2016)は、ノルトラインヴァストファーレン（NRW）州で実施されている学

校改革プロジェクト「言葉への配慮を通じた学校改善」を題材に、低学力層の成績向上の

ために不可欠な学習言語の獲得を可能にする体制づくりについて検討している。 

 さらに、金箱（2010）は、ドイツ語教育の役割を検討する中で、幼児に対する早期ドイ

ツ語教育と母語教育についても触れている。それは、「ドイツ語を母語としない子どもたち

が幼い時から、国の共通語であるドイツ語を組織的に習得することは社会に参加するため

の前提であるが、母語の習得は個人の精神生活の発達に大きな影響を与える。ドイツは移

民に固有の文化の放棄を求める『同化』ではなく文化の独自性を認める『統合』を移民政

策に据えている。だが、幼少期からの組織的ドイツ語習得を言語政策として実施していけ

ば、結果として『統合』ではなく母語を放棄する『同化』になる可能性がある」とし、組

織的早期ドイツ語教育に警鐘を鳴らしている。  

  一方、ドイツにおいては、2000年に行われたOECDの学習到達度調査(PISA)の結果注43、親

の所属する社会階層による学力(読解力)の格差が最も大きい国であったこと、両親とも外

国生まれの生徒の読解力の達成度が著しく劣っていることなどが明らかになった。いわゆ

るPISAショックといわれるこの調査以降、特に移民的背景を持つ子どもの言語育成が重要

視されるようになり、就学前教育においても言語教育は重要課題となっている。また、EU

（European Union）に象徴されるようにドイツは多文化が根付いている国である。多くの

                                                   
42 ドイツ連邦主導の乳児・幼児教育の質の改善と保障のための評価方法を開発するプロジェクトの

一つである。 
43 37 か国が参加し、読解力リテラシー、数学的リテラシー、科学的リテラシーの 3 分野を調査した。

その結果ドイツは、31 か国中読解力リテラシーから順に、21 位、20 位、20 位と平均以下であっ

た。 
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移民や難民を受け入れ共生してきた歴史があり、人々の多文化に対する考え方も日本人の

それとは異なる。だからこそ、わが国が現在直面している多文化共生問題をドイツの実践

から捉えることで、そこから示唆を得ることができると考えられる。 

 そこで、長年、多文化先進国であり移民への教育対策を講じてきた歴史をもち、近年で

はシリアやリビアからの難民も多く受け入れていることにより、教育現場においてもさま

ざまな混乱と課題をもつドイツにおいて調査を行った。本調査は、就学前教育制度と保育

実践の実際がどのように関連づけられているのか、特に外国籍児やその家庭への支援を含

めた多文化共生保育の実践がどのように行われているのかを明らかにし、その保育実践か

ら今後の日本の多文化共生保育への示唆を得ることを目的とし、NRW 州 Köln 市青少年局で

の聴き取り調査と NRW 州内の保育施設の観察と聴き取り調査の二部構成となっている。 

NRW 州は、図 5 に示すように、西はオランダ、南西はベルギー、南はラインラント＝ブ

ファルツ州、南東はヘッセン州、東と北はニーダーザクセン州と接し、欧州のほぼ中心に

位置するドイツ最大の産業州である。 

 

図 5 NRW 州の位置関係 出所（東洋経済新聞オンライン） 
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同州の人口はおよそ 1,790 万人であるが、人口統計によると 200 か国以上の外国人が在

住し、出身国ではトルコが約 50 万人と圧倒的に多く、ポーランド(約 20 万人)、イタリア(約

14 万人)がこれに続く(2015 年 12 月 31日)。しかし既にドイツ国籍を取得している外国人

も含めるとその数を正確に把握することは困難である。 

なお、NRW 州を調査地とした理由は、同州が労働者として多数のトルコ人移民を受け入

れ、トルコ人集住地域が存在すること、そこに多数のドイツで生まれ育った 2 世・3 世が

暮らしていることなど、その背景が群馬県大泉町に類似しているからである。 

 

１．調査の概要 

本研究では、まず、NRW 州 Köln 市青少年局(Stadt Köln Amt für Kinder Jugend und 

Familie)における聴き取り調査、および NRW 州の外国人児童が在籍する 5 つの保育施設に

おける観察と聴き取り調査を行い、それらの調査を基に、多文化共生保育実践の実際、特

に言語教育について明らかにすることとした。 

 調査実施に当たっては事前に日本人幼稚園の園長と主任を介して、協力施設に研究の趣

旨を文書で説明し、研究協力への同意を得た。 

Köln 市青少年局及び 5 つの保育施設の訪問日程及び面談対象者は以下の通りである。 

 

行政施設 

➀ Köln 市青少年局(Stadt Köln Amt für Kinder， Jugend und Familie) 

訪問日：2016 年 8 月 30 日 14:00-16:00 

面談対象者：青少年局職員（園長経験者） 

 

保育施設（Kita 注44） 

➀ Hilden 市（企業内）Kita：A 

訪問日：2016 年 9 月 1 日  9:00-10:30 

面談対象者：園長 

② Hilden 市（NPO 法人）Kita：B 

                                                   
44 ドイツの保育施設には、3 歳未満児を対象とする保育園（Krippen）、3 歳から就学までを対象とす

る幼稚園（Kindergarten）、7 歳から 12 歳までを対象とする学童保育園（Hort）があったが、近

年 Hort は小学校に併設されることが義務づけられるようになり、就学前の子どもの通う施設はす

べて Kita（Kindertagesstätte）と称されるようになった。 
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訪問日：2016 年 9 月 1 日  10:45-13:30 

面談対象者：園長  

③ Düsseldorf 市（企業立）Kita：C 

訪問日：2016 年 9 月 1 日  14:00-16:00 

面談者対象：園長 

④ Hilden 市（市立）Kita：D 

訪問日：2016 年 9 月 2 日  9:00-11:00 

面談対象者：保育者 

⑤ Düsseldorf 市（教会立）Kita：E 

訪問日：2016 年 9 月 5 日  9:00-11:00 

面談対象者：園長 

 

２．調査の結果 

2.1  Köln 市による就学前教育および支援 

ドイツ NRW 州の就学前教育について、Köln 市青少年局への聞き取り調査で明らかにな

ったことは、以下の 4 点である 

（1）すべての子どもに対する言語教育 

就学前教育におけるドイツ語早期教育は、外国人に特化したことではなく、ドイツ人

の子どもも含めて、すべての子どもに対する重要課題として実施されている。これは、ド

イツ国内において子どもの言語能力の低さが課題となっていることを受けての施策であ

る。国家的カリキュラムガイドラインにおいて、言語・文字・コミュニケーションは重視

され、言語教育の目標として、すべての子どもが就学時には「美しいドイツ語」を話すこ

とが挙げられている。 

（2）観察日誌を用いた発達援助 

 観察日誌を用いた記録を丁寧に作成することで、個々の課題や発達段階を明らかにし、

教育に活かしている。これは、すべての子どもたちを対象に、日常生活や遊びの中でドイ

ツ語を身につけられるよう意識した教育として行われている。例えば、絵本の読み聞かせ

を活動の中で多く取り入れ、描かれているものを実際に見せたり、体を動かしたりしなが

ら言語活動と結びつけることで効果が出ている。日常の保育における記録を重視すること
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により、言語発達のみならず、個々の子どものさまざまな課題や発達段階が明らかになり、

保育者が必要に応じた適切な援助を行うことができている。 

（3）保育者のための研修制度 

日常の保育の中で観察日誌を記して個々の子どもの課題を見出したり、言語教育プログ

ラムを実施するためには、保育者の力量が求められる。そのため保育者に対する研修制度

が充実している。特に言語教育プログラムを各園で取り組む際には、そのための補助金が

用意されている。保育者は、より良い言語教育を可能にするため、Köln 大学でその有効性

が検証されている言語教育プログラム（Language Route）の研修を定期的に受けることが

できる。この研修は、Köln 市が独自で作成した言語教育プログラム、「すべての子どもの

ための言語支援 (Sprachförderung für Alle)」に則った指導ができる保育者を育成するた

めに行われている。 

（4）保護者支援の充実 

公的な保護者支援の制度も用意されている。特に近年増加が著しい難民家庭の子どもは、

優先的に Kita に入所することができる。戦火を逃れてきたばかりの家庭では、親が子ども

と離れることができない場合もあり、そのような家庭の子どもに対しては、保育者が難民

施設に出向いて青空保育を行っている。これに対しても公的資金が充てられている。また、

ドイツ語を学びたい親や子どもは、希望すれば無料でドイツ語の補習授業を受けることが

できる。親子で通う支援センターが用意されている。 

Köln 市青少年局の担当者は、「ドイツ人、外国人の区別なく、ドイツに来る子どもたち

はドイツで教育するということが基本的な考え方である」と述べた。この言葉には、ドイ

ツ人、外国人の区別なく、すべての子どもに分け隔てなく教育の機会が与えられるべきと

する、教育に対する信念が窺える。 

  

2.2 保育現場における言語教育 

 調査対象のすべての Kita にドイツ語を母語としない子どもたちが 20％～40％の割合で

在籍していたが、それらの子どもを取り出しての言語教育は行っていない。ただし、希望

すればドイツ語の補習を受けることができる。この補習は外国人だけでなく、言語発達に

課題を有するドイツ人が受けることも可能である。つまり、ドイツ人、外国人の区別なく、

子どもに対しては、早期からドイツ語の言語教育を積極的に行っているのである。 

Kita での言語教育は、生活や遊びの中で自然にドイツ語が身に付くよう、絵本の読み聞
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かせなどを多く取り入れた保育の中で行われている。言語教育の方法として、Basik(図 6、

７)と呼ばれる観察日誌を用いていた Kita もあり、保育者が詳細に観察記録を取って、個々

の子どもの言語獲得における課題を明確にするとともに、それを教育に活かしている。 

 

図 6 言語教育観察日誌（表紙） 

 

  

図 7 言語教育観察日誌（内容） 
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また、E の Kita では，3 歳以上の子どもを対象に発達状況が一見してわかる円グラフ状

の記録を付けていた（図 8）。発達が進むと色を塗り足していき、卒園までに均等の大きな

円になるよう援助していく。運動をピンク、生活習慣を赤、社会性を青、遊びを紫、言語

をオレンジ、思考を緑で塗っていき、白のままのところが発達に課題を有する部分である。

裏面には詳細な記録がされており、保護者面談でも活用している。この記録方法は、NRW

州にあるプロテスタント教会立園での合同研修の中で検討が重ねられ、作られた共通の書

式である。 

 

   

          図 8 発達状況円グラフ 

 

なお、こうした言語教育を主眼にした保育実践には、NRW 州の言語教育プログラムの講

習を受けた保育者が指導にあたっているが、その数がまだ少ないため、今後、適切な言語

教育を実施できる保育者を増やしていくことが課題となっている。 

上述した早期ドイツ語教育は、あくまでも保育現場において実施されているものであり、 

保育者へのインタビューによると、現場の保育者は、家庭での母語保持が適切なドイツ語

習得につながるとの考えを支持しており、母語が確立している子どもほどドイツ語の習得

が早いということが確認できているという。また、保育現場では、ドイツ語教育とととも

に、外国人保育者による外国籍児への母語支援が行われており、保育現場で大きな役割を

果たしていた。これらのことは、言語教育において母語を確立することが第二言語の発達

に不可欠であることの証左である。 

また、金箱（2010）が「母語の習得は個人の精神生活の発達に大きな影響を与える」と
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述べているように、幼児期の言語教育においては、母語の確立が重要な課題であると言え

よう。 

2.3 異なる文化への配慮と多文化理解 

5つの Kitaすべてにおいて昼食が提供されており、朝食も提供している Kitaがあった。

昼食はケータリングだが、どの Kita でも食材に豚肉は一切使われていない。これは宗教上

（イスラム教）の配慮であるが、宗教の異なる子どもが食材の異なる食事をするのではな

く、全員同じものを食べる。   

また、Cの Kita では 6 人の外国人保育者（アフガニスタン人 2名・トルコ人 2 名・ポー

ランド人 1 名・ギリシャ人 1 名）が勤務していることから、担任するクラスの環境に自国

の文化を取り入れたりするなど、積極的に多文化理解を意識した保育実践が行われていた。

たとえば、アフガニスタン人の担任とトルコ人の助手のクラスでは、保育室内がオリエン

タルなイメージで環境設定されていた。また、在園児の国の文化や食習慣を紹介するイベ

ントを実施し、さまざまな国の文化に触れる機会を持つ。保育者がさまざまな国籍を持つ

集団であることから、ほとんどの外国籍児やその保護者に対して母語で対応することがで

きていた。外国人がドイツで保育者の資格を取得する場合、出身国での取得免許や資格、

経験年数も考慮されるが、一定以上のドイツ語能力を有することや、専門機関で講座を受

けることが義務付けられており、保育者としての専門性を有した外国人保育者の果たす役

割は大きい。 

さらに、E の Kita でも外国人保育者が、複数の言語で対応していた。プロテスタント教

会立であることから、キリスト教保育が実践され、毎月最終金曜日には敷地内にある教会

で礼拝がおこなわれている。この礼拝には他宗教の子どもや保護者も参列することが可能

である。宗教上の配慮を行いつつ、自国・自園の文化への理解も積極的に促している。こ

のように異文化への配慮と多文化理解が、保育実践の中で同時に行われていた。 

 

３．まとめ  

 多文化共生保育を視点にドイツの就学前教育を調査した結果、以下の 3 つの点が明らか

になった。 

第一は、言語教育が、ドイツ語を母語としない子どもを取り出して行う方法ではなく、

ドイツ人の子どもも含めたすべての子どもを対象にした、早期言語教育であった。これは、
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インクルーシブ保育の観点を重視したものである。ドイツ語教育の方法は、Basik 等を使

った観察や記録を用いて、子どもの言語発達に関する課題を発見し、教育していくという

ものであり、保育者には、そのための能力が求められている。 

言語教育を目的とした保育実践は、NRW 州の言語教育プログラムの研修を受けた保育者

が指導にあたるが、その数がまだ少ないため、適切な言語教育を行うことができる保育者

を増やすことが課題である。 

第二は、外国人保育者が複数勤務していたことである。今回調査した 2 つの Kita に外

国人保育者（ドイツ国籍を取得した保育者も含めて）が勤務していたが、その Kita におけ

る子どもへの援助や保護者への支援が非常に手厚いと思われた。これは、言語コミュニケ

ーションの障害がないということに加えて、さまざまな国の文化を取り入れた保育実践か

らも窺える。 

 第三は、公的支援が充実しているということである。難民の子どもは優先的に Kita に入

園できる。Kita に通わず、難民施設にいる子どもたちには、保育者が出向いて青空保育を

行っている。これらも公的な支援によるものである。 

 以上のことから、NRW 州における就学前教育の制度改革とその実践は、わが国の多文化

共生保育の実現に向けた制度整備や具体的な実践方法の確立に大きな示唆を与えるもので

あり、具体的には、①保育の場における言語教育の充実、②外国籍保育士の採用、③保護

者支援も含めた公的支援の充実をあげることができる。 

 もちろん、ドイツにおけるこうした制度化充実の根底には、多文化が根付いている国な

らではの人々の姿勢が大きく関わっていると考えられる。そのため、わが国において外国

籍児に対する公的支援充実を図るためには、日本に住むすべての人々への多文化理解に対

する啓蒙とアドボカシー活動が必要であることは明白である。 
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第Ⅲ章 群馬県大泉町の多文化共生 

 

第１節 群馬県大泉町における多文化共生の歴史 

群馬県大泉町は、図9に示すように群馬県の東南に位置し、1957 年に大川村と小泉町が

合併して誕生し、面積は18.03Km2 と県内で1番小さな町である。2017年5月末現在の人口は

41,899人、そのうち外国人人口は7,466人と、外国人の人口比率は約17.8％にも上る注45。 

 

 

 

図9 大泉町の位置関係 出所（大泉町HP） 

 

1952 年の地方自治法改正を受けて、小泉町と大川村では合併計画推進を決め、1957 年

に大泉町が誕生した。戦後に米軍が駐留していたキャンプドゥルーもその時に返還される

ことになり、大泉町ではその跡地に工場誘致を図り、三洋電気株式会社（現パナソニック）

が誘致された。三洋電気が大泉町にもたらした経済的効果は非常に大きく、多くの町民を

雇用し、1975 年から 35 年間地方交付税不交付団体になるなど、財政に大きく貢献した。

また、この三洋電機およびその下請け会社が、労働力として日系人をはじめとする外国人

を雇い入れ、外国人人口の急増が始まったのである。 

2007年に町の経済の多様化を目指して設立された大泉町観光協会はブラジル人住民が

多いことを活かして、ブラジル文化を大泉の主要な観光資源としてサンバフェスティバル

（大泉カルナバル）やブラジルタウン街歩きツアーなどのイベントを開催している。 

                                                   
45 大泉町ホームページ（http://www.town.oizumi.gunma.jp）より 2017 年 7 月 11 日確認 

太田市 

大泉町 

熊谷市 

邑楽町 

千代田町 

群馬県 

http://www.town.oizumi.gunma.jp2012/
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また、地域に暮らすさまざまな外国籍の人が集うイベントである「活きな世界のグルメ

横丁」を年に8回開催している。これは、近年メディア等で取り上げられるようになり、地

元以外の日本人観光客も多く参加するようになった。さらに、町では、はとバスツアーを

通じて、東京からのツアー客を誘致するなど、2016年のリオデジャネイロオリンピック開

催の際には、町を「ブラジルタウン」として定着させようとしていた。 

 一方で、1996年に建設され、多文化の街の象徴とされてきたブラジル人向けのショッピ

ングプラザ「ブラジリアンプラザ」がリーマンショック後に閉鎖したことを受け、建物の

一部を発達障がいのある外国籍児向け福祉施設として、将来は介護が必要となった外国人

高齢者も受け入れ、外国人住民の福祉拠点にする計画も進行している。入管法改正により

日本に入国したニューカマーと呼ばれる外国人の高齢化に伴う新しい動向であると言えよ

う。 

図 10 には、大泉町人口と外国人数の推移、大泉町の外国人比率の推移を示す。 

 

  

 

図 10 大泉町人口と外国人人口の推移  （大泉町ホームページ統計から筆者作成） 

 

さて、大泉町に多くの外国人が居住しているのは、大小多数の工場に勤務するためであ

り、外国籍の人々の多くは日系のブラジル人あるいはペルー人である。入管法改正前の大

泉町は「工業の町」として栄え、1980 年代後半のバブル期前までは、1.5 倍程度であった

有効求人倍率が、1988 年には2 倍を越え、1989 年から1991 年までは3 倍を越えるように
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なっていった。特に新規高卒者の求人倍率は4 倍から5 倍に達する年もあったほどである。 

1990 年前後に、こうした慢性的な労働力不足に立たされ、バブル崩壊期以降には慢性

的な不況が日本を襲ったにもかかわらず、大泉町の労働力不足は解消しなかった。近隣の

農村部や国内の遠隔地域からの労働力供給も限界に達し、町の工業を維持するためには労

働力の確保が最大の地域課題となっていったのである。 

その解決策の一つが外国人労働者であった。1980 年代後半から大泉町では、バングラ

デシュやイラン、パキスタンなどといったアジア地域からの出稼ぎ労働者が目立ち始めた。

しかし、彼らの多くが不法滞在・不法就労者であること、また、1990年の入管法改正によ

って不法滞在者を雇用した場合の使用者への罰則が強化されたことから、企業としては不

法滞在者を雇用しにくい環境が出来上がっていった。したがって、企業は合法化された外

国人の雇用に着目することとなったのである。 

そこで、人手不足により倒産する企業もある中、「日系の2世・3世に対しては、活動や

就労を制限しない」という改正入管法に多くの企業が着目した。そして、中小企業が中 

心となって「東毛地区雇用安定促進協議会」注46が組織され、合法的かつ安定雇用のできる

日系人の日本への誘致を進めたのである。そして、改正入管法が施行された1990 年の受け

入れ第一陣を皮切りに、協議会を通じて最初の2年間はそれぞれ300人の受け入れがあった。

当初32社で開始した協議会の会員企業も翌年には最多の84 社まで増加し、新聞やテレビの

取材依頼や研究者の調査協力依頼などが協議会に殺到し、外国人住民が多く暮らす町とし

てその存在が広く日本中に認識されるようになっていったのである。 

そして、協議会の取り組みによって、1989 年に277人であった大泉町の日系ブラジル人

は、入管法改正後の1990年には821人、さらに翌年1991年には1,382人と、毎年500人近い増

加を見せていった。大泉町の有効求人倍率も、1992 年以降は1倍程度に抑えられ、労働力

不足を脱した大泉の地域産業は再び賑わいを取り戻していったのである (小内 2001)。 

1999 年 4月の協議会解散時の加盟企業数は 44社、受け入れた日系ブラジル人は 1200 人

を超えた（駒井 2004）。このような大泉町における多文化共生の歴史は、以下のような経

                                                   
46 大泉町の中小企業経営者を中心として、1989 年に設立。顧問には地元選出の衆議院議員が、相談

役には当時の大泉町長が就任していたこともあり、他の団体では受けることのできなかった外部

支援を受けることができた。また、日系ブラジル人の受け入れに対し、ブラジル人を単なる労働

力としてみなすのではなく、同じ生活者としてみなすことを理念として掲げていたことに大きな

特徴があった。このような手厚い支援体制を備えていたため、日系ブラジル人にとっても魅力的

に映り、1990 年の受け入れ第一陣を皮切りに、協議会を通じて最初の 2 年間はそれぞれ 300 人

の受け入れがあった（小内 2001）。 
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緯をたどることになる注47。 

「東毛地区雇用安定促進協議会」により南米日系人の受け入れを始め、全国的に日系人

をはじめとする外国人が急増していく中、「外国人も同じ人間、人道的に迎え入れよう」

という考えの下、日系人の直接雇用を図る協議会の姿勢は国内外で大きな話題となった。

外国人増加に対する大泉町の主な施策は表 5 の通りである。 

 

表 5 群馬県大泉町の主な多文化共生施策概要年表注48   

 

 

大泉町では、町自体が積極的に外国人の誘致を行っていたことから、外国人に対する制

度の整備も早い段階から行われていた。入管法改正年(1990)の 10 月にはすでに、行政のサ

ポートとして外国籍児の在籍数の多い 3 校に、「日本語学級」を設置し、各学級に 1 名の

                                                   
47 参考：大泉町外国人集住都市会議資料 http://www.town.oizumi.gunma.jp、小内 2003、2010、駒

井 2004、濱田 2006 
48 駒井 2004 「第 3 章 大泉町の外国人市民政策」から筆者作成 

年 施策の概要
庁内各課による外国人問題打ち合わせ会議開催
町内小学校3校に「日本語学級」設置　1992年までに町内小中学校7校すべてに設置
ポルトガル語に対応した嘱託職員採用
「広報おおいずみ」にポルトガル語レッスン・ブラジル発見等ブラジル文化を紹介
ごみステーションにポルトガル語を表示
ポルトガル語を併記した「くらしの便利帳」作成
住民課外交人登録窓口にポルトガル語に対応した臨時職員を配置

1992 ポルトガル語版の広報「GARAPA」を発行
ポルトガル語版「交通安全のルールとマナー」作成
公民館に日本人対象の「ポルトガル語講座」、外国人対象の「日本語講座」開催

1995 企画部企画課に国際交流係を新設
交際交流課を新設
大泉国際交流協会設立

1998 地区別三者（行政担当・地域住民・外国人）懇談会開催（年1回開催）
ブラジル人学校「ピタゴラス」が太田市に開校
ブラジル政府主催の「学力認定試験」実施
町立図書館に「国際ライブラリー」開設
大泉群馬ブラジル協会設立
外国人生活指導用ビデオ（ポルトガル語版）を作成
外国人集住都市会議参加
緊急雇用対策として県が大泉町・太田市にそれぞれ通訳を1名配置
外国籍児童生徒の実態調査
群馬大学で多文化共生シンポジウム「在日ブラジル人児童・生徒の教育選択」開催
外国人集住都市会議参加

2003 外務省「在日ブラジル人に係る諸問題に関するシンポジウム」開催
2007 大泉多文化共生センター開所
2008 ブラジル移住100周年で天皇皇后両陛下ご来町

2001

2002

1990

1991

1993

1996

1999

2000

http://www.town.oizumi.gunma.jp/
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2 か国語を話せる指導助手の配置を行うと同時に、役場にもポルトガル語の通訳を配置し

た。その後以下に示すポルトガル語による広報誌「GARAPA」(図 11)の発行、「くらしのべ

んり帳」(図 12)、「ごみカレンダー」（図 13）などさまざまな情報をポルトガル語で紹介

している。また、不定期ではあるが、行政が主体となって外国人、町民、行政担当者が話

し合う多文化共生懇談会を開催した注49。 

 

    

図 11 GARAPA（実物を筆者撮影）    図 12 くらしの便利帳（実物を筆者撮影） 

       

    

 

                                                   
49 町ではそれぞれの地域の活動やルールを居住外国人に知らせることを目的に実施し、地域で開催

される行事の紹介や、外国人の生活上の疑問や要望を聞き意見交換を行っている。 
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図 13 ゴミ出しカレンダー （実物を筆者撮影） 

 

さらに、2007年には多文化共生コミュニティーセンター（図14）を設立し、「地域の生

活者としての外国人」への共生事業としてさまざまな施策を展開している。同センターで

は、日本での生活や習慣・文化などを身近な人たちに伝えていく「文化の通訳」登録事業

を実施しており、「習字と日本語のマナー」講座や「インタビューにも役立つ日本のマナ

ー」講座などで学んだことや、町から送られる情報を、それぞれの職場や生活圏の中で、

母語で知り合いや友だちなどに伝える役割を果たしている。 

 

 

図 14 多文化共生コミュニティーセンター （筆者撮影） 
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また、大泉町は2001年に始まった外国人集住都市会議に発足時から加盟し、共生社会の

確立を目指して積極的に参加している。同会議は、「浜松宣言」（2001）、「豊田宣言」

（2004）、「よっかいち宣言」（2006）などを通じ、外国人住民の就労、教育、医療、社

会保障など、一自治体では超えられない「法律」や「制度」に対して、国などに改革を提

言するとともに、自らの取り組みを強化してきた。そして、大泉町は外国人の生活環境整

備について検討を行い、生活者としての外国人への自治体としての対応策を進めている。 

一方、2000 年代以降のわが国全体の状況をみると、日系ブラジル人の数が高止まりし、

それに伴って日本人の一部の間に外国人への抵抗感が広まり始めるようになってきた。そ

れは「外国人＝一時的な労働力不足を補ってくれる人々」という意識が崩壊したことにも

起因する。外国人の受入れ当初、日系ブラジル人の入国は労働力不足という課題を解消す

るためにはやむを得ないこととして捉えられていた。そして、当時の日系ブラジル人に対

する意識は、「どっと増えても10 年経てばいなくなる」や「そのうち自分の国に帰るだろ

う」といったように楽観的なものであった（駒井2003）。 

しかし大泉町の日系ブラジル人は、2000 年代になっても本国に帰らず定住し、彼らの

文化を持ち込んだ生活を送るようになっていた。そして、日本人の一部の間には日系ブラ

ジル人の定住化に対して危機感を持ち始めた。それは、2001 年4 月の大泉町町長選挙でい

わゆる「共生派」の候補が落選したことに象徴される。このように外国人に対する抵抗感

が広がり始めていったのも事実である。 

また、日系ブラジル人の定住化は進行しているものの、明確な定住意識が伴っていない

場合も多い。実際に2008 年のリーマンショック以降、経済の低迷による国内の労働力需要

の減少に伴い、大泉町の日系ブラジル人も一時的に減少した。日系ブラジル人は経済状況

の変化で帰国することも依然として多く、数年で別のところへ移住することも多い。これ

は学校現場や保育現場での児童の出入りの多さからも窺える。そのため、日系ブラジル人

はすぐにいなくなる存在という先入観が生まれ、それがコミュニケーションの阻害要因と

もなり得ると考えられる。これが「顔の見えない定住化」注50といわれる所以だと言えよう。 

さらに、行政区活動と関連して、公立の教育機関と行政区活動の連携が強い大泉町にお

いては、公立学校に就学しないことは日系ブラジル人の子どもが地域との関係を遮断され

てしまうことにもつながる。また、児童活動を通じた保護者同士の交流も取りにくくなり、

                                                   
50 日系ブラジル人の集住過程において、さまざまなブラジル人コミュニティが形成され、それが日

本人と日系ブラジル人との社会的関係性の欠如をもたらした。そして、外国人労働者がそこに存

在しつつも、社会生活を欠いているがゆえに地域社会から認知されない状態になる（梶田・丹野・

樋口 2005）。 
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日本人と日系ブラジル人の大人同士の交友関係の幅も狭まってしまうのである。日系ブラ

ジル人は自らの生活設計に合わせて、就学先を「公立学校」にするか「ブラジル人学校」

にするかを選択している。それは個人の選択の自由であり、侵害することのできない権利

であるが、教育機関の選択の如何で、地域を通じた日本人との交友関係の道が閉ざされて

しまっているという実態もある。  

このような中、外国籍児にかかわる問題も多く取り上げられるようになった。そして、

外国人集住都市会議よっかいち（2005）では、「未来を担う子どもたちのために」と題し

て、外国籍児や保護者が直面している教育をはじめとする課題の解決に向けて、義務教育

前の支援、公立学校の受け入れ体制整備、働きながら学び直す機会の確保、外国人学校へ

の支援などについても提言を行った。さらに、2006年の東京会議では、子どもの教育問題

に焦点を当てて提言も行われた（「よっかいち宣言」）注51。その中で義務教育前児童への

支援について、「幼稚園教諭並びに保育士養成課程について多文化共生教育を取り入れる」

と提言された。また、「外国人集住地域の保育園や幼稚園において、日本と外国双方の文

化的背景や教育制度を熟知した人材の配置を支援する」ことが示された。 

教育の分野では、改正入管法が施行された1990 年に、国は就学を希望する外国人登録

者には無条件で義務教育諸学校への就学を認めた。これを受けて大泉町では、町内の2つの

小学校と、1つの中学校に日本語学級を設置し、ポルトガル語のできる指導助手を配置して、

受け入れ体制の整備を行なっている。さらに、1992 年までに町内の小学校4 校、中学校3 校

すべてに日本語学級の設置を終え、指導助手各1 名を固定配属し、各校に1～2 人の外国人

子女教育加配教員が配属されている。日本語学級では、週に5 日、1 日3～4 時間、週16 時

間ほどの日本語の特別指導がなされている。 

このように大泉町の学校現場では、入管法の改正とともに早期からポルトガル語のでき

る指導助手を配置するなどの公的支援を行ってきたが、外国籍児の人数に比して、その数

は十分とは言えない。 

 一方、町内には公立保育園が 3 園、私立保育園 3園、計 6園の認可保育園が存在する。

大泉町の子育て支援課による 2013年 7月 1日現在の国籍別外国籍児童の保育園への入園状

況は表 6 の通りである。 

 

 

 

                                                   
51 2006 年の東京会議のフィナーレとして、四日市市長が読み上げた宣言である（本論 p31-32）。 
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表 6 外国籍児童保育園の入園状況      （大泉町子育て支援課資料から筆者作成） 

 

 

認可保育園は保育に欠ける児童を保護者に代わって保育する児童福祉施設であり、入所

する児童の国籍は問わない。大泉町ではブラジル人保護者に対応するため、ポルトガル語

の入園案内や申込書等を備えている。また、各保育園において、児童調査票等さまざまな

書類にポルトガル語が付記されている（資料 1－16）。そして、それらの園には人数にバラ

つきはあるものの、すべての園に外国籍児が通っているにもかかわらず、外国籍児に対す

る行政による制度化された支援は行われていない。 

このように、学校現場では行政のサポートとして日本語学級や指導助手の配置等が行わ

れているが、保育園では個々の園がそれぞれ必要と思われるサポートを独自に行っている

という状況である。しかし、こうした行政のサポートは子どもの年齢が低ければ低いほど、

より必要だと考えられる。 

 さて、「災害弱者」とされている外国人が多く住む地域では、外国人への災害対応も課

題となっているが、2011 年 3 月 11日に発生した東日本大震災においては、大泉町も震度 5

強という揺れに見舞われた。この震災は、日本語が不自由な外国人への災害対応のあり方

を模索する大きな契機となった。 

大泉町では、日本人住民でさえも今までに体験したことのない震災による大きな揺れに

不安を感じた中、外国人住民がどのように行動したか、また緊急時の情報をどのように得

たかを大泉町に在住または在勤の南米系外国人 260 名にアンケート調査を行った。その中

の「日本語について」という項目では、日本語での会話ができない（10.0％）、通訳が必要

（46.2％）、つまり半数以上の 56.2％の外国人は、通訳が必要な状況であると回答してい

る。また、「日本語を読むことが可能か」についての調査では、読めない（30.3％）、漢字

以外の簡単な日本語なら読める（36.9％）と、文字での情報を理解するには翻訳が必要な

保育園 町立A 町立B 町立C 私立D 私立E 私立F 合計

ブラジル 8 5 11 17 11 4 56

国 ペルー 4 1 4 1 4 0 14

籍 フィリピン 0 1 1 1 0 0 3

別 ボリビア 1 2 6 0 2 0 11

園 パラグアイ 0 1 0 0 0 0 1

児 チリ 0 2 0 0 0 0 2

数 中国 1 0 1 0 0 0 2

（人） タイ 0 0 1 0 0 0 1

コロンビア 0 0 2 0 0 0 2

チュニジア 0 0 1 0 0 0 1

合計外国籍児数（人） 14 12 27 19 17 4 93

総園児数（人） 119 104 110 153 101 114 724

外国籍児入園率 11.80% 11.50% 24.50% 12.40% 16.80% 3.50% 12.80%
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状況であるとの回答が 67.2％あった。 

これらの結果から、調査対象者のほとんどが在日期間 5年以上にもかかわらず、読み書

が十分とはいえない状況であることが明らかになった（図 15、16）。 

 

      

  図 15 「日本語会話ができるか」についての回答（外国人集住都市会議大泉資料 

７注52から筆者作成） 

 

      

図 16 「日本語が読めるか」についての回答（外国人集住都市会議大泉資料 

７から筆者作成） 

 

 このように、入管法改正から 20 余年が経過し、大泉町は外国人施策に町をあげて取り組

んできた。そして多文化共生のモデル地区としても取り上げられるようになったが、外国

人住民との言葉や文化の違いによる摩擦や対立も問題となった（Tsuda2003）。 

日本政府が日系ブラジル人を積極的に受け入れてきたのには、血縁関係に基づく日系人

                                                   
52 http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/nihongo_suishin' 
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に対しての親近感があり、彼らの中には日本の文化が根付いているため、簡単に日本社会

に同化するであろうと推察されていた（Tsuda1999）。つまり、日系人を移民として受け入

れることは、人手不足解消とともに、日本の民族的な純一性と入管法の排他性を守るため

の効果的な方法と考えられていたのである。しかし、日系人と日本人の間の摩擦は移民の

数が多くなるにつれて表面化し、今なお数多く存在している。例えば外国籍児の学力不振、

不就学、非行や犯罪の問題、外国人労働者の高い失業率、健康保険未加入問題とともに、

暮らしの中での騒音問題や、ごみステーションの扱いの問題などが頻繁に取り上げられて

いる。 

また、大泉町に住む外国人と日本人の間には境界線もしくは棲み分け（セグリゲーショ

ン）がある（丸山2015）。その具象化されたものが毎年行われる「大泉まつり」であるとい

う。この祭りでは西小泉駅を中心に催しが行われるが、駅の南を走る国道沿いの出店はほ

とんどが日本人によるものであり、パレードや神輿などの参加者や見物客もほぼ日本人で

ある。一方で、西小泉駅東側に位置する「いずみ緑道」と呼ばれる広場のステージでは、

ブラジルの音楽やダンスが披露されており、ステージ参加者、見学者、出店者のほとんど

がブラジル人もしくはペルー人などの南米人である。こうしたセグリゲーションも、外国

人と日本人における摩擦や対立を生む要因の一つであると考えられる。 

以上のように、群馬県大泉町は、1980 年代後半から外国人労働者を多く受け入れ、「外

国人も同じ人間、人道的に迎え入れよう」という考えの下、さまざまな取り組みがなされ

てきた。その結果、多文化共生のモデル地区として取り上げられるようになったが、現在

においても外国人住民との言葉や文化の違いによる摩擦や対立も問題となっている。外国

籍児に関しては、学力不振、不就学、非行や犯罪の問題があげられる。そのため、大泉町

は外国人の生活環境整備について検討を行い、生活者としての外国人への自治体としての

対応策を進めている。 

 

第２節 群馬県大泉町における遊び広場の活動 

 群馬県大泉町は、多文化共生を掲げ、多文化共生のモデル地区とされてきたが、市民レ

ベルにおいてはさまざまな摩擦や対立が存在している。同町においては、2014 年 3 月から

多文化共生の町づくりの一環として、日本人のみならず、さまざまな外国籍の子どもとそ

の家族を対象に、子どものための遊び場「わくわく広場」が開催されている。「わくわく広

場」は、遊びという言葉をあまり必要としない媒体を提供することにより、日本人児童の

みならず外国籍児にとってもその場に入って来やすいという利点がある。また、外国籍保
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護者にとっても、子どもを媒体として日本人との交流を持つ機会ともなり得る試みである。 

 このような地域活動においては、住民、当事者が主体的に参加や組織化を図り、自らの

問題解決力を強めながら、行政や専門機関とも協働して地域の人々の共生を支えるコミュ

ニティの形成が目標となるとされている（稲葉 2016）。そこで、この活動が大泉町という

コミュニティの中にどのように位置づけられ、地域住民や当事者である外国人の参加がど

のように行なわれてきたのか、これまでの活動を振り返ることにより検討したい。 

「わくわく広場」の運営者は保育者養成校教員を含む有志 10 数名、ボランティアは北

関東の保育者養成校（大学、短期大学、専門学校）で保育や福祉を学ぶ学生である。これ

までこの活動にボランティアとして参加した学生は、4 校約 130 名を数える。参加者には、

近隣地域の保育・教育関係者、活動に関心をもつさまざまな立場の大人、そして主役の子

どもたちである。参加人数は回ごとに変動はあるものの、子どもの数は毎回 50～70人を数

える。オープンスペースであるため実人数の正確な把握はできていない。シアターコーナ

ーでは絵本の読み語り、手遊び、パネルシアター、エプロンシアター等を（図 17）、制作

コーナーでは、折り紙、紙皿工作、輪ゴムブレスレット作り等を（図 18）学生が中心とな

って、子どもたちと一緒に行っている。また、シートの上にカプラ（積み木）を広げ、だ

れでも遊べるコーナー（図 19）も用意している。 

 

 

図 17 シアターコーナー         図 18 制作コーナー 

 



72 

 

   

図 19 カプラコーナー 

 

「わくわく広場」は、大泉町が行っているイベント「活きな世界のグルメ横丁」の中の

活動である。「活きな世界のグルメ横丁」は、町の中心街にある公園の広場に、世界各国の

料理が食べられる屋台が30以上立ち並び、メインステージでは各国の音楽等が楽しめる、

地域に暮らすさまざまな外国籍の人が集うイベントである。近年メディア等で取り上げら

れるようになり、地元以外の日本人観光客も多く参加するようになった。 

「わくわく広場」は、野外のイベントの一角でテントを張っただけのブースであり、地

面にマットや座布団を敷いて、いつ誰がどの遊びに参加してもよいという場所になってい

る。ブースの周りにも広い空間があり、それぞれが自分の好きな場所で過ごすことができ

る。また、離れた場所からも見通せる空間であり、子どもたちが楽しそうに遊ぶ声や、音

楽を聴くこともできる。その場所では、言語、国籍、文化、立場、年齢にとらわれること

もなく、「支援する側と支援される側」という関係もなく、共に楽しいひと時を過ごすとい

う関係が作り上げられている。 

そこで、これまでの「わくわく広場」の活動を振り返り、その活動が運営者自身の意識

にどのような変容をもたらし、それが大泉町という多文化コミュニティにどのように作用

し、何をもたらしたのかについて検討することとする。 

 

１．活動の振り返りと検討方法 

「わくわく広場」の運営者は、さまざまな背景をもつ集団であり、活動趣旨に賛同する

者たちが、義務としてではなく自然発生的に集まった集団である。運営者の背景としては、

保育者養成校教員、会社員、施設職員等、それぞれ立場が異なっており、年齢も性別も住
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んでいる地域も異なる。このような集団が行ってきた「わくわく広場」の活動も、2016 年

6 月の活動をもって 20 回を数える。 

ここでは、2 年余（20 回）の活動を振り返り、そこで起こったエピソードの記述を質的

に分析することで、その意味を明らかにするエスノグラフィックな手法を採用して検討を

行った。活動の中で起こった象徴的なエピソードを記述し、それによりもたらされた運営

者間の議論、葛藤から意識変容に至るまでの過程を質的に分析することで、その意味を明

らかにする。そしてそれが大泉町という多文化コミュニティにどのように作用し、何をも

たらしたのかについて検討する。 

 

２．活動の変容とその意義 

 2 年余の活動運営を振り返り、エピソード記述を基に検討を行った結果を示すと以下の

通りである。 

 

（1）第Ⅰ期 所属や保育者へのこだわり 

エピソード① 

運営者である保育者養成校教員は、「わくわく広場」開催にあたり、ボランティア学生

に対して、保育者を目指す学生として恥ずかしくないよう、服装や態度などを保育実習に

準ずるよう細かくチェックするなどして、その都度指示を与えていた。 

 

エピソード② 

学生同士が、他大学・他学校の学生の態度に対して「ふらふら遊んでいるだけ」「何を

しに来ているのかわからない」などと批判し、陰口をきくことがあった。そのため、同じ

大学・学校に所属する学生同士が固まっており、他大学・他学校の学生とは交流があまり

なかった。 

 

「わくわく広場」の当初の目的は以下の 4つであった。①異なる保育者養成校に通う学

生同士がつながることで、お互いに学びあいインターカレッジサークルのような形を作り、

学生が運営主体になることを目指す。②子どもの集まる場所で、学生たちが保育実践を行

うことで保育技術の向上を目指す。③学生たちが多文化共生保育を学ぶ機会にする。④地
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域に貢献し、保育者養成校を周知させる。これらの目的を柱として活動していたことから、

運営者が保育者養成校の教員として、良い保育者を育てること、サービスを提供する側と

して、地域に貢献しなければいけないという義務感のようなものを感じていた。そのため、

ボランティア学生に対して、服装や態度などを細かく要求していたのである。 

 一方、ボランティアとして参加していた学生たちは、養成校教員から指示や注意をうけ

たり、他学の学生に対して批判したりすることがあっても、非常に生き生きと楽しそうに

活動に取り組む場面がみられた。実習とは違い、誰にも評価されないということが、自ら

楽しむ活動につながったと学生自身は振り返っている。 

 

（2）第Ⅱ期 状況に対する気づき 

エピソード③ 

学生が日本人の保護者から「対応が悪い、こんなことでは保育者にはなれないのではな

いか」と批判を受けた。大学 1年生であり活動に慣れていない学生は、保護者からのこう

した言葉に困惑し深く傷ついた様子であった。 

 

エピソード④ 

片手にビールをもち、タトゥーの入ったブラジル人と思われる男性が、学生に色々話し

かけてきた。少し酔っているようで、女子学生が困っている様子であったため、間に養成

校教員が入るなどした。 

 

エピソード⑤ 

地面にマットを敷き、その上にカプラを広げ、大人も子どもも夢中になってカプラを積

み上げる様子がよく見られた。その日、日本人保護者と一緒に来ていた 2 歳くらいの女の

子（日本人）がシートの上におもらしをしてしまった。保護者は拭こうともせず、スタッ

フが慌てて、その子どもに対応し、マットを消毒するなどした。保護者は何もせずに見て

いるだけだった。 

 

エピソード⑥ 

複数の大人と子どもがいるカプラのコーナーで、ある日本人母子が、コンビニエンスス

トアで購入したと思われる弁当を広げて食べ始めた。その場は弁当を食べて良い場所とは
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言えない雰囲気であり、そのような想定をしていなかったので、どう対応したらよいのか

運営者は困惑した。 

 

 保育者養成校の教員が運営し、その学生が活動していることを謳って活動していたため

か、遊びに来た子どもの保護者から、「〇〇してくれない」、「保育者になる学生なのに〇〇

もできない」などの苦情があがることがあった。これは、サービスを提供する側と、受け

る側という暗黙の役割と、保育者養成校の学生という役割から生じたものだと考えられる。

また、お酒を飲みながら来る大人や、カプラのマットの上でお弁当を広げ始める家族、さ

らに、シートの上でおもらしをしても我関せずの保護者等、運営者が想定していない来訪

者があった。これは、運営者が考えていた「わくわく広場」のあるべき姿と実際の姿の間

に生じたズレであった。 

 こうした「保育者や保護者はかくあるべき」といった役割意識によるトラブルやズレを

取り除こうとするのであれば、「わくわく広場」の活動そのものに明確なルールを決めなけ

ればならない。例えば、①保育者養成校の学生として参加し、養成校の学生としてふさわ

しい保育を子どもに提供する。②お酒を飲んだ来場者は参加できない。③カプラのシート

の上では、カプラ以外のことをいてはしけないなどである。そこで、運営者は、ルール設

定の是非について議論を行った。 

 

（3）第Ⅲ期 枠を取り払う 

エピソード⑦ 

「わくわく広場」開催中、運営者がルール設定の是非を議論していたとき、突然強い風

が吹き、テントが風で倒れそうになった。倒れたら非常に危険な状況であったため、テン

トを片づけたとき、青く澄んだ広い空が目の前に広がった。見通しが良くなったためか、

その後人々がどんどん集まってきた。まるで心の中の枠がテントと共に取り払われたかの

ような瞬間だった。 

  

運営者は知らず知らずのうちに、次の３つの枠を心の中に作っていたのである。①運営

者はサービスを提供する側でなければならない。②学校外での活動であるにもかかわらず、

学生に保育者的役割を期待していた。③良い保護者像にとらわれていた。そして、それら

に大きく外れている人々に対して、拒否的になってしまったのである。 
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運営者は議論をとおして、原点である「多様な文化背景を持つ住民がお互いを尊重して

共生する街づくり」に立ち還り、以下のように考え方の転換をするに至った。①保育者養

成校の名前を出すことをやめる。②保育に特化したねらいもやめる。③サービスを提供す

る側と受ける側という形をとらない。④誰でもが参加できる有志の会にしていく。 

 こうした考え方の転換が心の中の枠を取り払い、「わくわく広場」が、誰でも参加して楽

しく遊ぶことのできる「居場所」と「時間」を提供する場になった。そして、「保育者養成

校として地域に貢献する」から、「誰でも参加して、楽しく遊ぶことのできる居場所と時間

の提供」に転換して「わくわく広場」の活動を継続していくと、場も集う人々も以下のよ

うに変容していった。 

 そこで、まず場の変容過程について考察したい。「活きな世界のグルメ横丁」は世界各国

の料理が楽しめるイベントであるが、開催当初は外国人参加者が多いことが敬遠されたの

か、地元日本人参加者は少なく、子ども連れの家族の姿はほとんど見られなかった。 

 このようなイベントに、子どものための遊び場、「わくわく広場」が開設されたことで、

少しずつ家族連れが訪れるようになった。そして、子どもが長い時間楽しめる遊びが用意

されたことで、家族の滞在時間が長くなり、「一日のんびりと寛げる場所」へと変化した。

日本人・外国人を問わず多くの子どもたちが集うようになり、イベント全体の雰囲気も変

わっていった。それにつれて、イベントの場に安心感・安全感が生まれると、日本人参加

者も増加した。また、観光協会が設置した参加者が寛ぐための椅子とテーブルもわずかで

あったが、各屋台が椅子を用意するなどして参加者がゆっくりと寛げる空間が多くなった。

そして、屋台の出展者同士やイベント会場全体に一体感が生まれた。子どもや家族連れが

多く集うイベントの温かな雰囲気が「わくわく広場」からイベント全体へと拡がった。 

次に以下のエピソードを基に、人の変容過程について考察する。 

 

エピソード⑧ 

お酒を飲んでやってきていた男性はその後もたびたびやってくるが、やや酔っている様

子でもお酒を持たずにくることが多くなり、現在ではお酒を飲んでくる様子はない。 

 

エピソード⑨ 

所属する養成校で授業についていけないなど課題を抱えた学生が、継続してわくわく広

場にボランティアとしてくるようになった。そこに集まる大人に楽器の奏法について聞い
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て挑戦する学生や、他大学・他学校の学生や教員と親しくなり、さまざまな話をしたり相

談したりする雰囲気が生まれた。 

 

 「わくわく広場」は、日本人・外国人に関係なく子どものための遊び場として機能する

ことを目的としていたが、子ども連れの家族だけでなく、さまざまな人が訪れるようにな

った。出店者が子どもを連れて来るようになると、出店者同士の交流がこの場で行われる

ようになり、活動に関心を持つ人、ボランティア関係者、商工会、行政関係者なども訪れ、

情報交換や情報の共有ができるように変化した。学生らと共に歌をうたったり、楽器演奏

を行ったりしていることから、楽器を持って訪れ、演奏に参加する大人も増え、その歌や

演奏を聴くために、さらに人々が集うようにもなった。保育者養成校で上手くいかない学

生が、ボランティアとして継続して参加し、一つの居場所となっている。エピソード④と

⑥で示した、お酒を飲んでやってくる人は、それをやめてほしいと意思表示したわけでは

ないが、運営者と何気ないやり取りをしているうちに、お酒を持たずに来て楽しんでいく

ようになった。彼自身が、お酒を持たずに楽しもうと思った背景には、運営者やボランテ

ィア学生、そこに集う親子やさまざまな人々が創り出す「温かで受容的な雰囲気」が彼の

この場での振る舞いに影響を与えたと考えられる。そして、その雰囲気を作り出した要因

として運営者の意識変容があげられよう。彼は、お酒を飲む楽しさよりも、この場で過ご

すことの心地よさに価値を見出し、彼にとっても居場所となっていると考えられる。運営

者が彼の行為を変えたのはなく、運営者の変容が彼自身を変容させたと言えよう。 

このようにして、地域内外の、そしてさまざまな国籍の大人も「わくわく広場」に集い、

子どもたちと関わり、見守る姿が見られるよう変化していった。 

 

（4）第Ⅳ期 NPO 法人化 

 「わくわく広場」は遊び、児童文化、音楽・造形などのアートをとおした活動を行うこ

とにより、世代、立場、国籍、言語、文化に関係なく、多様な社会的・文化的背景を持つ

さまざまな人々が集い、交流することを可能にする。より多くの、そしてより多様な大人

に見守られて過ごすことのできる「わくわく広場」は、地域の中で子育てを行う、外国人

家庭を含めたすべての家庭にとって、ひと時を共に過ごし、楽しめる「居場所」としての

役割を果たし得る一つのモデルであると考えられる。 

2016 年 2 月、「わくわく広場」を安定的、継続的に運営し、さらに活動の場を発展させ

ていくために、この活動は、「NPO 法人わくわく広場の会」の活動の一つとして新たなスタ



78 

 

ートを切ることになった。将来的には、保育・教育、障がい者福祉、子育て支援、多文化

共生、芸術、文化等のさまざまな領域の実践及び研究の経験と、専門性を活かした市民活

動家集団として、子どもの健全育成に関する事業を中心に、未来を拓くすべての子どもの

健やかな成長を支えるための福祉の増進、社会教育、まちづくりの推進、学術、文化、芸

術の振興、人権擁護や平和の推進及び国際協力や地域社会の発展に寄与する事業を展開し

ていくことが予定されている。 

こうした活動の趣旨、および「わくわく広場」活動における理念、コンセプト、立ち位

置などが大泉町行政や群馬県行政にも理解され始め、大きな協力を得られることとなった。

その結果、「NPO 法人わくわく広場の会」として県、町行政の支援の下、学習支援事業およ

び子育て家庭に対する居場所づくり事業等も展開していく予定とされている。 

 

３．まとめ 

 近年、わが国では少子高齢化や国際化が急速に進む中、子育てに困難を感じる親、貧困

に苦しむ家庭、保育・教育の環境が十分に整わない子ども、障がいをもつ子どもとその親、

外国にルーツをもち多様な文化のあり方が理解されずに孤立している子どもとその親等が

少なくない。そして、そうした家庭への家族支援や子どもたちへの支援が求められている。

山岡（2007）は、「多文化という言葉には、文化的・言語的背景が異なることから生じる違

いから、ジェンダーやイデオロギーの相違までも含めて、お互いの人権を認め合い、差別

や偏見をなくして、文化的な多様性を包み込んでいる」と述べている。つまり、多文化と

は単に言葉や国籍の違いだけでなく、多様な社会的背景や文化的背景の違いも認め合い尊

重することである。 

 こうした支援の必要性と多文化理念を踏まえ、群馬県大泉町において 2014 年 3 月から、

地域子育て支援および多文化共生の方法の一つとして、日本人のみならず、さまざまな外

国籍の子どもとその家族を対象に、子どものための遊び場「わくわく広場」が開催されて

きた。そして、その活動も 2 年間の流れの中でさまざまな検討を加え、試行錯誤を繰り返

しながら、現在の形へと変容してきた。  

その背景には、運営者の価値観の変容がある。「わくわく広場」を開設した当初、運営

者は保育者養成校教員であることの役割にとらわれ、子どもたちにはサービスを提供し、

学生には保育者としての役割を期待し、保護者にもよき保護者としての役割を期待してい

た。しかし、その期待から外れた事態が発生し、その期待から外れた人々が参加してきた
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ときに、役割意識による概念と多文化共生の理念との間に齟齬が生じたのである。仮に役

割意識による概念を優先するならば、ルールを設定して期待から外れた事態や人々を排除

しなければならない。一方、多文化共生の理念を優先するならば、すべての事態を受け入

れ、すべての人を尊重し排除してはならない。こうした心理的葛藤を、議論を重ねること

で払拭し、運営者が自らの心の中にある役割意識という枠を取り払ったことが、多文化共

生実現への転機となったと考えられる。 

その結果として、「わくわく広場」という場が変容し、集う人々も変容したのではない

かと考えられる。そして、「わくわく広場」に①安心感と居心地のよさがあることの価値、

②サービスを提供する場ではなく、いつもそこに運営者がいることの価値、③何もルール

を設ける必要がないことの価値を見出した。これらの価値を作り上げてきた要因としては、

以下のことが考えられる。①運営者が役割意識をもたず、自らもその場で楽しむという気

持ちが、場に居心地の良さをもたらしたこと、②参加者とサービス提供者という対立軸を

無くしたこと、③野外にテントを張っただけのボーダーフリーであり、出入りも自由であ

ったことから、ルールを設定しなくても成立したこと、などである。また、運営者が「わ

くわく広場」のあり方を「～すべき」と決めて価値を作りだしたのではなく、エピソード

にあるような経験と葛藤を繰り返す中で新たな枠組みと価値を生み出したことが、「わくわ

く広場」を現在のような活動へと変容させてきたのである。 

これは、まさに多文化共生社会を草の根的に創り出すための一つの事例だと言えよう。

そしてここで示唆された「安心感と居心地のよさがあることの価値」は、多文化共生保育

の現場においても重要な意味をもつものと考えられるのである。 

なお、2 年余の「わくわく広場」の活動経過と運営者の議論に基づいて、多文化共生実

現への変遷をまとめたものが図 20 である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 



81 

 

第３節 群馬県大泉町における多文化共生保育 

本節では、群馬県大泉町の多文化共生保育の現状と課題について、先行研究を整理し、

考察する。 

本章第 1 節で述べたように大泉町は言葉や文化、習慣の違う人たちが共に安心して快適

な生活が送れる「秩序ある共生のまちづくり」を目指し、さまざまな事業を展開し、在住

する外国籍の人々へのニーズに応えようとしている。こうした多文化共生事業の中、行政

による教育への支援としては、すべての公立小中学校における「日本語学級」の設置や、

通訳のできる指導員の配置があげられる。また、ブラジル人学校の生徒を対象に、「子ど

もの健全育成を目指した事業」として、防犯・防災教室、交通安全教室や田植え体験など

各種体験事業を行っている。 

このように公立学校、ブラジル人学校に通う外国籍児については、何らかの行政の支援

があるが、一方で問題となるのが不就学の子どもたちと義務教育前児童および義務教育終

了後の児童である。外国人には義務教育が課せられていないため、不就学であっても行政

として手だてがない。こうした不就学の外国籍児に対する支援ならびに、義務教育前・後

の児童に対する支援は全く行われていないのが現状である。そこで、以下では、義務教育

前の児童の保育について検討を加えたい。 

林（2001）は、大泉町を対象として、就学前保育の現状について調査した。その中で、

「保護者は今の保育に不安を感じているというよりも大きくなった時の将来に不安を感

じ、その将来の不安を軽減するには、自分の出来る範囲で今どんなふうに子どもを保育す

ればいいのかという悩みを抱えている」と述べている。そして「保育園や町役場では問題

がないと思われている外国人保育も、保護者を考慮に入れた広い意味での保育としては不

足している部分が多いのではないか」と問題提起している。つまり、保育園や行政は外国

籍児を保育することに問題はないとしているが、保護者は子どもの将来に大きな不安を抱

えており、保育現場に対しては外国籍児ゆえの特別な支援を求めているということである。 

また、同調査において、保育する側が「日本人と外国人を区別することなく支援を行っ

ている」と回答しているにも関わらず、保護者からは、「差別をなくしてもらいたい。」と

いう回答も複数あったとも述べている。これは、保育者と保護者における意識のずれを意

味し、このずれが生じた原因は、保育者と保護者間の言語コミュニケーションの障害によ

るものと考えられる。したがって、こうした意識のずれを徐々に縮めていくことも、多文

化共生保育の課題であると言えよう。 
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さらに林は、同調査の中で、保育者、保護者双方から、「まだ小さいから（あまり問題

にはならない）」「小さいうちから（慣らしておけば大丈夫）」という言葉が多く聞かれた

ことにも触れている。このことは、多文化共生に関する教育の問題に比して、保育の問題

が顕在化してこなかった理由である思われる。つまり、生活が中心である幼児期には見え

なかった問題が、学習が中心となった児童期に入ってから、見えてきたと言えるのである。

これは、上野ら（2008）の長崎市における調査によって明らかとなった、少なからぬ親や

保育者から語られた「小学校に行ったらどうなるかわからない」という不安の言葉への裏

返しであり、大泉町に特化した問題ではないと考えられる。 

次に、品川・野崎（2007）は、大泉町における外国人児童の実態調査を行い、その問題

点として、生活習慣の問題、食習慣の問題、言語コミュニケーションの問題をあげている。

しかし、それらの問題が発生することによって保育に困難を有しても、保育園はあくまで

も従来の日本語による日本流の保育を行っていたとしている。 

また、この調査の中で、外国籍保護者の約 95.5％が日本の保育園を選んだ理由として、

日本語・日本文化が身につくことをあげており、帰国した際に対応できなくなる可能性が

ある母語亡失への不安に関する回答は約 33.4％に留まっていた。これは、外国籍保護者が、

子どもが日本文化に触れ、日本語を獲得する場として保育園を捉えており、保育園におけ

る自国の文化や母語の維持にまで意識が及んでいないからではないかと考えられる。 

次に、大泉町における「日本人化」の保育について着目する。小内（2003）は、「大泉

町の保育士たちは外国人児童を受け入れ始めた当初は、外国語を覚え、外国籍児に対応し

ようとしていたが、次第に従来の日本語による日本流の保育でも支障がないことがわかり、

外国人ゆえの配慮をしなくなった」という。そして、外国籍児も保育園生活を通して確実

に日本語や日本文化を獲得していくという、いわば「日本人化」のプロセスであると述べ

ている。さらに、この「日本人化」の進展が母語や母国文化の亡失を意味し、保護者が子

どもの将来に対して憂慮の念を抱いているにも関わらず、完全な「日本人化」につながる

保育実践を保護者の要望に応えるものとして行い続けていたとしている。 

また、野崎・品川（2009）は、「母国の文化を尊重しつつ日本の文化を伝えていくこと

ができればそれが理想である。しかし、現実問題としてはひとまず母国か日本、どちらか

を選択させる必要にせまられている。その時、日本の文化を尊重し、外国籍児たちを『日

本人化』しようとする保育方針は、より文化の壁と衝突しやすく、結果として困難を招き

やすいようである」と述べている。 

小内の言う「日本人化」とは、日本の保育園の中で外国人ゆえの特別な配慮をせず、日
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本語で日本流の保育を行うことを指しており、「同化」と同義であると考えられる。「同化」

の考え方は、少数派の意見や考えが潰されると同時に、「同化」に異を唱える少数派が差別

や排除を受け、少数派の人権が尊重されない可能性がある。さらに、「日本人化」によって

外国籍児のアイデンティティ獲得への不安も懸念されている（田崎・久保・星野 2007、河

合 2010）。 

子どものアイデンティティ保持の権利について田澤（2011）は、1989 年に国際連盟で採

択され、1994 年にわが国も批准した「児童の権利に関する条約」を用いて述べている。こ

の条約は子どもの権利について規定しており、第 8条ではアイデンティティを保持する権

利を謳っている。アイデンティティ保持に関して前文では、 

 

 この条約の締約国は、国際連合憲章において、基本的人権並びに人間の尊厳及び価値

に関する信念を改めて確認し、かつ、一層大きな自由の中で社会的進歩及び生活水準

の向上を促進することを決意したことに留意し、国際連合が、世界人権宣言及び人権

に関する国際規約において、すべての人は人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的

意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるい

かなる差別もなしに同宣言及び同規約に掲げるすべての権利及び自由を享有するこ

とができることを宣明し及び合意したことを認め、 

 

とある。また第 8条は、以下の通りである。 

 

１、締約国は、児童が法律によって認められた国籍、氏名及び家族関係を含むその身

元関係事項について不法に干渉されることなく保持する権利を尊重することを約束す

る。 

２、締約国は、児童がその身元関係事項の一部又は全部を不法に奪われた場合には、

その身元関係事項を速やかに回復するため、適当な援助及び保護を与える。 

 

そして、この条約が明らかにした、これらの権利を無視・軽視し、あるいはこれを制限

することは人権侵害であるとしている。つまり、外国籍児がアイデンティティを獲得しな

いまま日本で成長していくことは、人権侵害にも値すると言えるのである。 

 日本の小学校に就学した場合、教科学習はすべて日本語で行われているため、外国籍児

が教育における「結果の平等」を得るためには、日本語の習得が最低かつ最重要な要件と
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して認識されている。このような理由が、外国籍児に対して熱心に日本語を教えるという、

「日本人化」の保育に拍車をかけていると考えられる。しかし、三浦（2010）が、「保育園

での多文化共生保育のあり方は人権の尊重が基本であり、日本の生活に『同化』させるこ

とではない」と述べているように、今後、「日本人化」の保育を見直していく必要があろう。 

ここで大泉町の多文化共生保育に関わる行政支援について考察したい。大泉町の多文化

共生保育に関わる行政支援が制度化されていない理由について、爾（2001）は、以下の通

り述べている。「個々の園に対応を任せているのは行政が一方的に支援するのではなく、

個々の保育園の対応を尊重するということである。町の行政は個々の園からの要請には、

可能な限り対応するという姿勢をとっている。多文化共生保育においては、行政サービス

としての制度にとらわれがちであるが、保育園現場の方法に枠をはめるのではなく、現場

からの要請に対して、柔軟に対応していくことが出来るためである」とのことである。 

しかしながら、支援に関わる行政の明確な方向性や積極性が示されていないため、行政

サポートの差異が生じ、その結果、現場は外国籍児およびその保護者への対応に苦慮し、

混乱が生じるのである。それにも関わらず、大泉町の保育園に対するサポートは現在も行

政によって制度化されておらず、個々の保育園に委ねられている。第Ⅳ章第 2 節で述べる

保育園園長への聞き取り調査によると、通訳が必要であれば、役所に駐在する通訳の方に

依頼することも可能であるが、依頼から実際の通訳まで、手続きの煩雑さや日数がかかっ

てしまうため、現状では通訳を利用することはほとんどないとのことである。また、電話

を利用しての通訳システムも公立保育園に設置されているが、これに関しても現在のとこ

ろ利用はしていない。なぜなら、電話を介しての通訳であると、相手の顔が見えないこと

と、手間がかかるという問題があるからだという。また、トラブル等が発生し、緊急に通

訳が必要であっても間に合わないということもその要因である。そして、そのような環境

の中で、個々の保育園が試行錯誤しながら外国籍児への保育実践を行わざるを得ない状況

なのである。 

 このような保育現場の混乱の解消に向けた一つの試みとして、大泉町多文化保育研究会

の立ち上げがあげられる。 

同研究会は、大泉町において、保育の場と保育者養成校や研究者が連携できる組織作り

を目的とし、2014 年に立ち上げられた。その目的は、多文化共生保育の課題や成果等を共

有し、実践に反映できるシステムを構築すること、および多文化共生保育先進地域として、

他の多文化共生地域のモデルとなり得る保育実践の検討と情報の発信を行うこととされて

いる。 
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同研究会が年に 1回開催しているシンポジウムは、行政、保育関係者、保育者養成校教

員である研究者等約 20 名が集まって、情報を共有したり、保育現場での事例について検討

したりする会となっている。 

第１回シンポジウムは、2014 年 12 月 3 日、18 時から 20 時に大泉保育福祉専門学校に

おいて開催され、参加者は 2１名、うち研究者 3 名、保育関係者 11 名、児童館館長および

副館長 5 名、児童館主任厚生委員 2 名であった。ここで明らかになったことは、多くの保

育者が、外国籍児が日本語を話せるようになることは、園生活がスムーズに送れるように

なることであり、喜ばしいことだと考えていること、そして多くの保育園では、外国籍児

の日本人らしい振る舞いを好ましく思い「日本人化」を問題としない保育を行っているこ

とであった。しかし一方で、外国籍児の問題行動等が、言葉の理解によるものなのか、子

ども自身の発達が問題なのか、判断が非常に難しいということが話題になった。 

第 2 回シンポジウムは、2015 年 11月 7日 15 時から 17 時 30 分に大泉町公民館において

実施された。参加者は 24 名、うち研究者 4名、保育関係者 10 名、教育関係者 2 名、福祉

関係者１名、行政関係者 2名（うち 1 名は大泉町長）およびその他 2 名であった。ここで

は、第 1 回シンポジウムの話題を踏まえ、保護者対応の難しさ、および外国籍保育士に関

する話題が中心となった。 

大泉町多文化保育研究会が実施した 2回のシンポジウムから見えてきた、多文化共生保

育に関する課題と現時点で考えられる対応への提案をまとめると図 21の通りである。 

外国籍保護者の現状は不安定な収入による貧困、教育への無関心、ネグレクトなど複合

的な問題が絡み合っている。そのため、保護者への支援も大きな課題である。保護者が子

どもの教育に関心を示さないこと、幼児期の言語習得の重要性についても認識していない

ことも多い。また、子どもとのアタッチメントもしっかりと形成されていないケースも多

くある。そのため、保護者支援として、乳幼児期の母子関係の重要性や、言語教育の重要

性などについて保護者に啓蒙していかなければならない。 

保育者は、外国籍児の保育に不安や困難を感じながらも、これまで日本人の子どもを保

育してきた中で培った経験や知識を活かし、さまざまな工夫を凝らしながら保育実践を行

っているという姿が浮かび上がった。また、保育者は日常の業務が多忙であること、多数

の外国籍児の在園が常態化していることから、改めて多文化共生保育に向き合うことをし

ていないという状況が窺える。そして、保育現場では、外国籍児が将来日本で困ることな

く生きていけるよう、日本語で日本流の保育を展開している。このような保育実践は、大

泉町に限られたものではなく、わが国の多文化共生保育の現状であると言えよう。したが
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って、多文化共生保育について改めて考える場を提供し、保育現場と共に、議論を重ねて

いくことが必要とされているのである。 

外国籍児は保育園において、自然と日本語を獲得していくが、母語の習得不足によりダ

ブルリミテッド・バイリンガルの状態になっていく。また、言葉が通じず精神的に不安定

になりやすいという問題点がある。そうした外国籍児が就学した際に予想される課題は、

日本語も母語も不十分であり、学習についていけず低学力となる場合が多い。さらに、外

国人である保護者を嫌い、保護者との疎通ができなくなることも多い。 

こうした状況を改善するために、ポルトガル語やスペイン語を話せる人材が必要である

という要望が保育現場の声として出された。そうした人材が、子どもと一緒に過ごすこと

で、すべての子どもに安心して生活できる場をつくり、これが子どもの自己肯定感を育む

保育実践へとつながっていくのではないかという保育現場の声もあり、この要望は行政に

も届けられている。 

群馬県大泉町の多文化共生保育については、継続的に多数の研究者により研究が行われ

てきた。第Ⅱ章第 2 節で述べた、国レベルでの多文化共生保育における問題点は、大泉町

を対象とした研究においても問題として取り上げられていた。しかし、その中で取り上げ

られた問題は、現在に至っても解決されておらず、行政の施策にも反映されているとは言

い難い。また、第 2 回シンポジウムにおいて、保育現場から、「研究者が研究と称して色々

と調査に来ることがあるが、結果がフィードバックされることがなく、問題解決に全く結

びついていない」という声もあった。したがって、こうしたシンポジウムをとおして研究

結果をフィードバックし、保育現場と協力して課題解決に向けて連携していく必要がある

のである。 

以上のように、行政、保育現場、保育者養成校に関わる人々により行われる大泉町多文

化研究会においては、保育現場から多くの問題点があげられ、その問題を解決するために、

徐々に行政も動き出している。また、シンポジウムに参加した保育者からは、多文化共生

保育を見つめ直す機会になるとともに、園全体の意識向上につながるとの声もあがってい

る。こうした行政や保育現場の意識変容も同研究会のアドボカシー活動の一つの成果だと

言えよう。 
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第Ⅳ章 群馬県大泉町で働く外国籍保育士の存在意義 

 

第 1 節 外国籍保育士による支援が外国籍児の保育園適応に及ぼす心理的効果 

多文化共生保育に関わるさまざまな問題の具体的改善策の一つとして、群馬県大泉町の

保育園に勤務するペルー人、およびブラジル人の外国籍保育士に焦点をあてて、以下にお

いて検討することとする。 

まず、南米系外国籍保育士が勤務する園に入園した外国籍児の事例に基づき、外国籍保

育士との関係づくりによってもたらされる外国籍児への心理的効果と、それによる保育園

への適応過程について検討する。 

なお、本研究における適応の指標については、以下の通りである。従来の観察データに

基づく外国籍児の適応研究では、日本語の習熟度（宮川・中西 1994）や保育園の生活習慣

の獲得度（柴山 1995）などが適応の指標とされていた。しかし、外国籍児が日本人幼児と

同じように話せて行動できるようになることが適応の目標であるならば、それは小内（2003）

のいう「同化」と同義である「日本人化」であり、「互いの文化を尊重する多文化共生保育」

にはならない。したがって、外国籍保育士との関係づくりに焦点を当てた関係論的視点（佐

伯 2001）から、適応の指標を「外国籍児が不安を感じることなく居心地の良い園生活を送

れること」とする。この関係論的視点とは、外国籍児の適応過程を関係性の中で理解しよ

うとする視点であり、外国籍児を取り巻く人・もの・出来事の網の目の中に彼らを位置づ

けて見る立場を言う。さらに、外国籍児が保育園に適応するということは、自分を理解し

てくれる人を見つけ、その人と関係づくりをすることであり、保育園で居心地良く過ごす

ことである（柴山 2002）という視点を採用した。なぜなら、外国籍児が日本の保育園に同

化するのではなく、日本の保育園の中で居心地よく過ごせることが多文化共生の第一歩だ

と考えたからである。 

外国籍児における上述の適応過程を考察するにあたり、本研究では、外国籍児が母語理

解者である外国籍保育士との関わりから得られる、「カタルシス効果(catharsis effect)」

および、「バディ効果(buddy effect)」について着目する注53。これらの効果は精神分析、

殊にカウンセリングの効果として挙げられているものである。カタルシス効果とは感

情浄化であり、内面に鬱積した感情を言語化（外部化）することによって、解

                                                   
53 カタルシスとは、ロジャース（Carl Ransom Rogers,1995）の Client-centered therapy :its current 

practice, implications, and theory をもとに行われる一般的なカウンセリングにおいて得られ

る効果としてあげられている（武藤 1998）。 
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放感や爽快感、安心感や癒しを得ることである。また、バディ効果とは信頼できる

仲間と一緒にいることで得られる精神的安定の効果であり、自分をわかってくれ

る人の存在を感じ、共感を得ることで「自分は一人ではない」と感じることである。 

これらの効果がカウンセリング、すなわち言葉を介したやり取りによる心理的効果であ

ることから、今回の研究における母語を介したやり取りにおいても得られる効果ではない

かと考え、着目するものである。同時に外国籍保育士による外国籍児と日本人保育士およ

び日本人園児の間、保育園と保護者の間における媒介者としての機能およびその効果につ

いても着目する。 

 

１．研究方法 

まず、研究方法選択の理由について述べたい。多文化共生保育の現場では、これに係る

外国籍保育士の数が非常に少ないということ、また園児の適応過程を対象とするという研

究領域の特性を考慮した結果、自然状況下での参与観察とインタビューを基本とするフィ

ールドワーク（箕浦 1999）によってデータを収集し、現象の記述を質的に分析することで

現象の隠れた意味を明らかにするエスノグラフィックな手法を採用することとした。 

本研究のフィールドは、群馬県大泉町にある公立保育園の 3 歳児クラスである。この園

を対象とした理由は、第一に大泉町の外国人人口比率が日本一高いということ、第二に外

国籍保育士が保育園に勤務して多文化共生保育に関わっているからである。 

調査対象である保育園の 2013 年 8 月 1 日における総園児数は 114 名で、そのうち外国

籍児数は 27 名である。3 歳児クラスの園児数は 23 名、外国籍児は 6 名であり、ポルトガ

ル語のみを話すブラジル国籍の男児、外国籍児 A（以下 A）に焦点を当てて観察を行った。

3 歳児クラスの外国籍児を対象とした理由は、3 歳児クラスになると「他の子どもとの関係

が子どもの生活、特に遊びにとって重要なものとなってくる。他の子どもとの触れ合いの

中で、少しずつ友達と分け合ったり、順番を守って遊んだりできるようになる」(日本保育

協会 1999)からである。そして、遊びや食事、午睡、着替え、排泄など基本的生活習慣を

学びながら相互に関わり合う中で、どのようにして園生活に適応していくのかが明らかに

なると推察されるからである。外国籍児6名の国籍および入園時期等は表7の通りである。 
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表 7 外国籍児（3 歳児クラス）の国籍と入園時期 

外国籍児 国籍 入園時期 家庭での使用言語 

A（男児） 

B（男児）           

ブラジル 

ペルー 

2013 年 04 月 

2013 年 07 月 

ポルトガル語 

スペイン語 

C（男児） 中国 2012 年 12 月 中国語 

D（女児） ブラジル 2012 年 04 月 ポルトガル語 

E（女児） ボリビア 2012 年 04 月 スペイン語 

F（女児） ブラジル 2011 年 09 月 ポルトガル語 

 （総園児数：114 名、外国籍園児数：27 名） 

 

担任保育士および 3 歳児クラスを担当する保育士は日本人であるが、園にはペルー国籍

を持つ外国籍保育士が 2012年 4月から勤務しており、現在は 0歳児クラスを担当している。

この外国籍保育士は 6 歳時に来日した日系 3 世であり、2008 年に保育士資格を取得し、日

本語、スペイン語、ポルトガル語でのコミュニケーションには支障がない。 

3 歳児クラスと 0 歳児クラスはトイレと教室 1 つを隔ててはいるが、自由保育の時間に

は、園児たちが頻繁に行き来している。またホールにおいて、リズム遊び等を合同で行う

ことがあるため、その際にも Aは外国籍保育士と関わることができる。 

本フィールドにおける観察者の位置づけは以下の通りである。フィールドエントリーは

事前に面識のあった保育園園長と保育主任の援助を受け、園の許可を得て担当保育士の下

になされた。フィールドでの活動への関与は、活動の流れを妨害しないこと、その場でメ

モを取ることの 2点を考慮し、保育士や園児たちから誘われたり話しかけられた時のみ応

答するという「消極的参与観察（passive participation）」（Spradley 1980）によって実

施した。これは、対象が 3歳児であり、見知らぬ大人に興味を持って関わりを求めてくる

ことから、全く園児と関わらずに観察を行うことは難しく、また積極的な参与観察では保

育の流れを変えてしまう可能性があると考えられたためである。 

また、本調査は以下の手続きにより行った。データ収集の方法は、参与観察および保育

士対象のインフォーマルインタビューを具体的方法とするフィールドワークとした。参与

観察をすることによりその言動や状況を書き留め、フィールドノートに記述した。観察後

は、その日のうちにフィールドメモをフィールドノートに書き直し、理論的・方法論的な

気づきを書き留めることに努めた（柴山 1999）。参与観察は保育園の許可を受け、2013 年

4 月から 2013 年 8月までの 5 か月間行った。観察は、午睡後から着替え、おやつの時間を
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経て自由保育の約 3 時間を週に 1 回行った。インフォーマルインタビューは、参与観察デ

ータを補足するものとして、観察とは異なる視点からのデータ収集と精緻化のための資料

収集を目的として園長、担任保育士、3 歳児クラスを担当する保育士および外国籍保育士

に対して行い、逐語録を作成した。これらのインタビューは観察の合間に逐次行った。 

 データ分析の方法は以下の通りである。分析資料は、フィールドノート及び保育士対象

のインフォーマルインタビューの逐語録である。フィールドノートは、現場でとったフィ

ールドメモを基に、時系列に沿って日誌風に記述したものである。フィールドノートの記

録には、主な言動は記録されているものの、細かいところで抜け落ちている（無藤 1996）

可能性は否定できない。しかし、フィールドノートによる記録からは、切り取られた現実

ではなく、文脈の流れを持つ実践の全体像が捉えられる。そのため、質的な分析に適して

いる「よいエピソード」（森上ら 1988）が抽出できるものと考え、分析資料とした。また、

インフォーマルインタビューの逐語録も、インタビュー対象者ごとに時系列に沿って整理

し、分析資料とした。 

 そして、このフィールドノートおよび、インフォーマルインタビューの記述から意味的

なまとまりをもった一連のやり取り、すなわち「エピソード」を切り出した。そして各エ

ピソードを分析し、外国籍保育士による支援が A に及ぼす心理的効果と、それによる Aの

保育園への適応過程を考察した。 

 

２．結果と考察 

2.1 エピソード１≪午睡≫ 

 （背景） 

A が入園して 7 日目の朝、登園時の場面である。慣らし保育が終了し午睡が始まって 2

日目の朝のエピソードであるが、筆者が直接観察したものではなく、A を担当する日本人

保育士へのインフォーマルインタビューのデータから切り出したものである。なお、この

インタビューデータは日本人保育士が積極的に筆者に語ることで得られたデータである。 

（エピソード） 

 母親と一緒に登園してき A が玄関先で、母と大声でやり取りをしていた。担当する日本

人保育士が迎えに出たが、A と母が何を言い合っているのか全く分からなかった。A の母が

困惑した様子で A をなだめると、母が言ったことに納得したのか、A は保育室へ走って入



92 

 

っていった。A の母は日本語がほとんど理解できないため、日本人保育士から仲介を依頼

された外国籍保育士が、Aの母から事情を聞き取り、日本人保育士に伝えた。 

A には午睡をする習慣がなく、前日の午睡の時間がとても苦痛だったので、今日からは

昼食が終わったらすぐに迎えに来てほしい、と A は訴えていたという。そして、その日は

昼食後に迎えに来ると約束したので早退する、ということだった。A の母はなぜ午睡をす

る必要があるのかにも疑問をもっていた。そこで、外国籍保育士は、午睡は集団生活によ

る緊張を緩和し、心身の疲れを癒す大切なものであること、また無理に寝かすものではな

く、休息の時間であることなどを A の母に丁寧に説明した。さらに、外国籍保育士は、困

ったことや心配ごとがあったらいつでも声をかけるようにと付け加えた。 

その日は母が昼食後に迎えに来て、A は午睡をせずに帰宅した。そして母は、A に午睡

の意味を「大きくなって、元気になるため」と話したとのことである。翌日の午睡の時間、

A はなかなか入眠できなかったが静かに横になって午睡の時間を過ごした。その時、日本

人保育士は近くで A の背中に手を添えるなどしてスキンシップを通り、眠りやすいように

配慮した。その後、Aが午睡の時間を嫌がることはなく、徐々に眠れるようになった。 

 

（考察） 

 ブラジルの保育園や日本にあるブラジル人託児所、ブラジル人学校には、日本の保育園

で行っているような、集団での午睡という習慣はないという。この場面では、外国籍保育

士が Aの母と日本人保育士間の媒介者として機能している。日本語が理解できない母とポ

ルトガル語が理解できない日本人保育士のみでの A への対応であったならば、A の気持ち

や、支援方法がわからないまま保育が行われていた可能性がある。また、この対応におい

て、外国籍保育士は単なる通訳者としての役割ではなく、保育者としての役割も果たして

いる。それは、外国籍保育士が単に通訳をしただけではなく、自ら保育における午睡の意

味を適切に A の母に伝えたということである。 

外国籍児の適応過程に関して、菅田（2006）は、外国籍児が日本の保育園で居心地良く

過ごすためには、保育者と外国籍保護者は対話していかなければならないと述べている。

さらに山本（2007）は、外国籍児の保育園適応を促す具体的な課題として、保護者と保育

士のコミュニケーション不足を挙げている。したがって、外国籍児の保育園適応を促進す

るためには、保育士と保護者間の円滑なコミュニケーションが必要である。よって、本事

例においては、外国籍保育士の保育園と保護者間の媒介者としての機能が Aの保育園適応

を促進する方向に働いたことが示唆される。 
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2.2 エピソード２≪外国籍保育士との出会い≫ 

 （背景） 

 Aが入園して 17 日目の自由保育における外遊びの時間である。この保育園では、おやつ

を食べた後、クラス単位での保育ではなく、天気の良い時は園庭でさまざまな遊びを行う。

この頃の A はあまり言葉を発することがなく、ジェスチャーや指さし行動を使って自分の

意思を担任保育士に伝えていた。担任保育士を含め、日本人保育士も簡単な日本語とジェ

スチャーや表情およびハイタッチやハグなどのスキンシップによって A とコミュニケーシ

ョンを行っていた。そのような中、A が初めて外国籍保育士とポルトガル語で会話を交わ

した場面である。ポルトガル語での会話内容は、外国籍保育士が日本語に訳した。 

 （エピソード） 

 A が三輪車に乗って外国籍保育士の傍を通った時、外国籍保育士がポルトガル語で「こ

んにちは、元気？何しているの？」と声をかけると、A は非常に驚いた表情で「ぼくのこ

とがわかるの？」と答えた。そして、少し間をおいてから微笑んで、「これ、僕の車、いい

でしょ。」と言い、外国籍保育士が「かっこいいね。」と優しく応答した。その後、しばら

く一人で遊んでいた A が、慌てた様子で外国籍保育士のところに「おしっこしたい。」と言

いに来た。外国籍保育士が「トイレ行っておいで。」と答えると、Aは「トイレの場所忘れ

ちゃった。」と言ったため、外国籍保育士がトイレの場所をポルトガル語で説明して、A は

トイレに向かった。 

 

（考察） 

A が言葉を発せず、ジュエスチャーや指さし行動によりコミュニケーションを取ろうと

していたのは、入園から 10 日以上が経過する中で、日本人保育士に自身の言葉が通じない

ということを認知していたからだということになる。そして、自分の意思を伝えるために

は、ジュエスチャーが有効な手段であることを感じ取っていた。言葉で意思を伝えられな

いことで苛立ちを表す様子から、少なからずストレスを感じていたように見えた。 

そのような中での、外国籍保育士との出会いである。この場面における A の「ぼくのこ

とがわかるの？」という言葉は「僕の言葉が理解できるのか。」という意味であることが推

察される。保育園の中では自分の言葉を理解してくれる保育士はいないと認知していたが、

理解できる保育士がいるのだということに非常に驚くと同時に、安心感を得たのではない

かと、その表情から窺えた。園庭で遊んでいてトイレに行きたくなり、場所がわからなく
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なった A が、すぐに外国籍保育士を探してトイレの場所を確認していることから、A の中

で、外国籍保育士が「言葉でコミュニケーションが取れる保育士」として認知されたこと

がわかる。そして、これは Aに対して言葉を理解してくれる外国籍保育士が存在しており、

自分は母語で訴えることが可能であり、それを理解してもらえるという「カタルシス効果」

および、自分は一人ではないという「バディ効果」につながっていることが示唆される。 

 

2.3 エピソード３≪お片付け≫ 

（背景） 

入園から約 1カ月が過ぎた自由保育の時間である。Aは砂場で外国籍女児 D、F と 3 人で

おもちゃを使って砂遊びをしていた。この女児 2 名は、ともに 1 年以上在園していること

から、日本語での意思疎通は可能であり、保育士や日本人園児とは日本語での会話を行っ

ている。しかし、この女児 2 名は、A に対しては母語で話しかけ、母語で意思疎通を行っ

ており、相手によって言葉を自然に切り替えていた。3 人は仲良く母語で会話をしながら

楽しく遊んでいたが、帰り支度をする時間になり日本人保育士から「お片付けして、お部

屋にはいりなさい。」と声掛けがあった後の場面である。 

（エピソード） 

D と F は日本語で「お片付け」と言って自分たちが使っていたおもちゃを片づけて部屋

に向かって歩いて行った。しかし、A は片づけをせず、そのまま暫らく一人遊んでいた。

それに気づいた外国籍保育士は、A にポルトガル語で「お片付けという日本語は、おもち

ゃ遊びを終わりにして、あったところに返すことだよ。」と「お片付け」の意味を母語で説

明した。そしてさらに、「もし、やることがわからなかったら、お友達がしていることをよ

く見て、同じようにするといいよ。それでどうしてもわからないことがあったら、いつで

も私に聞いてね。」と付け加えた。すると、Aは外国籍保育士の言葉を真剣な表情で聞いて、

「わかった。」と言ってにっこり笑い、おもちゃを片づけて走って部屋に戻った。 

 

（考察） 

 A を担当する日本人保育士によると、今までの経験から外国籍児は一般的に、まず保育

士との関係をつくりながら、言葉の通じる仲間とも関係を作っていくという。そして次の

段階として言葉の通じる仲間との関係を強固にしつつ、日本人児童へと関係を広げていく

とのことである。 
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 このころから Aは、言葉の通じる仲間と一緒に行動し、特に叱られたりするとポルトガ

ル語を話すことで発散し、自分を落ち着けているような場面も多く見られた。A は母語の

通じる仲間との関係を作り始めたのである。 

そして、この場面における外国籍保育士の声掛けは、単に言葉の意味を伝えるという通

訳の機能だけではなく、A がどう行動してよいかわからなかった時の対処法を伝えるとい

う機能も有していた。そして言葉を理解できる保育士が傍に存在しており、困ったときに

はいつでも受け止めるというメッセージも発信していることが窺える。そして、こうした

外国籍保育士による母語での支援が Aに「カタルシス効果」および「バディ効果」を与え、

外国籍児の保育園適応を促進する方向に働いていると考えられる。 

 

2.4 エピソード４≪保護者会≫ 

 （背景） 

入園から約 2か月後に行われた初めての保護者会の場面である。この保護者会に筆者は

参加していなかったが、日本人保育士および外国籍保育士から得られたインフォーマルイ

ンタビューのデータから切り出したエピソードである。外国籍保育士は A を含めて外国籍

児たちの各クラスでの様子を各担任保育士から積極的に聞き取って保護者会に臨んだ。こ

れは、外国籍児たちの保育園での様子を日本語が理解できない外国籍保護者に伝えるため

である。 

（エピソード） 

初めての保護者会に参加した Aの母は、外国籍の保護者が集まっている近くに着席した。

そこで、外国籍保育士は外国籍の保護者たちの傍らに立ち、園長の話や担任保育士からの

説明をポルトガル語とスペイン語で通訳した。その保護者会では、子どもの家庭での様子

や、心配なことなど保護者への問いかけもあった。その中で Aの母は外国籍保育士の通訳

を介して、A が初めて集団生活を送ること、日本語が理解できないことで、日本の保育園

に適応できるのか不安があると発言した。そこで、外国籍保育士が A の保育園での活動の

様子を母に伝え、A の母は非常に安心したとのことであった。 

保護者会終了後、外国籍保育士は A の保育園での様子をさらに詳しく母に伝えた。そし

て、A の母から家庭での A の様子および母親の健康状態や仕事のことなども聞き取り、園

長および担任保育士を含めた日本人保育士にその情報を伝えた。その会話の中で、A が入

園して 1 か月が過ぎたころから、保育園での出来事や友達のことなどを母に楽しそうに話
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すようになったこと、保育園で覚えた日本語を母に教えるという行動も見せるようになっ

たことなども聞き取っている。 

  

（考察） 

保護者会を機に Aの母は、来園したときに外国籍保育士が見えると、頻繁に会話をする

ようになった。また、外国籍保育士を介して、A が母に保育園での出来事や友達のことな

どを楽しそうに話していることや家庭での様子を保育園に伝えることができている。一方、

母は保育園での Aの活動に関する様子を知ることができており、細かい情報交換が行われ

ている。これは、外国籍保育士が媒介者となることで保育園と家庭の間に良好な連携が構

築されつつあることを示唆している。 

角野(2006）は、保育者と保護者の間に信頼感を培うことは、異国で生活する子どもの

適応に欠かせない条件の一つであると述べている。このことからも、外国籍保育士の媒介

による保育園との連携が、A の保育園への適応を促進する要因の一つとして働いている可

能性が窺える。また、保育士と母語で意思疎通が図れない外国籍保護者との関係から生ま

れる子どもへの影響を考慮すると、外国籍保育士の保育園と保護者間の媒介者としての支

援は重要であり、角野（2006）の示唆する適応に欠かせない条件の一つとなっている。し

たがって、この「媒介機能」が外国籍保護者にも「カタルシス効果」や「バディ効果」を

与えていると考えらえる。 

 

2.5 エピソード５≪水遊び≫ 

 （背景） 

入園から約 3か月が過ぎた外遊びの時間である。多くの園児たちが水道で水遊びをして

いる。A がびしょ濡れになったことで日本人保育士に叱られ、着替えを促された後の場面

である。この頃、A における日本語の発話言語数はそれほど多くないものの、理解言語に

関してはかなり多く、保育士の声掛けに応じた行動がとれるようになっていた。 

（エピソード） 

叱られた後、不満そうな顔をして着替えを終え、再度外に出た A は水道で遊んでいる他

の園児たちに向かって、日本語で「ダメ」、ポルトガル語で「ノンポージ（＝日本語ではダ

メという意味）」と大きな声で数回繰り返した。それでも園児たちがそのまま水遊びを続け

ていると、外国籍保育士の傍らに行き、「水遊びはダメなのに、みんなまだ水遊びを続けて
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いる、自分がびしょ濡れになったのは、友達が水をかけたからだ。」ということを必死で訴

えた。それを聞いた外国籍保育士は、「そうだったの、わかったよ。」とポルトガル語で応

答し、優しく A の頬に両手を当てた。A は、泣きそうな顔で何回も頷き、しばらくすると

落ち着いた様子でまた遊び始めた。 

  

（考察） 

 これは、叱られても言い訳が母語でできない A の欲求不満場面である。A は着替えをし

ながら、湧き上がる不満を他の園児たちに向けたが、そこでも不満解消ができなかったた

め、外国籍保育士に訴えるという手段をとった。自分の言葉をわかってくれる外国籍保育

士に叱られた理由を必死に訴えたのである。ここでの外国籍保育士の「そうだったの、わ

かったよ。」という言葉は、それだけで A の気持ちを受容し、共感している。短い言葉では

あったが、母語による外国籍保育士の共感の言葉に A は何度も頷くという行動を見せた。

また頬に両手を当てるという行為から目線を A と同じ位置にするという外国籍保育士の配

慮が窺えた。こうした外国籍保育士の支援が A の不安を和らげ、A が保育園で落ち着いて

過ごすことのできる一つの要因になっていることが示唆される。これらのことから、外国

籍保育士の母語での支援による A への「カタルシス効果」が、A の保育園適応を促進する

方向に働いているといえよう。 

 

３．まとめ 

本研究は、群馬県大泉町の保育園に入園した外国籍児 Aの事例に基づき、外国籍保育士

との関係づくりによってもたらされる心理的効果と、それによる保育園への適応過程につ

いて考察することを目的とした。 

その結果、A は入園してから数日するうちに、あまり言葉を話さなくなり、身振りや指

さしで何かを伝えようとしている姿が認められるようになった。このことは、A が日本人

保育士に自身の言葉が通じないということを認知したからだということになる。そして、

自分の意思を伝えるためには、ジュエスチャーが有効な手段であることを感じ取り、身振

りや指さしで自分の気持ちを表現していたのである。そして、言葉で意思を伝えられない

ことで苛立ちを表す様子がしばしば見られた。 

しかし、入園 17 日目に外国籍保育士と出会い、母語で意思疎通が図れる保育士が園に
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存在していることを知ってからは、困った時、どうしても訴えたいことがある時には、外

国籍保育士を探して母語で伝えるという行動を見せた。さらに A は、言葉の通じる仲間の

存在にも気づくと、その仲間と一緒に行動し、特に叱られたりするとポルトガル語を話す

ことで発散し、自分を落ち着けているような場面も多く見られた。これらのことから、母

語の理解できる外国籍保育士や外国籍児が園に存在することで、自分の訴えを母語で表現

できることによる「カタルシス効果」および、自分は一人ではないという「バディ効果」

が見られたことが示唆される。また、A が折に触れ母語で自分の気持ちを訴え、共感して

もらったときに見られた笑顔や落ち着いた様子から、外国籍保育士や仲間の存在は、A に

情緒の安定をもたらしていると推察される。そして、それが Aの保育園への適応、すなわ

ち本論で定義する「不安を感じることなく居心地の良い園生活」を送れる方向に働いてい

ると言えよう。 

また、午睡に関するエピソードでは、外国籍保育士が保育園と A の母との間に介在し、

A の午睡に対する思いを聞いたうえで、保育園における午睡の意味を保護者に伝えている。

この対応においては、外国籍保育士は単なる通訳者としての役割ではなく、保育者として

の役割も果たしている。そして、この外国籍保育士による媒介者としての機能により、A

は翌日から午睡を嫌がることなく、徐々に慣れていくことができた。さらに、日本語をほ

とんど話せない Aの母は、わが子が保育園に適応できるか不安を抱いていたが、保護者会

において母語で Aの様子を聞き、安心したと語っている。保護者会での外国籍保育士によ

る働きかけを契機として、その後は折に触れて外国籍保育士を通して保育園との情報交換

を行っている。これらは保育士と保護者の信頼感を培うことにつながり、角野（2006）の

示唆する、保育園への適応を促進する要因の一つとなっていると考えられる。 

言葉が通じなければ、外国籍児およびその保護者が他者とコミュニケーションをとれな

いというわけではない。しかし、お互いの意思疎通を容易なものにするためには、言葉が

重要なツールの一つとなる。そして、林（2001）および日浦（2002）が述べているように、

言語コミュニケーションの障害が外国籍児の情緒の不安定を引き起こすということを考慮

すると、母語で意思疎通が可能な外国籍保育士の支援は、外国籍児に情緒の安定をもたら

すと示唆される。中川（2005）は、通訳が常在の場合は、外国籍児の思いや訴えがわかり、

保護者からも信頼されていると述べ、派遣の通訳の場合は、相手の気持ちがわからず保護

者から信頼が得られないと述べている。このことからも、単なる通訳に止まらず保育の知

識や技術、さらには文化や習慣に対する理解も有し、保育現場に常在して外国籍児と関わ

ることのできる外国籍保育士は、多文化共生保育において重要な役割を担う存在といえる



99 

 

であろう。さらに、外国籍保育士による支援が就学前の外国籍児にとって非常に大切な母

語を維持し、同時に主要言語である日本語の習得を促すことにもつながるのではないだろ

うか。 

以上のことから、外国籍保育士による母語を介した保育支援が、保育園と Aおよびその

保護者間に媒介者として機能するとともに、「カタルシス効果」、「バディ効果」といった心

理的効果をもたらしたと考えられる。その結果、A およびその保護者に安心感を与え、A

が保育園で落ち着いて過ごすことができている。したがって、外国籍保育士の支援が Aの

保育園適応を促進させる方向に働いたことが示唆された。 

単なる通訳に止まらず保育の知識や技術、さらには文化や習慣に対する理解も有し、保

育現場に常在して外国籍児と関わることのできる外国籍保育士は、多文化共生保育におい

て重要な役割を担う存在である。さらに、外国籍保育士が母語と日本語を対比させた支援

を行っていることから、就学前の外国籍児にとって非常に大切な母語を維持し、同時に主

要言語である日本語の習得を促すことにもつながるであろう。そして、それが第Ⅲ章第３

節で提示した図 12 における、T. Skutnabb-Kngas の示した母語の確率したバイリンガルと

なるのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

第 2 節 外国籍保育士の役割およびそれに伴う保育現場の意識変容 

本節では、多文化共生保育における問題解決の第一歩として、言語コミュニケーション

に関わる支援を中心として、大泉町の保育園における外国籍保育士の役割と、それに伴う

保育現場の意識変容について検討する。 

 

１．研究方法 

本研究では、外国籍保育士が外国籍児とその保護者との信頼関係を構築し、ゲストとし

ての外国籍児およびその保護者と、ホストとしての日本人との媒介者として機能するとい

う仮説を検証する。そして、そうした外国籍保育士の支援により、保育現場の意識がどう

変容するのかを調査するため、インタビューによってデータを収集し、質的に分析する手

法を採用した。 

本調査は 2011 年 8 月から 2012 年 8 月の 1 年間にわたって実施した。各調査対象者に対

して 30 分から 1 時間程度のインタビューを 1 回から 3 回行い、本人の同意を得た上でその

内容をすべて録音した。また、調査の内容については研究報告にのみ使用することを口頭

で伝え、承諾を得た。インタビュー対象者は表 8の通り 2園の園長名、日本人保育士 3 名、

外国籍保育士 2 名、および外国籍保護者 5名である。 

 

表 8 インタビュー対象者 

園名（仮称） 設立母体 園児数（名） 外国籍児数（名） インタビュー対象者   在職年数 

A 園 公営 104 30 

園長            

日本人保育士 H 

日本人保育士 I 

日本人保育士 J 

外国人保育士 Y 

外国籍保護者（5 名）      

39 

18 

17 

2 

2 

－ 

B 園 民営 161 20 

園長 

外国籍保育士 N 

38 

6 

 

大泉町には公立保育園が 3園、私立保育園が 3園、計 6園が存在する。それらの園には
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在籍児童数にバラつきはあるものの、すべての園に外国籍児が通っている。しかし、そこ

に勤務する外国籍保育士は、調査した 2012 年当時、A 園 B 園各 1 名の計 2 名のみであり、

その意味では全数調査である。 

インタビュー方法は、対象者の考えを引き出しかつ共通点および相違点が抽出できるよ

う、半構造化インタビュー法を用いた。各対象者へのインタビュー内容について、園長 2

名および日本人保育士 3 名には、外国籍児に対してどのような対応を取っているか、外国

籍保育士が勤務して変わったこと等、これまでの多文化共生保育の実践に関する意識と外

国籍保育士が勤務することによる意識変容に焦点をあてて聞き取りを行った。外国籍保育

士 2 名への聞き取りには、保育士自身の生い立ち、外国籍児の保育で意識していること等、

自身の生い立ちと保育実践および保育意識に焦点をあてた。さらに外国籍保護者 5名には、

保護者のこれまでの保育経過、保育園に対する思い、保育園における保育意識、日本での

生活等、および外国籍保育士の存在に焦点をあてて聞き取りを行った。 

外国籍保護者に関しては、最も自分の考えを表現できる母語でのインタビューが適当と

判断し、外国籍保育士 Y が通訳として介在してのインタビューとした。外国籍保育士 Yが

インタビューの通訳を行うことで、保護者が自分の考えを包み隠さず表出できない可能性

は否めないという弱点はある。しかし、外国籍保育士 Yはポルトガル語、スペイン語共に

堪能であり、ブラジル国籍の保護者にもペルー国籍の保護者にも対応できる。加えて、保

育内容も熟知しているという点は強みでもある。また、インタビューでの保護者の表情や

話し方、外国籍保育士 Y とのやり取りの様子から、率直な語りが得られたように思われた。

したがって、これらのインタビュー結果は外国籍保育士の保育園における支援を示す一つ

の情報となると筆者は考えている。 

また、A 園には月に 1 回程度訪問し、園長および日本人保育士、外国籍保育士、および

外国籍保護者からインフォーマルな形式で多文化共生保育に関する意識について聞き取り

を行った。 

音声データおよびインフォーマルな形で得られた結果をもとに、各対象者の語りを引用

しながらストーリーを再構成した。外国籍保護者の音声データに関しては、その日本語訳

について外国籍保育士 Y が確認を行った。そして、その記述に筆者自身の解釈を加えるこ

とで対象者の語りにおける意味の理解を試みた。 
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２．結果と考察 

2.1 A 園のケース 

(1) 園での多文化共生 

 

A園は公営の保育園で、2011 年 8 月現在の外国籍児の人数は 30名である。 

外国籍児の保育について、園長は次のように語った。 

  

初めに外国籍児が入ってきたときは日本の中に他者が入るような感覚で、親と付き合う

のもすごく難しくて、その中で経験を重ねながら保育園の生活の中で、まあまあ楽しく過

ごせるようになってきた。外国人が多いからかもしれないが、最初のころに感じた違和感

は時間とともに、あたりまえのようになってきた。一日一日を過ごす中で、日本人の子ど

もも外国籍児も同じ目指す子ども像が保育者の中にはあるので、外国人だからという思い

はない。 

 そして、 

保育園というのは、日本人の子どもでも 1、2 歳の子は言葉がまだよくわからない。で

も保育士は何がやりたいかがわかる。保育士というのは言葉を介さなくてもやりたいこと

はわかるし、目で訴えられたり、表情でわかる。大人社会よりもずっとずっと早く同化す

る。 

と述べたように、外国籍児に対しては日本人と同じで特別な配慮をする必要はないようで

ある。 

しかし、 

言葉が通じないという不便さがあるので、日常保育をしていて一番欲しいのは常在の通

訳。しかしこれは経済上不可能だが、理想としていてくれたらと思う。 

とも述べている。言葉が通じないことを困難ではなく不便という表現を使ったことから、

通訳が必要であるが、現状では費用の点から無理だというジレンマがあるように思えた。  

さらに、不安として、 

保護者の気持ちを知りたい。自分たちは片言で通じていると思っているが、少し心配な

気がする。子どもも言葉がわからないから発達が遅れているように見えるのか、本当に障
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害的傾向があるのか見極められない問題もある。知的な問題なのか言葉の問題なのか、あ

るいは両方なのか判断が難しい。 

と述べたように、言葉の問題に関する不安は常に持っているようであった。 

 A 園にはペルー国籍を持つ保育士 Yが 2012 年 4 月から勤務し始めた。その後約 1 か月が

経過した後、園長は以下のように語った。 

外国籍保育士 Y が勤務してくれてから、いつももやもやしていた頭の中がすっきりした

気がする。本当に伝わっているのだろうかという不安がなくなった。保護者も外国籍保育

士 Y を探して、彼女を介してコミュニケーションを図るようになって、安心している。 

 「外国籍児も同じ」「大人社会よりもずっとずっと早く同化する」という園長の言葉から、

A 園においては「日本人化」の保育実践が行われていたことが看取される。そして、「もや

もやした頭の中」と表現したように、日々さまざまな不安やジレンマを抱えていたことが

明らかとなった。しかし、外国籍保育士 Y が勤務したことにより、「頭の中がすっきりした」

のである。このことから、外国籍保育士 Yが外国籍児およびその保護者と保育園および保

育者をつなぐ媒介者として機能し始めたことがわかる。 

 A 保育園において保護者が参加しての行事は、一日入園から始まり、入園式、保育参観、

夏祭り、運動会等、1 年間に 10 回程度あり、その際には外国籍保育士 Yが通訳としてその

役割を担っている。また、町内の他園において外国籍児およびその保護者と保育園の間に

問題や誤解が生じた際には、外国籍保育士 Y を派遣し、問題解決に結びついている。 

 

（2） 外国籍保育士 Y の取り組み 

 外国籍保育士 Yは自身の取り組みについて以下のように語った。 

私は外国籍の子どもや親の気持ちを先生たちに伝えたり、先生たちの想いの細かいとこ

ろを子どもや親に伝えたい。だからまずここには言葉がわかる保育士がいるっていう事を

わかってもらうために、送り迎えに来たパパやママに自分から話しかけるようにしている。 

外国籍保育士 Y は、まず外国籍児の代弁者となるよう関わった。特にけんかやトラブル

の際、外国籍児の気持ちを代弁して日本人の園児や保育士に伝えた。そして日本人の園児

や保育士の意図も外国籍児に伝えた。また、園児を送迎する外国籍保護者に積極的声掛け

を行い、母語でコミュニケーションが可能であることを伝えるとともに、保護者との信頼

関係を築く努力を行っていた。さらに、保育参観や行事の際には通訳として関わり、お知

らせ等、保護者への配布物についての翻訳も行った。 
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そして、 

ただ単に通訳するだけだと母語を忘れるから、「集まって」「お片づけ」「うがい・手洗

い」なんかよく使う言葉とか、ポルトガル語やスペイン語の単語と一緒に言ってあげると

いいかなと思って、そうしている。 

と語ったように、外国籍児に対しては、単に日本語を母語に訳して伝えるということのみ

ではなく、その日本語に対応する母語を教えた。そうすることで、日本語と母語の対応が

わかり、両方の言語を習得、または維持していく手助けになったと思われる。 

さらに、日本人保育士がすぐに活用できるよう、保育室に手作りのポルトガル語の単語

表(図 22)を掲示した。単語にはカタカナでルビが振ってあり、日本人保育士が有効に活用

していた。 

また、2 ヶ月に 1 回発行される保育園新聞に、外国籍保育士 Yのコラム(図 23)が掲載さ

れている。その中では、簡単なポルトガル語やスペイン語、およびそれらの国々の概要や

文化・習慣などについての紹介を、日本人保護者に向けても発信している。 

 

  

図 22 手作り単語表（筆者撮影）    図 23 保育園新聞のコラム（筆者撮影） 

 

他園への派遣については、 

大変だと思う事もあるけど、私が間に入ることで、お互いに理解しあってよい方向で解



105 

決すると、やっぱりやりがいがある。これは私にしかできないことなので、そんな気持ち

で役に立つ保育士になるのが夢だったから。 

という。外国籍保育士 Y は自身の支援にやりがいを感じ、困難を感じつつも、役割意識が

確立し自信を持って支援に当たっていると考えられる。 

保育の中においては、 

ブラジルの手遊びを行うと、その手遊びを知っている外国籍児たちが前に出て一緒にや

ってくれる。絵本の読み聞かせや、紙芝居などを理解できないで退屈している子どもたち

が、いきいきと参加できるので、なるべくたくさんやってあげたい。 

と語ったように、外国文化を保育に取り入れる取り組みも始めている。 

 こうした保育実践は、外国籍児の自信へとつながり、日本人児童にとっては、外国の文

化を知る機会ともなる。そして、このような実践の積み重ねが、児童がお互いの文化を尊

重することにつながっていくのではないだろうか。 

 

（3） 日本人保育士の変容 

外国籍児の保育について日本人保育士は以下のように語った。 

日本人保育士 H 

外国籍児の保育は言葉の問題があるけれど、今まで何の問題もなく保育できてきた。外

国人だから特別なことはしていないし、日本人と同じ保育でも何の問題もない。 

日本人保育士 I 

子どもは日本語をすぐ覚えるので、特に外国人というのを意識して保育したことはなか

った。小さい子はみんな同じだと思っている。 

日本人保育士 J 

外国籍児も日本人と同じように保育しているが、時々想いが伝わらなくて困ることもあ

る。でもそれは日本人の子どもでも同じ。 

 外国籍保育士 Yが勤務する前は、外国籍児に対して、言葉の問題を感じつつも特別な配

慮をせず日本人と同じ保育実践を行っていた。 

 外国籍保育士 Yが勤務するようになってからの保育について、日本人保育士 Hは 

伝わったか心配な時は通訳をお願いしている。今までは、わかっているようでわかって

いなかったのかもしれない。 

日本人保育士 I は 



106 

今まで自分では通じていたと思っていたのに、全然伝わってなかったことが多かった。

通訳してもらったらあっという間に情報が伝わって、今までは何だったんだろうって思う。

各保育園に言葉のできる保育士がいたら助かる。 

日本人保育士 J は 

言葉がわからない時にすぐに対応してくれて、本当に助かっている。単語表の簡単なポ

ルトガル語で外国籍児に話かけたりしている。ブラジルの習慣なども聞いて、理解できた

ことがいっぱいある。 

と語った。 

外国籍保育士 Y が勤務することで、今まで問題がないと思っていた情報伝達に支障をき

たしていたことに気づいた。特に日本人保育士 H は、「日本人と同じ保育でも問題がない」

と語っていたが、「わかっているようでわかっていなかったのかもしれない」と自らの保育

を振り返った。外国籍保育士 Yが勤務したことで、日本人保育士の経験を重ねたことによ

るマンネリズム化した多文化共生保育の在り方について再確認する機会ともなったと考え

られる。そして、情報の伝達に心配が生じた場合は、外国籍保育士 Y を介して情報を外国

籍保護者に伝えた。さらに外国籍児の訴えについても外国籍保育士 Y に通訳を依頼し、誤

解を招くことのないようにした。また、前述の単語表を参考に積極的に外国語を使用して

外国籍児に働きかけるようになった。さらに外国籍保育士 Y から言葉や習慣を学び、活用

するようにもなった。こうした実践が「互いの文化を尊重する多文化共生保育」につなが

っていくと考えられる。 

日本人保育士、外国籍保育士 Yがともに言語コミュニケーションの重要性を感じたエピ

ソードを以下に述べる。 

ある外国籍児が「キエロ トマ アグア」と担任保育士に訴えた。その日本人保育士は、

最初あまり気に留めず聞き流していたが、同じ言葉を何度も訴えるので気になって外国籍

保育士に「キエロ トマ アグア」 はどういう意味か尋ねた。すると「キエロ トマ ア

グア」はポルトガル語で、「お水が飲みたい」という意味だった。日本人保育士は慌ててそ

の外国籍児に水を飲ませた。 

ブラジルでは日本人幼児が行うような、水道の蛇口から直接飲水するという行為はみら

れない。これは、外国籍保育士 Y が仲立ちすることによって、日本人保育士と外国籍児の

間に、外国籍児の欲求に対する応答的関係が成り立った象徴的な場面だと考えられる。 
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（4） 外国籍保護者の場合 

 インタビュー調査の対象者は表 9 の通りである。在日年数は記載の通り長く、一見する

と日本文化や日本語に抵抗なく溶け込んでいるように見える。しかし、実際には日本語の

みでのコミュニケーションは円滑とはいえなかった。また最も自分の考えを表現できる母

語で実態を知ることが適当と判断したため、外国籍保育士 Y に通訳を依頼してのインタビ

ュー調査とした。 

 

表 9 外国籍保護者の状況 

保護者 国籍 在日年数（年） 園児年齢（歳） 

母 O ブラジル 07 5 

父 P ペルー 15 5 

母 Q ブラジル 25 5 

母 R ブラジル 16 4 

父 S ブラジル 18 3 

以下に実際に外国籍保護者が語った内容を記述する。 

母 O 

 日本にいる以上どんどん日本語を覚えるのはいいが、母語や母国を忘れてしまうことは

不安なので、家の中では母語を使い、自分たちは日本人ではない外国人だからと小さいこ

ろから言っていた。日本人から外国人といわれるので、外国人であるということを教えて

いる。 

父 P  

 子どもは日本語を話す。家ではスペイン語を話し、大きくなったときに子どもがどちら

に住むかわからないので両方に対応できるように家庭ではしている。 

母 Q 

 子どもは日本語とポルトガル語を話すが、混ぜこぜになっている。日本語や日本文化を

覚えることはとても良いことだと思うが、ブラジルの文化やポルトガル語を忘れたら困る

ので、家で教えている。 

母 R 

 保育園では日本語だけなので、ポルトガル語を忘れるのではないかと不安なので、家で

はポルトガル語で話す。パパがペルー人なのでスペイン語もわかる。日本語もポルトガル
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語もスペイン語もわかるようになればいいと思う。 

父 S 

 家ではポルトガル語を話して、大人になってブラジルに帰るときに困らないようにして

いる。 

 

 家庭において母語で会話をするのは、将来帰国した際に子どもが困らないように、あえ

て使用しているのだというニュアンスの回答であった。 

 また、母国の文化も維持できるよう家庭では、母国の習慣を守ったり、母国の教育テレ

ビを視聴させたりしていた。母国特有の行事なども家庭の中で行っている。 

 そして、以下に記述した通り 5 名すべての外国籍保護者は、外国籍保育士 Y が勤務して

いることで、言語コミュニケーションに関する心配がなくなったという。 

 以下に実際に外国籍保護者が語った内容を記述する。 

母 O 

 パパは日本語がわかるので、保育園の行事にはパパだけが参加していた。私は国の言葉

を話すので、子どもが恥ずかしい思いをする。でも、言葉がわかる人がいるので自分が行

事に参加することができるようになった。 

父 P 

 今まで担任の先生と話が伝わらないことがあったが、言いたいことが言えるようになっ

たのでよかった。でも、ポルトガル語スペイン語がわかる人が居てくれて自分は良いが、

ほかの国の人にはその国の言葉がわかる人が一人ずつ居たらよいと思う。 

母 Q 

 保育園からの連絡がわからない時には聞くことができるので、持ち物など忘れることが

なくなった。 

母 R 

 保育参観で物作りをしたことがあったが、日本語がわからないので何をしたらよいのか

わからなかったが、ポルトガル語で説明してくれる人がいたので楽しく参加することがで

きた。今は色々相談にのってもらって、わかりあっている。 

父 S 

 病気で子どもが欠席するときの電話では、言葉のわかる保育士を呼び出して伝えるため、

正確に症状が伝わる。また、自分の思っていることを細かく伝えられるようになった。 
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このように、外国籍保育士 Y が保育園に常時勤務していることで、園からの連絡、説明

の伝達および、保護者からの情報、意見等の伝達への不安がひとまず解消された。保育園

を欠席する際の電話連絡においても、外国籍保育士 Y を呼び出して伝えるようになった。

特に、病気の症状などを伝えるときには、正確にその内容が伝達できたので安心感がある

という。また、「工作」を行う保育園行事に参加した際に、言葉の理解ができず何をしてよ

いかわからなかった保護者が、外国籍保育士 Y の通訳により楽しく参加できるようになっ

た。 

一方、母 O の「国の言葉を話すので、子どもが恥ずかしい思いをする」という表現は、

母 O が母語に「負い目」を感じていることを物語っている。「日本人化」の中では、外国籍

児は「母語や文化に『負い目』を感じており、日本人児童の前でそれらを見せるのを拒ん

でいる」という指摘もある（太田 2000）。自身の母語や文化に「負い目」を感じるという

ことは、自己のアイデンティティをも否定することになり得る。これは多文化共生の目指

す「互いの文化を尊重する」とは、かい離する結果となる。こうした状況を払拭するため

にも、母語や母国文化を発信する外国籍保育士 Y の役割は大きい。 

 

2.2 B 園のケース 

（1） 園での多文化共生保育 

 B 園は民営保育園で、2011 年 10月現在の外国籍児の人数は 20名である。 

 外国籍児の保育について、園長は次のように語った。 

平成元年から外国籍児を受け入れ始めたので、23 年になる。最初のころは外国籍の子ど

もを避けて通るような感じだった。これではいけないと簡単なポルトガル語を覚えて対応

した。外国籍の子どもの数が増加し、日本語がほとんどわからない保護者が増えてきて現

場が混乱した。保育者と保護者の間に誤解が生じたこともある。 

B園には 6年前の 2007 年 4月からブラジル国籍を持つ外国籍保育士 N が勤務している。 

ブラジル国籍をもつ外国籍保育士 N が勤務してくれてから、保護者も子どもたちも安心

して園生活を送ることができている。さらに保育士たちの負担が軽くなった。保護者にど

う伝えればよいかと悩む時間を保育に向けられる。 

と園長が語ったように、通訳ができる外国籍保育士 N が勤務することで、外国籍児やその

保護者が安心して園生活を送れるようになるとともに、保育者の負担が減ったことで、よ

り良い保育へとつながっていることがわかる。 
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 さらに園長は、 

保育もさることながら、保護者との連携は大事だから、外国籍保育士 Nが現場にいない

と用は足りない。外国籍保育士 N はうちの宝。 

と加えた。 

このことからも、外国籍保育士 N の多文化共生保育に関する貢献は非常に有益なもので

あることが窺える。 

 

（2） 外国籍保育士 N の取り組み 

B 園では、外国籍保育士 N が勤務するまでは、外国籍保護者が子どもの在園中に限り、

通訳として介在していたが、常に在園しているわけではなかったため、不都合なことも多

かった。 

外国籍保育士 N が勤務してから、保育以外に通訳や翻訳（図 24）の仕事を一手に引き受

けた。運動会やイベント時の同時通訳も保護者や外国籍児たちにとって非常に有益な支援

であった。それにより、保育現場の混乱もひとまずなくなった。また、言葉の問題に割い

ていた時間を保育に向けられるようになったため、園全体の保育の質も向上した。さらに、

この外国籍保育士 N の支援は 2011 年 2 月 18 日付の上毛新聞（図 25）に取り上げられ、「懸

け橋・地域に新しい活力」と題して、保育者の背景と保育実践が紹介された。 

     

図 24 お便り翻訳（実物を筆者撮影）    図 25 上毛新聞に取り上げられた外国籍 

保育士 N（実物を筆者撮影） 
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B 園にはポルトガル語が話せる保育士 N が勤務しているということが町内に周知されて

きたため、それが理由で入園してくる外国籍児も多い。 

 

３．まとめ 

これまで述べてきたインタビュー調査の結果から、群馬県大泉町の多文化共生保育に関

する現実的対応は、「日本人化」の保育実践と「通訳」のできる「外国籍保育士」が関わる

保育実践の 2 つに分類できる。 

「日本人化」とは、先に述べたように日本語で日本流の保育をすることであり、「同化」

と同義である。「日本人化」によって、子どもたちは確実に日本語や日本文化を獲得して、

日本人との友達関係を形成する。そして小学校就学後の教育に対応できるという利点があ

る。しかし、「子どもの『日本人化』の進展は、母語・母国文化の亡失・未定着をも意味し

ている。そのため、親はこの点について、憂慮の念を抱かざるを得ない状況に直面してい

る」という現実がある（小内 2003）。 

また、「母語能力が確立されていない時期に、母語教育の機会が閉ざされた状態で、第

二言語のみによる学習を行うことは、基礎的な認知能力の発達に不可欠で重要な言語シス

テムを破壊し、表現と思考の道具としての母語も第二言語も用いることができない状態に

子どもを陥れている」との指摘もある（太田 2000）。実際に大泉町においても、言葉の問

題で授業について行けず不登校・不就学になる外国籍児が少なくない。 

これらの問題に関する根源はやはり、幼児期の言語獲得の方法にあると言えよう。母語

教育および、母語の維持は外国籍児にとって非常に重要であり、それは言語獲得の時期で

ある幼児期の保育実践が大きく関わると考えられる。したがって、「外国籍保育士」の支援

は外国籍児にとって母語の保持や伸長を促すために、大きな役割を担うものとなり得るの

ではないか。 

さらに「通訳」に関しては、言語コミュニケーションの問題を払拭できる有効な手段と

して、その必要性が挙げられている。そして「できれば保育または教育を習得した通訳が

子どもたちと関われる体制が望まれる」という（中川 2000）。また、品川（2011）は、「単

なる通訳者としてだけではなく、子どもの文化保障の役割としての通訳の配置が重要な視

点である」と述べている。ここでいう子どもと関われる通訳、文化保障の役割としての通

訳となり得るのが「外国籍保育士」である。 

今回調査対象とした「外国籍保育士」は幼いころに言葉や文化の問題で苦労した経験を
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持っているため、その経験から言葉や文化の問題で苦労をしている子どもたちの気持ちを

汲み取ることが可能であると考えられる。外国籍保育士 Y は、苦労を経験して保育士とな

った今、両親に反発していた頃の自分を振り返って、両親に対する申し訳ない思いも自覚

している。そしてその時の自分の気持ちも分析できており、保護者の側に立った見方も可

能であるため、保護者の想いに寄り添うことも行っている。 

「外国籍保育士」は単なる言語上の通訳に止まるものではない。言葉や文化がわかるの

みならず、保育の知識や技術も有している。正に、子どもと関わることのできる通訳であ

り、保育士なのである。したがって、「外国籍保育士」の存在が外国人児童やその保護者に

とって、より良い保育へとつながることが期待できる。多文化共生保育を進める上で大事

なことは、すべての保育者とすべての保護者および園児が、双方向のコミュニケーション

を構築し、信頼関係を築くことにあると考える。「外国籍保育士」はそのための「媒介者」

となることができる存在である。「外国籍保育士」が勤務することによる保育現場における

意識変容の概要は図 26 の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 26 外国籍保育士が勤務することによる保育現場の意識変容 

 

「外国籍保育士」は日本人保育士や日本人保護者および日本人児童に対しては、言葉や

外国文化を紹介し普及している。外国籍児および保護者には、母語でコミュニケーション

がとれるという安心感を与えると同時に、代弁者ともなっている。さらに、言葉の不安か
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ら保育園行事に参加できなかった外国籍保護者が、「外国籍保育士」が通訳に入ることによ

り、楽しんで参加できるようになり、日本人保護者と交流機会の増加にも貢献していると

捉えられる。また、日本人保育士が「外国籍保育士」を介して情報伝達を行い、言葉や習

慣を学び活用するようにもなったのである. したがって、「日本人化」の保育の中に存在し

た不安要素が取り除かれ、安心へと変化しつつある。 

コミュニケーションというのは、決して「言葉」だけに留まるものではない。「外国籍

保育士」の存在は、「伝わらないから話さない、話さないから伝わらない」といった負のス

パイラルを払拭できる糸口になり得る。また、「外国籍保育士」が介在することにより、外

国籍児が母語や母国文化に「負い目」を感じることなくアイデンティティを形成し、その

中で自身の持つ能力と資質を開花させていくことが可能にもなる。それがゲスト文化とホ

スト文化の統合を意味し、「互いの文化を尊重する」ということにつながるのである。 

本調査の対象である A 園・B 園における「外国籍保育士」の支援は、主に言語コミュニ

ケーションに関わるものである。しかし、言語コミュニケーションによってお互いの意思

疎通を図ることは、さまざまな問題を解決するための第一歩として重要なことである。そ

の上で、外国の歌や手遊びなどの文化を少しずつ保育に取り入れる試みも行っている。 

「外国籍保育士」が勤務することで、園全体の組織としては、まだ大きな変化には至っ

ていない。しかし、「外国籍保育士」のこうした努力の積み重ねが、これから組織を変化さ

せていく可能性が大きい。だからこそ、今現在の「外国籍保育士」の支援についてその支

援内容を整理し、多文化共生保育の現場において共有すべきなのである。 

そして、「外国籍保育士」のこうした保育実践の積み重ねにより、保育現場が外国籍児

に対して「日本人化」の保育から「互いの文化を尊重する多文化共生保育」へと変容して

いくと言えよう。 
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第 3 節 外国籍保育士のライフヒストリー 

本章前 2 節においては、外国籍保育士が多文化共生保育に大きく貢献していることが明

らかになった。また、幼少期に来日した外国籍保育士の来日当初の苦労や、両親との関係

における葛藤など、心理的困難が散見された。そこで、本節ではこうした困難や葛藤から、

外国籍保育士がどのように「当事者性」を獲得したのか、そのプロセスを本人の語りから

探り、当事者性が、保育実践に与えた影響を明らかにする。 

 

１．当事者性とは 

 「当事者」とは、「ある事柄について、直接の利害を有する人」を指し、民法をはじめ

とする法律や政治の分野で多く用いられる用語である。例えば、災害に会い、被害を被っ

た人およびその家族は、災害被害の当事者ということになる。一方、医療、福祉、心理の

領域においては、当事者を、何らかの助けを必要としている人ととらえる場合が多い。 

 中西・上野（2003）は、不足を抱えた現状を変えて新しい現実を作り出そうとするとき

に、人は初めて自分のニーズがわかり、当事者になると述べている。また、当事者とは問

題を抱える人々ではなく、問題を生み出している社会に対して、新しい現実を作るための

ニーズをもつ人々がなるものと定義している（中西・上野 2003）。中島（2009）は、中西・

上野のこれらの視点を「当事者を『問題』ではなくニーズを持つ人々としたことで、マイ

ノリティの当事者が自らニーズを勝ち取るという積極的なエンパワメントの側面を持って

いる点で従来の当事者観と違いがある。従来の当事者の捉え方では、『問題』を抱えている

のはマイノリティであり、その解決のために、マジョリティの支援を受ける位置へと置か

れてしまう。これに対して、中西・上野は、一方的な受け身へ位置づくことに抵抗し、自

らが必要なことを主張し動く主体として定義しているのである。」と評価している。 

つまり、当事者とは、一方的に支援される側ではなく、支援する側と対等な立場に立っ

たうえで、ニーズを主張できる人を指すと考えられる。そこで筆者は、「当事者」を、本章

前 2 節で取り上げた外国籍保育士のように、「自身が子どものころに経験した困難や葛藤を

とおして、ニーズを理解した上で、同様の困難を抱える外国籍児のニーズを代弁する人」

とし、「当事者性」を「当事者として問題とかかわる姿勢を持つこと」と定義する。 
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２．研究方法 

本調査は、2012 年 6 月から 8 月にかけて行い、6 歳時に来日し、2009 年に保育士資格を

取得したペルー国籍をもつ保育士（第Ⅳ章前 2 節で対象とした A 園の外国籍保育士 Y、20

代女性、保育歴 4年：以下 Y とする）と、12歳で来日し、2007 年に保育士資格を取得した

ブラジルにルーツを持ち日本に帰化した保育士（第Ⅳ章 2 節で対象とした B園に勤務する

外国籍保育士 N、30 代女性、保育歴 8年：以下 N とする）を対象とした。 

基幹質問をあらかじめ準備し、Y と N に対してナラティブアプローチによるインタビュ

ー調査を実施した。まず来日から現在までの出来事想起のため、河村（2000）に準じた個

人史をフローチャートで表現するライフラインの作成を依頼した。その後、ライフライン

を基にできるだけ時間の流れに沿って質問をし、体験を聞き取ることでデータの収集を行

なった。 

基幹質問は①来日してから小学校を卒業するまでのエピソード、②中学校入学から卒業

までのエピソード、③高等学校入学から卒業までのエピソード、④専門学校入学から卒業

までのエピソード、⑤保育士を取得してから現在までのエピソード、⑥うれしかった体験、

⑦困難だった体験、⑧これまで受けたサポートとその形態とした。さらに、より深い個性

を抽出するために、補足的な質問を適宜加えた。 

インタビュー時間はそれぞれ Y：98 分、N：75分であり、場所は N：個室レストラン、Y：

Y が勤務する保育園である。インタビューの内容は、それぞれの対象者の承諾を得て、そ

の音声を録音した。録音した内容は研究のみに使用することを口頭で説明し、承諾を得た。 

 得られたデータをすべて文字化し、質的コーディング（佐藤 2008）の手法に依拠し分析

した。質的コーディングとは、文字データに対して、それぞれの部分が含む内容を示す小

見出しを付けていく分析方法である。具体的には、調査対象者のナラティブの意味内容を

コーディング（オープンコーディング）し、複数のオープンコードに共通する、より抽出

度の高いコーディング（焦点的コーディング）つまり、疑念的カテゴリーに対応するコー

ドを選択的に割り振り、それらの概念同士の関係について分析するものである。さらに、

その内容の結果図を作成した。 

  

３．結果と考察 

 質的コーディングによる分析を行う前に、外国籍保育士の背景の概略を以下に示す。 



116 

3.1 外国籍保育士 Y の背景 

Y はペルーからの移住者である。6 歳で来日し小学校に入学した。1、2 年次には通学す

る小学校で開講している「日本語教室」に入り、3 年生になってから普通クラスに入った。

□の中は、当事者である外国籍保育士が語った言葉である。 

行事や参観日に言葉がわからない母は、嫌がって来てくれなかった。なぜ来ないのか理

由がわからなくて寂しかった。持っていかなくてはいけないものも持たせてもらえず、用

意してくれない母に対して苛立った思い出がある。私はいつも皆と違うことでいじめられ

た。思春期の頃はいつも母に反抗していた。母は 18 年も日本にいるのにまだ片言の日本語

しか話せない。でも、母も知らない国に来て、言葉も通じなくて嫌な思いをしたのだとい

うことが、今になってわかる。 

という。言葉がわからない苦労と、クラスメートからのいじめもあり、つらい日々を過ご

したこともある。日本語を話せない両親に対して反発もしたという。その中で日本語を覚

え、母語の忘却を避けるためスペイン語の勉強も続けた。また、ブラジル国籍の友人も多

かったためポルトガル語も勉強し、現在は日本語、スペイン語、ポルトガル語でのコミュ

ニケーションには支障がない。 

 保育士を目指した理由について 

自分は言葉のわからない子どもの気持ちが一番よくわかるし、苦労も知っている。私は

3 か国語がわかるから、そういう子どもたちの役に立てるような仕事に就きたいと思った。

それに、子どももすごく好きだったから。 

と語った。さらに、 

保育者養成校在学中の保育実習の時、入園したばかりの外国籍児が廊下で叱られてい

た。その子は泣いてポルトガル語で何か言っていたが、先生たちは「この子何言っている

かわからない。」と、わかろうとしない感じがした。その時に外国籍児のいる保育園の仕事

に就きたいと強く思った。 

とのことである。そして群馬県大泉町に隣接する地区の保育園に就職した。しかし、 

前に勤めていた外国籍児が多く在籍する保育園では、通訳と翻訳が主な仕事だった。自

分は言葉もできるけど、子どもと関わる保育の仕事がしたい。保護者との通訳や文章のチ

ェックばかりの仕事は、自分の本当にやりたい仕事ではないと思った。 

という理由から、その保育園を退職し、現在は A 園に勤務している。A 園では子どもたち

と関わりながら、外国籍児やその保護者への支援を行っている。 
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そして、 

私は、外国籍児とその保護者の気持ちの細かいところまでを聞き取ってそれを他の保育

士に伝えていきたい。保育士の深い思いも保護者に伝えたい。それに、子どもには、日本

語だけでなく母語についても教えてあげたい。母語は使わないと忘れてしまう。忘れたら

思い出すのが大変。だから、保育園のうちに忘れないように母語で話しかけて、日本語と

の対応も教えてあげたい。 

と語る。 

 また、 

南米系の保護者は愛情表現が凄い。小さい子どもに対しては過保護だし、冬はすごく厚

着。日本ではなるべく薄着の保育をする。離乳の時期にしても日本は 1 歳くらい、でもブ

ラジルやペルーでは 3 歳過ぎても母乳を与える。それが文化の違いかもしれないが、どう

して薄着がいいのかとか、なぜ 1 歳で離乳するのかとか、細かいことだけれどそういうち

ょっとした違いの持つ意味を両方に伝えたい。 

 さらに、 

保育園行事に参加しない外国籍の保護者がたくさんいる。「わからないから出ないのが

一番」みたいな考え方や、知り合いがいないから嫌だという人が多い。だから外国の方も

どんどん保育園行事に参加できるよう手助けもしたい。 

と、意欲を語っている。 

こうした取り組みにより、日本と南米における習慣の違いや、それぞれの意義の理解が

深まり、お互いの文化を尊重する保育へとつながっていくと考えられる。 

 

3.2 外国籍保育士 N の背景 

 N は祖父母と母が日本人でブラジル国籍であったが、高校生の時に日本に帰化し、日本

国籍も取得した。日本語とポルトガル語のバイリンガルである。12 歳の時に来日したが、

母親が日本人であったため、日本語を聞き慣れてはいたが、簡単な挨拶程度で円滑に日本

語は話せなかった。 

大変な努力家で、日本語の勉強に加えて高校の受験勉強も一生懸命行い、この地域では

有名な進学校を卒業している。その後、仕事をしながら保育者養成校の夜間クラスで学び、

保育士の資格を取得した。 
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12歳で日本に来たときは、日本語で苦労した。負けず嫌いなので、高校に行けないのも

悔しくて必死で勉強した。両親には頼れなかったので、自分でやるしかなかった。 

と語る。 

 保育園保育士を目指した理由を 

子どもが好きで、子どもに関わる仕事に就きたいと思って保育士になった。外国籍の子

どもは、日本に来ると日本語ばかりしゃべって母語を忘れてしまう。そういう子どもたち

にポルトガル語を教えていたこともある。子どもの頃日本語学級で勉強を一対一で教えて

もらったことがあり、私も子どもに支援をしたいと思った。 

と語った。 

 N は、ポルトガル語を話す保護者とのやり取りを主に一人で請け負っており、ポルトガ

ル語はスペイン語と類似しているため、スペイン語を話す保護者にも対応している。そし

て、保育の仕事をしながら時間外にお便りの翻訳や保護者との連絡も行っている。 

そして、 

クラス担当は決まっていて保育の仕事をしながら、通訳を必要に応じて行っている。そ

んなに頻繁に呼ばれるわけではない。お手紙とかは家で訳すけれどそんなに大変ではない。 

と語った。しかし、N が勤務することで、日本人保育士も外国籍保護者たちも、お互いに

ジェスチャーや簡単な言語を交えて理解しようとする努力をしなくなり、どんな些細なこ

とでも N に通訳や翻訳を依頼するようになっていった。その結果、N の負担は徐々に大き

くなり、休職してブラジルへ一時帰国することとなった。  

N の休職をきっかけとして、保育現場は、これまでの N に頼りすぎた多文化共生保育を

見直すに至った。そこで、現在は、翻訳や通訳をすべて N に任せるのではなく、まず担任

が介在し、N は必要に応じた援助に留めるというスタンスに変えた。例えば、日本人保育

士と外国籍児およびその保護者の間に、平常と異なった事態が生じた時や、どうしても情

報が伝わらないときなどに、N が介在するということである。そして現在は、日本人保育

士、N、保護者がお互いに理解しようという努力を始めた。 

こうした努力により、N の負担が減り、N は言葉の問題だけでなく、歌などの外国文化

を保育に活用する取り組みも始めている。 

 

3.3 外国籍保育士の当事者性獲得のプロセス 

質的コーディングによる分析の結果、調査対象者 2 名のナラティブから 17 のオープン
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コード、3の焦点的コード（概念）を得た（表 10）。 

 

表 10 外国籍保育士のナラティブから得たコーディング結果 

 

 

以下に外国籍保育士の当事者性獲得までのストーリーラインを示す。なお、本文中では、

ストーリーラインにおける焦点的コードを≪ ≫、オープンコードを[ ]で示す。 

Y および N は自らの来日当時の経験から学校での子どもの困難や家庭での子どもの困難

を以下のように語っている。子どもは[日本語が理解できない]、その結果、[学習困難に陥

る]、また、[いじめを受けることがある]などから、[不登校・不就学]という状況になるこ

とがあると考えていた。また、両親は日本語を理解できないので、そのような状況になっ

たとしても[学校には頼れない]と思っていた。こうした学校での子どもの困難だけでなく、

家庭での子どもの困難も抱えていた。多忙で日本語を学ぶ機会もなく、母語で話す両親と、

日本語で話そうとする子どもとの間で、コミュニケーション障害が生じ、日本語ができな

い[両親に不満を持つ]ことになり、同時に同胞や母国に対して嫌悪感を持ち、[外国人であ

る自分を否定する]状況が生じていた。 

子どもの一日の大半を費やす、学校および家庭において、うまく適応できず、日本語か

焦点的コード（３） オープンコード（17）

日本語が理解できない

学習困難に陥る

いじめを受けることがある

不登校・不就学

学校には頼れない

両親に不満を持つ

外国人である自分を否定する

こどもの気持ちがわかる

子どもの気持ちを代弁できる

母語が役に立つ

自己効力感

保育者になりたい

保護者と保育者の媒介者

子どもの困難克服の一助

母国の文化を伝えたい

子どもの意欲を促進

子どもの進路選択を拡大

当事者としての自分

媒介者としての自分

周辺化されている自分
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母語かの狭間で混乱を抱える中で、日本社会から≪周辺化注54されている自分≫として存在

せざるを得なかった。来日から数年が経過し、日本語も理解できるようになるとともに、

学校にも適応できるようになったころ、≪媒介者としての自分≫の役割を経験した。Y は

高校生のころに、小学生のいとこが来日し、その際には日本語を理解できない、いとこの

両親に代わって小学校とのやり取りを行っていた。N は外国籍児の多く通う保育園での実

習で、実際に日本語が理解できず困っていた子どもの気持ちを代弁したことで、通訳の重

要性を感じた。両者とも〔子どもの気持ちがわかる〕ことで、〔子どもの気持ちを代弁でき

る〕という経験から、〔母語が役に立つ〕ことを実感し、外国人である自分に対して、[自

己効力感]を持つようになっていった。 

 こうした経験から Y、N ともに〔保育者になりたい〕という気持ちが芽生えるようになっ

た。そして、その理由として自分たちの経験をとおして、[子どもの困難克服の一助]とな

る、 [保育者と保護者間の媒介者]になれると考えた。また、外国籍児のみならず日本人の

子どもにも母国の歌や手遊び、絵本の読み聞かせなどをとおして〔母国の文化を伝えたい〕

としている。 

 自分たちのこうした試みが[子どもの意欲を促進]し、[子どもの進路選択肢を拡大]する

ととらえ、子どもの展望を拓くものとして捉えるようになった。そして、子どもの問題解

決に具体的に貢献できる≪当事者としての自分≫として自己を位置づけるようになったと

言えよう。 

図 27 は、外国籍保育士の「当事者性」獲得のプロセスを図示したものである。 

 

                                                   
54 外国人児童に対して多く用いられる表現であり、彼らが不利益を被る状況を指す（矢板 2012）。 
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  図 27 外国籍保育士における当事者性獲得のプロセス  

 

  

４．まとめ 

 以上のように、外国籍保育士 Y、N についてインタビュー調査を行ってきた。そこから明

らかになったことは以下の通りである。日系南米人である Y、N は、自分の経験から外国籍

児の教育における困難の内実について十分に認識していた。自分自身も日本社会にうまく

適応できず、≪周辺化されている自分≫として存在せざるを得なかった。しかし、自分が
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成長して、子どものころの自分と同じ立場の子どもたちと関わったとき、≪周辺化されて

いる自分≫から≪当事者としての自分≫へと意識が変容した。ここでいう周辺化は、境界

化(marginalization)とも表され、自分の文化を持たず、ホストの文化との関係も保持して

いないことから、不利益を被ることを意味する。つまり、自文化にもホスト文化にも属さ

ず、さまざまな困難を抱えた自分≪周辺化されている自分≫から、通訳としての役割をと

おして、自己効力感を得て≪当事者としての自分≫に気づいたということである。 

 Y、N ともに、通訳をする経験から〔母語が役に立つ〕ことを実感する。その結果、周囲

の人達から感謝され、〔自己効力感〕を得た。そして、〔子どもの気持ちがわかる〕、〔困っ

ている子どもの力になれる〕と感じ、〔保育者になりたい〕と思った。 

Y、Nは、このようにして≪周辺化されている自分≫から、子どもたちの役に立てる≪当

事者としての自分≫へと意識を変容させていったが、それは自らの母語や経験が子どもの

保育や教育に貢献し、自らが子どもの育ちを手助けできる存在である、という自覚が芽生

えたことによるものである。 

保正（2013）は、医療ソーシャルワーカーに関する研究において、実践能力の要素には

以下の 3 要素があるとしている。第 1 要素「①価値・知識・技術を統合して発揮すること」

は、アイデンティティの「個としての側面」に該当し、第 2 要素「②各種システムとの関

係構築を行うこと＝自分は他者の役に立つのか」は、アイデンティティの「関係性にもと

づく側面」に該当するとしている。そして、①と②の集約される先が第 3 要素である「③

専門的な自己を確立」する状態であるとした。保正の 3要素説に従えば、Y、Nは保育士と

しての知識・技術に加えた通訳・翻訳という能力が第 1要素である「個としての側面」に

該当し、子どもたちの役に立てる≪当事者としての自分≫が第 2 要素である「関係性にも

とづく側面」に該当すると考えられる。そしてこの 2 つの要素が集約され、第 3の要素で

ある外国籍保育士の保育士としての「専門的な自己を確立」することにつながったと考え

ることができる。 

 また、斎藤（2009）は、文化間移動をする子どもたちへの支援を「ライフコース」とい

う視点から捉え直している。これは、子どもに必要な「今」だけをみて判断するのではな

く、彼らが歩んでいくそれぞれのステージでの学びの様相を、社会的側面と心理的側面の

両方から捉えようとするものであるとしている。当事者としてさまざまな経験をしてきた

外国籍保育士が過去の自分を重ね合わせることができる外国籍児に出会い、当事者の視点

から支援をしていくことが重要な意味を持つのである。自らの経験から≪当事者としての

自分≫を獲得した外国籍保育士は、当事者として子どもたちと関り、子どもたちの声を代
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弁することで、自らの経験と現在の活動の意義をつなげていったのである。 

そして、本章前 2節で述べた、外国籍保育士の保育実践によってもたらされる、外国籍

児に対する心理的効果や保育現場の変容は、外国籍保育士が当事者性を持ちながら外国籍

児のニーズを理解して代弁したことから、成し得た成果であると言えよう。 
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第Ⅴ章 結論 

  

第１節 多文化共生社会の理念と歴史とはいかなるものか 

本論では、序章第 2 節で示したように、4 つのリサーチクエスチョンを掲げ、それぞれ

について検討を加えてきた。その 4 つとは以下の通りである。 

（1） 多文化共生の理念と歴史とはいかなるものか 

（2） 多文化共保育の現状と課題とはいかなるものか 

（3） 群馬県大泉町の多文化共生保育の現状と課題とはいかなるものか 

（4） 当事者としての外国籍保育士の役割とはいかなるものか 

 本章ではこれらの 4 つのリサーチクエスチョンの検討結果をまとめ、そこから見えてき

た外国籍児の育ちを保障する多文化共生保育の理想的なあり方について論ずることとする。 

まず、第 1 節では、リサーチクエスチョン「①多文化共生の理念と歴史とはいかなるも

のか」について論じる。 

 第Ⅰ章で示したように、多文化共生社会を形成するための理念は、「国籍や民族の異なる

人々がお互い尊重し合い、対等な関係を保ち共に生きていくこと」注55であり、共に生きて

いくためには、我々が平等と相互理解の精神をもつことが基本となる。また、代表的多文

化国家であるアメリカ合衆国においても、わが国においても、多文化共生の歴史は、排外

から始まっており、同化へと変化してきた。その中で、上述したような多文化共生の理念

が掲げられ、理念実現に向けたさまざまな議論が行われてきた。しかし、この理念と現実

との間には課題や異論が生じており、理念は掲げられてはいるものの、実現できていると

は言い難い。それは、長い歴史の中で現在に至っても同化の理念が根強く残っていること

に象徴される。そして、こうした課題や異論は、多文化先進国といわれているアメリカ合

衆国においても例外ではなく、わが国全体においても発生しており、さまざまな問題が提

起され、現在もその解決のために取り組みがなされているところである。 

 一方で、多文化共生については、さまざまな研究がなされ、理想とする理念やモデルの

提示がなされてきた。それにもかかわらず、同化の理念が根強く残っている背景には、マ

イノリティとマジョリティが対等ではなく、マイノリティは「支援される側」、マジョリテ

ィは「支援する側」という関係性にあるからだと考えられる。なぜなら、中西・上野（2003）

が批判するように、マイノリティは弱者であり、マジョリティは弱者を助ける支援者であ

るというパターナリズムが存在するからである。 

                                                   
55 「多文化共生社会基本法の提言」を受けて総務省が定義したものである（本論ｐ17）。 
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 「共に生きる」ということを目指すとき、対等であろうとする意志をもって、そのうえ

で、より対等に近づくために支援行為を行うことが重要である。つまり、我々が、社会的

不利益を被っている人たちと対等であろうとし、相手の世界に耳を傾け、我々自身がその

世界に寄り添おうとしなければならない。そのためには、本人の語る言葉、さまざまな表

現を尊重しようとする必要がある。本人の意思の尊重は、対等になろうとする努力の一環

であると考えられる。まさに自利利他の精神「Not for him, but together with him」の

考え方である。 

 わが国での生活に深くかかわっている社会的諸問題は、日本人の意識、規範、制度など

から遠ざけられていることが多い。地域住民である外国人に対しても同様のことが言える。

国際連合が「すべての人のための教育」Education for all や、「接続可能な開発のための

教育」Education for Sustainnable Development を政策課題として打ち出している現代、

人種や差別の問題など、世界規模で個々の人々の意識改革が求められていると言えよう。 

これらのことから、多文化共生を実現するためには、「支援する側」と「支援される側」

から脱却するとともに、すべての人々が、対等な立場と相互理解の精神をもつことが求め

られる。したがって、そのためのアドボカシー活動を行っていく必要がある。 
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第２節 多文化共生保育の現状と課題とはいかなるものか 

本節では、リサーチクエスチョン「②多文化共生保育の現状と課題とはいかなるものか」

について論じることとする。 

第Ⅱ章第 1 節で整理したように、保育現場で直面している問題は、大きく分類すると、

地域との関わりの問題、生活習慣の問題、食習慣の問題、そして、言語コミュニケーショ

ンの問題であった。これらの問題は今なお数多く取り上げられていることから、現在に至

っても解決されたとは言い難い。 

加えて、わが国の保育現場においては、行政による特別な支援制度はないため、文化的

背景を異にする外国籍児が入園した場合、さまざまな問題に直面しながらも、各園が独自

に支援を行っていることが明らかになった。 

したがって、このような多文化共生保育に関するさまざまな問題を解決するためには、

保育者ひとり一人の専門性の向上が不可欠である。そのため、保育所保育指針に明記され

ている「多様性の受容等に関わる配慮事項」を保育者間で再確認していかなければならな

い。さらに、日本人の保育者だけではなく、母語が理解できる外国籍保育士が多文化共生

保育に関わる事が望まれる。 

また、第 2 節では、外国籍児の言語獲得の問題点について論じた。その結果、幼児期は

言語発達に重要な時期であり、特に母語を確立、保持することが外国籍児の言語習得にお

ける課題となることが明らかになった。そして、保育の中で適切な言語教育を行うために

は、保育者が異文化コミュニケーション・スキルを高める必要がある。加えて、外国籍児

への言語教育のためにもバイリンガルの保育士として、外国籍保育士が勤務することが望

ましい。 

さらに、第 3 節では、多文化の先進地域であり、就学前教育改革を積極的に行っている

ドイツの多文化共生保育について検証した。ドイツでは、子育て支援や保育の場に潤沢な

公的資金が投入され、難民を含めた外国人に、国をあげた手厚い支援が行われている。ま

た、保育現場では言語教育に国をあげて取り組んでおり、成果が出ているということも明

らかになった。複数の外国人保育者も保育現場で活躍していた。 

ドイツの就学前カリキュラム改革では、学力問題への対応として、幼児期の言語教育に

主眼が置かれ、移民をはじめとする社会的困難を抱える子どものリテラシー教育が課題と

なっている。NRW 州の教育計画においては、子どもの多様な言語経験を軸とする言語教育

が目指され、そのための保育者への公的研修制度も整備されている。また、「教育は生まれ

た時から継続的に行うもの」という考えの下に教育を行っている。これは、わが国の言語



127 

教育にも示唆を与えるものである。幼児期からの早期言語教育が、外国籍児の将来の姿に

大きな影響を及ぼすと考えられる。 

したがって、ドイツの事例から見る限り、多文化共生保育を実現するためには、幼児期

の外国籍児に対する公的支援や言語教育等を含めた行政施策、さらには外国籍児を保育す

る保育者への公的研修制度等が必要なのである。 
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第３節 群馬県大泉町における多文化共生保育の現状と課題とはいかなるものか 

本節では、リサーチクエスチョン「③群馬県大泉町における多文化共生保育の現状と課

題とはいかなるものか」について論じることとする。 

第Ⅲ章第 1 節では、大泉町における多文化共生の歴史について検証した。大泉町にはニ

ューカマーと呼ばれる外国人が多く居住し、早期から外国人住民に対する制度の整備を行

ってきた。しかし、外国籍児の学力不振や不就学問題も未だ解決されておらず、地域住民

と外国人との文化摩擦も、今なお存在している。こうした状況を作り出した大きな要因と

して、言語習得の臨界期ともいえる、乳幼児期の言語教育の不備があると考えられる。「よ

っかいち宣言」により、外国人集住地域の保育園や幼稚園において、日本と外国双方の文

化的背景や教育制度を熟知した人材の配置を支援すると提言されたが、大泉町においては、

現在も行政における義務教育前の支援は確立されていない。 

したがって、多様な文化的背景を持つ住民がお互いに尊重し合って共生するためには、

さらなる多文化共生へ向けての制度の整備が必要である。 

また、第 2 節では、大泉町における遊び広場の活動について考察した。その結果、多文

化共生の町づくりの一環として行われた「わくわく広場」の活動が、運営者らの 2 年余に

渡る経験や議論、葛藤を経て地域の中の「居場所」としての役割を担う活動を作り上げた。

これは、多文化共生社会を草の根的に創り出すための一つの事例である。今後、こうした

活動が町全体に広がっていくことが期待される。 

さらに、第 3節では、大泉町の多文化共生保育について整理した。その結果、大泉町の

保育現場では、「日本人化」の保育が行われていることが明らかになった。また、保育現場

への公的支援は行われておらず、外国籍児への支援は、個々の保育園に委ねられているこ

とがわかった。そのような状況を踏まえ、行政、保育関係者、研究者による多文化保育研

究会が発足し、課題解決のために動き始めた。その中で、多文化共生保育におけるさまざ

まな問題を解決するための方策の一つとして、保育現場からも、外国籍保育士を求める声

も浮かび上がった。 

一方で、大泉町の保育現場では、これまで、日本流の保育でも問題が顕在化しなかった

こと、就学前に日本の文化や言葉になれることが有益であると考えていたことにより、外

国籍児に対して「日本人化」の保育を行ってきた。その状況は、多数の外国籍児が在園し

ていることが常態化していることに加えて、日常の業務が多忙な保育者が、改めて多文化

共生保育に向き合っていなかったことに起因する。また、母語の習得不足が学習言語の習

得に負の影響を及ぼすことを、保育者が認識していなかったことも明らかになった。 
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外国籍保護者の現状は、貧困、教育への無関心など、複合的な問題が絡み合っている。

保護者が子どもの教育に関心を示さないこと、幼児期の言語習得、特に母語の重要性につ

いても認識していないことも多い。さらには、子どもとのアタッチメントもしっかりと形

成されていない場合も多い。 

したがって、保育者には多文化共生保育について改めて考える場や、多文化共生保育に

関する研修を提供する必要がある。また、外国籍保護者に対しては、保護者支援として、

乳幼児期の母子関係の重要性や、言語教育の重要性などについて、啓蒙していかなければ

ならない。 
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第４節 当事者としての外国籍保育士の役割とはいかなるものか 

本節では、リサーチクエスチョン「④当事者としての外国籍保育士の役割とはいかなる

ものか」について論じることとする。 

第Ⅳ章第 1 節では、外国籍保育士による母語を介した保育支援が、保育園と外国籍児お

よびその保護者間に媒介者として機能するとともに、「カタルシス効果」、「バディ効果」と

いった心理的効果をもたらしたことが示唆された。そして、それが外国籍児およびその保

護者に安心感を与え、外国籍児が保育園で落ち着いて過ごすことができ、保育園適応を促

進させる方向に働いたことが明らかになった。 

また、第 2 節においては、外国籍保育士は日本人保育士や日本人保護者および日本人児

童に対しては、言葉や外国文化を紹介して普及し、外国籍児および保護者には、母語でコ

ミュニケーションがとれるという安心感を与えると同時に、代弁者にもなっていたことが

明らかになった。さらに、日本人保育士が外国籍保育士を介して情報伝達を行い、言葉や

習慣を学び活用するようにもなり、「日本人化」の保育の中に存在した情報伝達や意思疎通

の不備といった不安要素が取り除かれ、安心へと変化しつつあることが示唆された。 

さらに、第 3 節において、外国籍保育士が、外国籍児の役に立つことができると自覚し

たとき、自らを≪周辺化されている自分≫から、子どもたちの役に立てる≪当事者として

の自分≫へと「当事者性」を獲得していったことが明らかになった。そして、子どもたち

とその「当事者性」を重ね合わせながら、自らの経験と現在の保育士として活動の意義を

つなげていた。 

このように単なる通訳に止まらず保育の知識や技術、さらには文化や習慣に対する理解

も有し、保育現場に常在して外国籍児と関わることのできる外国籍保育士は、多文化共生

保育において、媒介機能を持つ保育士として重要な役割を担う存在である。さらに、外国

籍保育士が母語と日本語を対比させた支援を行っていることから、就学前の外国籍児にと

って非常に大切な母語を維持し、同時に主要言語である日本語の習得を促すことにもつな

がる可能性がある。 

多文化共生保育を進める上で大事なことは、すべての保育者とすべての保護者および園

児が、双方向のコミュニケーションを構築し、信頼関係を築くことにあると考える。外国

籍保育士はそのための媒介者となることができる存在である。また、外国籍保育士が介在

することにより、外国籍児が母語や母国文化に負い目を感じることなくアイデンティティ

を形成し、その中で自身の持つ能力と資質を開花させていくことが可能になると考えられ

る。 
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さらに、外国籍児は、同じ背景を持つ仲間としての外国籍保育士、自分の将来を重ね合

わせることのできる役割モデルとしての外国籍保育士に出会い、自己肯定感を育んでいく

ことができると言えよう。また、外国籍保育士は子どもたちと当事者性を重ね合わせる中

で、多文化共生保育の意義を実感し、自身も次のライフステージへと進みながら、当事者

性を生かした保育を展開している。 

このように外国籍保育士が多文化共生保育の現場で果たす役割は非常に大きいが、これ

まで述べてきたように外国籍保育士の実数は非常に少ない。 

保育士資格を取得するには 2 通りの方法があり、1 つは保育者養成校で所定の科目を修

了すること、もう１つは１年に 2 回行われる国家試験に合格することである。この 2 つの

方法による資格取得には国籍の制約がないので、外国人にも資格取得が可能である。しか

し、経済的な問題や学力的な問題が障壁となり、保育資格を取得する外国人は少ない。 

そうした実情に対して、かながわ国際交流財団・横浜 YMCA（神遊協・神福協奨学金）が

「保育士を目指す外国につながる学生」を対象に返済義務のない奨学金制度を設けて、2016

年度に 1 名の入学生を迎え、2017 年度には 4 名の入学生を迎えた。「自分の経験を生かし、

保育園と子ども・保護者とのことばや文化のかけ橋になろう」という主旨である。残念な

がらこの奨学金はわが国における公的な制度ではなく、一企業が設立したものであるが、

今後こうした取り組みが増えていくことが期待される。また、公的な支援の必要性を訴え

ていかなければならない。 

外国籍保育士の就職については、わが国全体の約 4割を占める公立保育園に勤務する場

合、高い基礎学力が求められると同時に、公務員の国籍条項という壁にぶつかることもあ

る。法的には外務公務員以外に公務員の国籍に関する明文化された規定は存在しないが、

慣例とされてきた経緯がある。わが国では 1991 年に文部省通知により、公立学校の教員採

用試験資格国籍条項が削除されたことに続き、1996 年には、白河自治大臣談話により国籍

条項は自治体の裁量となり、国籍条項を撤廃する動きが強まった。しかし、保育士の採用

人数は未だ少なく、特にニューカマー出身の保育士の数は非常に少ない。 

多文化共生保育を実現するためには、外国籍保育士が保育にかかわることが望まれる。

それは、多様な園児と多様な保育者が共生していくことを意味する。園児が多文化である

ならば、保育者も多文化であるべきである。今回調査したドイツにおいても外国籍の保育

者が多数勤務している園があり、多文化共生保育が進んでいる様子が窺えた。わが国にお

いても神奈川県川崎市のある園では、日本の保育士資格を所持していない外国人が、保育

者として多文化共生保育に貢献している例もある。外国籍保育士の数が絶対的に不足して
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いる現状を考慮したならば、日本の保育士資格を持たない外国人保育者の採用も検討して

いくべきである。 

 一方、外国籍保育士を取り巻く保育現場の環境にも目を向けなければならない。外国籍

保育士の役割を、通訳・翻訳と捉えていた保育現場では、外国籍保育士の当事者性を活か

した保育実践ができず、その状況に外国籍保育士自身も悩み、苦しむという現象が起きた。

しかし、保育現場が外国籍保育士の保育士としての役割を尊重するようになったことで、

外国籍保育士が自身の母語や母国の文化を活かした保育実践ができるようになった。つま

り、外国籍保育士が当事者として外国籍児のニーズに対応した保育を実践するためには、

保育現場が、外国籍保育士に対して「通訳ができる便利な人」として通訳者だけの役割を

求めるのではなく、「ピアノが得意な保育士」、「歌が得意な保育士」等と同様に「通訳が得

意な保育士」と捉え、文化的な背景が異なる保育士と同じ職場で協力して働く状況を作り

出す必要がある。そのためには、すべての保育士が、多文化共生の重要性、異文化コミュ

ニケーション・スキルを学ぶ場の設定が必要である。 
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第５節 まとめ 

 以上のように、本章では、4 つのリサーチクエスチョンに基づいて多文化共生保育のあ

り方について論じてきた。その結果は、以下のようにまとめることができる。 

 第一に、本研究においては、これまで明らかにされてこなかった、外国籍保育士の存在

意義とその役割を明らかにすることで、外国籍保育士の役割モデルを提示することができ

た。これにより、外国籍保育士育成の必要性と、それに伴う外国籍保育士を取り巻く保育

現場の環境づくりと協働の重要性が明らかとなり、外国籍児の職業選択における一つの選

択肢として、保育者というヴィジョンの提供にもつながったと言えよう。 

 さらに、群馬県大泉町においてこれまで実施されていなかった、行政と保育現場、研究

者らが意見交換や情報共有を行うことで、多文化共生保育における課題を明確にすること

ができた。この実践と研究の融合により、一方で保育者が改めて多文化共生保育に向き合

い、課題解決に向けて動き出し、また他方で行政が多文化共生保育の課題を再認識し、保

育現場と協力して課題を解決する努力を始めるということとなった。 

第二に、多文化共生保育を促進するため、次の５点の必要性が明らかになった。 

① 対等な立場と相互理解の精神のための、アドボカシー活動を行なうこと 

 多文化共生は、現在、概念的にも実情においても社会に浸透しつつある。しかし、それ

では現在のわが国において、多文化共生が実現しているのかと問えば、実現しているとは

言い難い。なぜなら、多文化共生問題を語るとき、そこに当事者の声が反映されてはいな

いからである。また、マジョリティの一部には、生産者としても消費者としても、社会に

十分参画できていないマイノリティの存在は、国家や企業に益しない存在だという考えを

持つ者も存在する。 

保育に関しては、保育所保育指針の保育内容・人間関係の中に「外国人など、自分とは

異なる文化を持った人に親しみを持つ」、保育の実施上の配慮事項の中に「子どもの国籍や

文化の違いを認め、互いに尊重する心を育てるよう配慮すること」とある。これは、保育

現場の現状が「自分と異なる文化に親しみを持てず、互いに尊重する心を育てる配慮に欠

けている」という背景のもとに規定されていると考えられる。そうしてみると、保育所保

育指針の内容にも当事者の視点が欠落し、多文化共生は支援する側（マジョリティ）と支

援される側（マイノリティ）という構図で成り立っていると言えるのである。 

 それでは、苦しみや怒り、痛みなどを経験していないマジョリティが、マイノリティの

当事者性に鋭敏になるには、どのような方策が考えられるのだろうか。圧倒的多数者であ

り、力関係が優位であるマジョリティへの働きかけが課題になるが、いずれにしてもマジ
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ョリティ側の意識を改革する必要がある。多文化共生は「外国人の問題」という視点から、

「社会の問題」、「地域の問題」としての視点へと意識を転換しなければならない。「多様な

文化」が共生するのではなく、「多様な人々」が共生することを目指すべきである。 

② 外国籍児の就学義務化、就学前教育改革も含め、多文化共生保育に関する制度を充

実させること 

多文化共生保育を充実させるためには、制度的に何をすべきか考えなければならない。

例えば、国際法・差別禁止法・人権保護法の遵守を訴えるとともに、多文化共生という文

脈を戦略的に使い、予算的な措置が伴った制度化の必要性を訴えていく必要があろう。ま

た、多文化共生に関するさまざまな問題に関して、国内の枠組みで考えるのではなく、同

様の課題に試行錯誤してきた、諸外国から学ぶべきことも多い。例えば、1970 年代以降に

欧米を中心とした国々で議論されてきた多文化共生の理論的枠組みや、韓国において 2008

年に制定された多文化家族支援法、ドイツにおける移民政策や就学前教育改革なども参考

にしつつ、わが国も制度改革を行うべきである。そしてまずは、外国籍児に就学義務を課

す必要がある。先進諸国において、外国籍児が就学義務を持たない国はわが国のみである。 

③ 外国籍保育士の採用を拡充すること 

今後も国際化が進む日本社会では、多文化共生保育を担うために早急な努力が求められ

る。そのためには、ホストとゲストの間に介在するスペシャリストが必要なのである。ニ

ューカマーと呼ばれる外国籍の子どもたちが就業年齢を超えてきた今、媒介者となり得る

人材として、彼らを採用すべきである。 

 前章で示したように、外国籍保育士が勤務する保育園において行ってきた調査の結果、

外国籍保育士の存在が外国籍児やその保護者に安心感を与えるとともに、共に働く日本人

保育士の意識変容にも影響を及ぼしたことが明らかとなった。また、この結果が外国籍児

の役割モデルとなることが期待できる。そして、保育士不足が深刻な問題となっている現

代において、日本国憲法第 22 条第 1 項「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転

及び職業選択の自由を有する」、世界人権宣言第 23 条第 1 項「すべての人は、就労し、職

業を自由に選択し、公正かつ有利な労働条件を確保し、及び失業に対する保護を受ける権

利を有する」ことを保障されるという観点からも外国籍保育士の活躍を期待すべきであろ

う。  

④ 保育者養成校での多文化理解の涵養と、保育者への研修制度を充実させること 

 保育の最大の目的は、子どもの最大の利益にある。子どもは自分で判断したり、意思を

表明したりすることが難しいため、保育者の判断に左右されることが多い。そのため、保
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育者の思い込みで判断せず、多様な情報を知り、子どもの将来を見据えた保育計画を作成

し、実践することが重要である。また、保育の中に多文化教育を取り入れる必要もある。

例えば、多文化教育の一環として、膚の色の違う人形を用いたり、保育園の外にいる外国

人と関わる機会を設けたりすることも有用であろう。特定の文化に詳しくなったり、外国

語を話せるようになったりすることではなく、違いを認め合い尊重する心を養うことが目

的となる。 

文化の多様性を認める保育のために必要なことは、日本人保育者の意識改革である。そ

のためには保育者養成の段階での多文化理解の涵養が必要であり、多文化共生保育を学ぶ

カリキュラムの導入が望まれる。近年は独自に多文化保育論や、異文化コミュニケーショ

ン等の講座を行っている養成校も増えてきてはいるが、義務化も検討すべきである。 

保育者は日常の業務が多忙であること、多数の外国籍児が常在していることから、改め

て多文化保育に向き合うことをしていなかった。そして、保育現場では外国籍児が将来日

本で困ることなく生きていけるようにと、「日本人化」の保育を行っていた。したがって、

多文化共生保育を実現するためには、保育者が多文化共生保育について、改めて考える場

や、多文化共生保育に関する研修の場を提供していく必要がある。 

⑤ 外国籍保護者への支援を充実させること 

外国籍護者の現状は不安定な収入による貧困、教育への無関心、ネグレクトなど複合的

な問題が絡み合っている。そのため、保護者への支援も大きな課題である。保護者が子ど

もの教育に関心を示さないこと、幼児期の言語習得の重要性についても認識していないこ

とも多い。また、子どもとのアタッチメントもしっかりと形成されていないケースも多く

ある。そのため、保護者支援として、乳幼児期の母子関係の重要性や、言語教育の重要性

などについて保護者に啓蒙していく必要がある。 

 最後に本研究の限界と今後の課題を示すと、以下の通りである。 

 研究フィールドが大泉町という地域に限定されたこと、また、保育現場で働くニューカ

マー出身の外国籍保育士が 2 名、対象園が 2 園であるという量的な課題があげられよう。

本研究の成果が普遍性を持つか否かについては、今後明らかにしていかなければならない。

そのためには、以下の検証を行う必要がある。 

今後は国内における外国人集住都市会議を構成する他の多文化コミュニティにおいて、

多文化共生を目指す活動がどのように行われているのかについて調査を行うとともに、欧

米を中心とした諸外国の多文化共生保育について比較検討を行い、本研究で示した結果の

一層の普遍化を追求していきたい。また、言語習得の臨界期である保育園在園中の外国籍
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児に対する母語支援が、その後の外国籍児の成長・発達にどのような影響を与えるのかを

考察するため、外国籍児の追跡調査を行うことにより、その成果を検証する試みが必要で

あると考えられる。 
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